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平成１８年第４回滝川市議会定例会（第１日目） 
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開会 午前１０時０３分 

    ◎開会宠告 

〇議  長 ただいまより、本日をもって招集されました平成１８年第４回滝川市議会定例会を開

会いたします。 

 ただいまの出席議員数は、２０名であります。 

 欠席の申し出は、大谷議員であります。 

 

    ◎開議宠告 

〇議    長  これより本日の会議を開きます。 

 この場合、１１月１６日付の人事異動に伴う職員の紹介を行いますので、暫時休憩いたします。 

 

休憩  午前１０時０３分 

再開  午前１０時０４分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において本間議員、大累議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 会期決定 

〇議  長 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月１９日までの９日間といたしたいと思

います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、会期は９日間と決定いたしました。 

 

    ◎日程第３ 議長報告 

〇議  長 日程第３、議長報告を行います。 

  報告事項は、お手元に印刷配付のとおりでありますので、お目通しをお願いいたします。 

 なお、今定例会の告示前に受理いたしました請願については、添付されております請願受理付託

一覧表のとおり所管する委員会に付託しておりますので、報告いたします。 

 以上で議長報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 総務文教常任委員長の付託事件審査報告 
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〇議  長 日程第４、総務文教常任委員長の付託事件審査報告を議題といたします。 

 先に、付託事件審査報告を職員より朗読させます。 

〇事務局副主幹 総務文教常任委員長より議長あて、付託事件審査報告。 

 事務局副主幹朗読する。（記載省略） 

〇議  長 次に、委員長の補足説明を求めます。中田委員長。 

〇総務文教常任委員長 ただいま事務局におきまして朗読されました内容のとおりでありますが、

審査の経過について若干補足説明をいたします。 

 今回委員会として結論を出しました請願第１１号につきましては、１０月２４日付で本委員会に

付託され、１１月１日に開会いたしました本委員会において、請願者並びに紹介議員の出席を求め、

本請願の趣旨の聴取並びに質疑を实施し、慎重に審査を行った結果、１１月７日に開会いたしまし

た本委員会において賛成多数をもって採択すべきものと決定したところであります。 

 なお、請願第１１号の採択に伴い、道路整備に関する要望意見書を衆議院議長、参議院議長、内

閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣に提出すべきものとしたところであります。 

 以上、委員長の補足説明とさせていただきます。 

〇議  長 朗読及び補足説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。清水議員。 

〇清水議員 私は、日本共産党市議団を代表して、請願第１１号 「道路整備に関する意見書」の

提出についての委員長報告を否とする立場から討論を行います。 

 初めに、長引く不況の中で経営と雇用の充实と施設や道路整備、除排雪に努力されている請願者

に対し、心から敬意を表します。本意見書案の５項目のうち第３の地方部の主要な幹線道路ネット

ワークの整備等を計画的に推進することや第５の１２号、３８号、４５１号など国道の改築を初め、

地域に密着した幹線道路の整備については、積極的に賛同するものです。 

 しかし、反対理由は、次の３点です。１点目は、意見書案の第１と第２で道路特定財源の維持を

明確に要望していることです。請願者は昨年も同じ趣旨で請願されていますが、舗装率や高速道路

延長は１９８０年代に既に達成されており、道路特定財源が余る状況になっています。一方、政府

与党は、一般財源の不足が年々厳しさを増し、所得税、地方税の控除改悪などに加え、消費税増税

も政府は当然視しています。さらに、医療や介護、障害者福祉の費用増はほとんどが国民負担増に

結びつき、深刻な状態になっています。これだけの負担増の一方で道路特定財源を聖域化し続ける

ことに国民の理解が得られるとは考えられません。２点目は、意見書案第３項目、おくれた高規格

道路の整備を推進し、本道の高速道路ネットワークの早期形成を図ることについてです。今必要な

のは、特定財源があるからつくり続けてきた建設計画から赤字額や環境への影響を明らかにした上

で、それでもつくるべきかどうかを住民参加で十分に検討することではないでしょうか。３点目は、
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滝川市民と市内の建設業界、労働者にとってどうかということです。請願の背景にあるのは、公共

事業費を維持することで経営と雇用、市民の生活を守りたいというものです。基幹産業である土木

建設業界に仕事が回ることなしに滝川市民の生活安定がないということについては、全く同感です。

しかし、建設業の仕事量を確保するために大事なことは、どの公共事業に予算がふえれば市民にと

って、業界にとってよいのかという視点ではないでしょうか。滝川市は、この数年間に市立病院、

福祉施設の建てかえで１００億円以上の規模の財源を確保しなければなりません。しかし、地方交

付税や補助金制度の改悪が続けば、これらの建設事業も計画を断念せざるを得ないことも想定され

ます。このような状況で、特定財源を維持することと一般財源化することのどちらが建設業界にと

って、市民にとって必要かは、明らかではないでしょうか。 

 最後に、今国会で政府の一般財源化案が骨抜き、腰砕けと批判されていますが、国民世論は一般

財源化にあることを重ねて強調して、意見書案に対する反対討論とします。 

〇議    長  大累議員。 

〇大累議員 新政会を代表いたしまして、請願第１１号 「道路整備に関する意見書」の提出につ

いて賛成の立場で討論を行います。 

 道路整備事業は、都市再生と地域連携による経済活力の回復、生活の質の向上、安全で安心でき

る暮らしの確保及び環境の保全と美しい景観の創造などを实現して、社会経済の活性化と暮らしの

豊かさの向上を図る社会資本整備の基本であります。ところが、新聞報道によりますと、全国の高

規格幹線道路整備率が平成１８年４月１日現在６９パーセントに達しているのに対し、北海道は本

年度で既に開通している６０キロメートルに年度末までに開通が予定されている６０キロメートル

を含めましても、整備率が４３．３パーセントにとどまっております。具体的に申し上げますと、

日本列島の背骨に当たる全国縦貫道が青森から鹿児島までは開通しておりますが、北海道はいまだ

形成途上にあります。県庁所在地に匹敵する人口１０万人を超える本道の中核都市ですら、１０都

市中４都市がネットワーク化されていない状況にあります。北海道経済を自立させる上で期待の大

きい食と観光にとって、高規格幹線道路のネットワーク化はぜひとも必要であります。また、全国

平均の４倍の面積をカバーしている救命救急センターへの迅速な患者搬送、災害時の代替ルート確

保や冬期の安定的な通行確保につきましても、北海道の特性上必要であります。さらに、高規格道

路と連接している一般国道１２号線、３８号線、４５１号線の２次改築及び道道江部乙雤竜線など

地域に密着した主要幹線と住民生活に直結した市道との総合的、体系的な道路整備につきましても、

いまだ不十分な状況にあります。活力ある地域づくり、快適な生活環境や安全で安心できる郷土の

实現を図る上で、道路整備は必要不可欠であります。また、道路整備事業は、これまで地域経済の

活性化と雇用の確保という公共事業の役割も担ってまいりました。しかしながら、昨年末、政府与

党は道路特定財源の見直しに関する基本方針の中で、特定財源の一般財源化を前提に改革を進める

ことを決定いたしました。その後本年３月の衆議院本会議において、地方分の道路特定財源も一般

財源化の対象であることを明らかにいたしました。この１２月８日の閣議では一定の柔軟な決定が

なされましたが、北海道滝川市におきましては道路特定財源の役割は終わっておりません。平成１

５年度以降続いている一般財源化拡大方向に終止符を打ち、道路特定財源の全額道路整備使用によ
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って道路整備のおくれた地域や重点地域に対し、国の施策で地元負担を軽減した道路整備が行える

抜本的な道路特定財源制度改革、これの实現を期待し、討論といたします。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 私は、滝川建設協会からの請願第１１号 「道路整備に関する意見書」の提出につ

いてを採択すべきと決定した総務文教常任委員長報告を否とする立場で討論を行います。 

 まず初めに、滝川の経済や雇用を支える上で欠かせない役割を果たされている建設協会並びに協

会会員の皆様に敬意を表するものです。請願は、道路整備に関する意見書の提出を求めるものです

が、意見書に示されている２、３、５項については賛同できるものです。ここで記載されているよ

うに、北海道においても本市においても、生活幹線道路の整備はまだ十分とは言えません。また、

豪雪地帯である本市の状況を見ても、冬場の雪対策や凍結による道路改修も必要な予算がないこと

から我慢せざるを得ないのが实態です。こうした地域の生活や経済活動の基盤となるべき道路整備

については、地元業者の事業確保の観点からもしっかり進めていく必要があります。しかし、政府

が進める三位一体改革の旗印のもとで交付税削減による地方財政への影響や税制、医療、福祉関連

の改正が行われ、年金生活者や低所得者への打撃は深刻さを増しています。一般財源がこうしたと

き、道路特定財源を維持していくことにはならないのではないでしょうか。道路特定財源は、むだ

な道路建設や旧本州四国連絡橋公団の債務返済に回されるなど、その使い方に大きな問題がありま

す。こうした仕組みを温存したままでは、住民の生活にとって本当に必要な道路整備に予算が回る

保証はありません。さらに、財源が余るのであれば、暫定税率を引き下げるなどの措置が行われる

べきと考えます。また、意見書で求めている道内の高規格幹線道路ネットワークの早期形成につい

ては、生活幹線道路との関連など、その必要性や費用対効果を見きわめるとともに、環境への影響

や地域住民合意で進めることが求められるのではないでしょうか。国も地方も厳しい財政状況を打

開するために、建設事業に向ける予算は縮小の傾向にあります。また、建設季節労働者の冬期援護

制度の改悪など、建設土木業界で働く労働者にとって最悪の労働環境に置かれていると言えます。

こうした点からも、道路整備に特定するのではなく、財源を一般化し、雇用拡大や経済活性化につ

ながる事業、費用対効果の高い事業に予算が配分される仕組みをつくってこそ建設土木業界の安定

にもつながるのではないでしょうか。 

 以上を述べて、討論とします。 

〇議    長  ほかにありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより請願第１１号 「道路整備に関する意見書」の提出についての請願を起立により採決い

たします。 

 本件を総務文教常任委員長の報告のとおり採択することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立多数） 

〇議  長 起立多数であります。 
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 よって、請願第１１号は、総務文教常任委員長の報告のとおり採択することに決しました。 

 ただいま請願第１１号が採択されましたので、地方自治法第９９条の規定に基づき、道路整備に

関する要望意見書を関係機関に提出することといたします。 

 

    ◎日程第５ 行政報告 

〇議  長 日程第５、行政報告を行います。 

 行政報告を求めます。市長。 

〇市    長 おはようございます。本日から来る１９日までの９日間にわたりまして平成１８年第

４回定例会が招集され、ご提案を申し上げております諸案件につきましてご審議いただきますこと

は、地方自治の確立の上からも重要な局面を迎えているだけに、ご同慶にたえない次第であります。

提案いたしました各議案につきましては、詳しくご説明を申し上げますので、十分議を経て、ご賛

同賜りますようにお願いを申し上げます。 

 行政報告の発言の許可をいただきましたので、以下ご報告を申し上げますが、平成１８年９月６

日から１２月２４日までの分を印刷配付をいたしております。ご一読を賜りますようお願いを申し

上げます。なお、若干時間をいただきまして、以下４点について口頭で補足及びご報告を申し上げ

たいと存じます。 

 その１点目は、平成１８年度普通交付税及び１２月分の特別交付税の交付額の決定などについて

でございます。交付税の動向に強い関心が寄せられておりますので、平成１８年度の中間的な状況

をご報告を申し上げます。普通交付税は、確定をいたしました。特別地方交付税、１２月分と３月

分に分かれますが、１２月分、いわゆるルール分と言われているやつでありますが、これは確定を

いたしました。したがいまして、これからは３月分ということになるわけでありますが、その中で

平成１８年度普通交付税等の交付額の決定についてをまず普通交付税についてご報告を申し上げま

す。既に閣議決定なされまして、各地方公共団体に普通交付税の交付額が既に通知されております。

平成１８年度の滝川市の普通交付税の交付額は、６０億６，５７２万円であります。前年度比で３．

６パーセント、２億２，４００万円の減であります。ただ、平成１８年度の現計予算は尐なくなる

ということを見込んで６０億１，２６５万円を計上しておりますので、現時点では予算で見込んだ

差額というのは５，３００万円余りのプラスという状況であります。これは、ご案内のように、地

方交付税が減額されることによって臨時財政対策債というのを認めていただいております。これは、

後において１００パーセント交付税措置がされるものでありますが、この１８年度において普通交

付税と臨時財政対策債と合わせた交付総額は６５億２，２７２万円でありまして、前年度と比較い

たしますと４．２パーセント、２億８，９３０万円の減という状況がございます。平成１１年に最

も地方交付税が多く交付されたわけでありまして、このときは８７億８，０００万円でありました。

これは、特別地方交付税も含めてでありますが、普通交付税だけだと７８億７，０００万円であり

ます。平成１８年普通交付税と臨時財政対策債とを合わせた額を平成１１年の普通交付税と比較い

たしますと、普通交付税ベースでは平成１８年の臨財債を加えても１３億５，０００万円余り減額

されているという状況があります。１２月分の特別地方交付税、これも去る１２月１日に閣議決定
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をなされまして、各地方公共団体の交付額が決定をいたしました。平成１８年度の滝川市の１２月

分特別地方交付税の交付額は、１億４，１８７万円であります。前年度と比較いたしますと３１．

６パーセント、６，５５８万円の減であります。いろんなところで１２月特交が大幅減ということ

が報道されておりますけれども、滝川市の場合当初から予定をしておりました上水道の末端給水事

業、これが中空知広域水道企業団へ統合されることになりました。統合されることによって、滝川

市がこれまで受けておりました上水道高料金団体でなくなったということによります上水道高料金

対策費、これが４，３０８万円入っておりまして、１２月特交で６，５５８万円の減のうちの４，

３０８万円はこの上水道の高料金対策費が入ってこなくなったことによるものであります。それ以

外、幾つかの算定項目が１２月交付から３月交付へ移行いたしました。移行したのは、およそ２，

７６４万円。その部分が昨年と比べて減になっているわけであります。したがいまして、３月特交

に移っていくものですから、現段階では１２月特交は上水道高料金対策を除きますと余り大きな変

化はないという状況にございます。上水道高料金対策は、滝川市に入ってきて、水道会計へそのま

ま繰り出すものですから、ツーぺイであります。 

 次に、新型交付税ということで随分報道によりにぎわっております。現在国において平成１９年

度へ向けて盛んに準備が進められているところでございますが、現在得ている情報についてお伝え

申し上げたいと思います。従前からいろんな議論がされているわけでありますが、本年度の骨太の

方針２００６におきまして地方交付税全体の算定の簡素化が明示されたことを受けまして、現在総

務省が詳細な制度設計を行っているところであります。基本的な考え方は、二つあります。１点目

は国の関与の尐ない項目から導入していくこと、２点目は人口や土地利用、それと離島、過疎地、

そういうものに配慮していくことということであります。全体といたしまして地方団体の財政運営

に支障がないよう制度設計をするというふうに総務省は言っているところであります。その新型交

付税の導入の時期でありますが、今後３年間、平成１９年度から３年間で全体の需要額のおおむね

１０パーセント程度、５兆円規模を目指して、この新型交付税が３年間で導入されると。１９年度

は、そのスタートの年ということになるわけであります。先般総務省からの試算によりまして、滝

川市として新型交付税が導入された場合にどういうことになるのかという試算を行いました。試算

によりますと、大きな特徴としては先ほど申し上げました算定の簡素化という観点から、投資的経

費を中心に算定項目の大幅な統合がなされております。特にその中で、基本として人口、面積によ

る算定ウエートが高まっているという状況があります。ただ、細かい算定方法を見ますと、基本的

には従来の算定方法とさほど大きくは変わっておりません。したがいまして、当面は地方団体の財

政運営に支障のないような制度設計がされているなという印象を受けておりますけれども、これは

今後どういうふうになっていくのかというのは見守りたいというふうに思います。ちなみに、試算

結果は、平成１８年度普通交付税の決定ベースで５，８０９万円の減でありました。５，８００万

円も減するわけですから、影響が尐ないということは言えないわけでありますけれども、あくまで

現時点における試算ということでありますから、今後の行方、平成１９年度地方財政対策とあわせ

て注意深く見守りながら、また制度設計に関して、これまで同様に地方の財政運営に影響を与えな

いようにという形で強く意見を申し入れていきたいというふうに思っておりますし、新たな情報、
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大きな状況変化がありましたら、適時議員の皆さん方にはご報告を申し上げたいというふうに思い

ます。 

 ２点目であります。まちづくり市民会議の開催についてでございますが、平成１８年度のまちづ

くり懇談会が滝川市町内会連合会連絡協議会の主催によりまして９月５日から１０月２７日までの

間、１２会場で開催をされました。計４８３人の市民の皆さん方のご参加をいただき、多くのご意

見、ご提言をいただいたところでございますが、その総括といたしまして、まちづくり市民会議を

滝川市町内会連合会連絡協議会との共催で１２月５日、たきかわホールにおいて開催をいたしまし

た。当日は、１００人程度の市民及び関係者の皆さん方にお集まりをいただきまして、各地区から

出されました課題、要望などを集約、整理した上で、私から共通する大きな課題について行政とし

ての具体的な考え方、今後の方針を示させていただいたところであります。さらに、第２部といた

しまして、住民の手による地域づくり、まちづくり、特に除排雪を考えるをテーマにパネルディス

カッションを行ったところでありまして、除排雪を通して、それぞれの地域での取り組みについて

地域との連携、共助の必要性、あるいは除排雪にかかわる活動について認識を深めたところであり

ます。 

 ３点目は、法律に基づく滝川市中心市街地活性化協議会の組織化についてであります。中心市街

地の活性化は、さまざまな形で関係者が連携して一体的に推進する必要があるわけでありますが、

その体制として、５月２日に滝川市中心市街地活性化協議会が任意といいますか、法律に基づかな

い形態で設立をされたところであります。その後、８月２２日の改正中心市街地活性化法施行を受

けまして、法律に基づく協議会に移行するために、その必要条件であるまちづくり会社などの加入

について検討してきたところであります。この過程で、まちづくり会社としては株式会社アニム滝

川が適しているとの判断もありまして、１１月１４日に株式会社アニム滝川の存続について決定が

なされました。最終的に、１２月４日の臨時理事総会におきまして、株式会社アニム滝川を新たに

協議会の構成員とすることが決定をされまして、法律の要件を満たす協議会となったところであり

ます。旧法と違いまして、法律に基づき例えば株式会社アニム滝川はタウンマネージメント機関と

して国との協議が必要だったのですが、これはそういう協議が必要ありません。法律の要件を満た

せば、特に許認可を受けずに法的な協議会になるということであります。今後は、協議会に参加し

ているさまざまな関係者と連携しながら、实効性のある新元気タウン計画をつくって、国の認定を

目指すとともに、中心市街地の活性化に向けて一層努力してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 ４点目でございますが、平成１８年産米の出荷状況についてであります。本年産米の出荷は、１

１月１５日現在でＪＡたきかわの契約予定数量１５万５，５４９俵に対し、出荷予定数量は１５万

７，５２４俵となりまして、見込みでありますが、出荷割合は１０１パーセントとなり、２年連続

で１００パーセントを超える見込みとなっております。ことしの作柄は、雪解けのおくれ、あるい

は６月上旪から中旪にかけての低温及び日照不足によりまして生育がおくれて、心配をいたしまし

たけれども、８月の高温と日照が多かったなどによりまして回復をし、登熟が順調に進んで豊作と

なったところであります。 



- 11 - 

 

 以上ご報告を申し上げて、行政報告といたします。 

〇議  長 次に、教育行政報告を求めます。教育長職務代理者。 

〇教育長職務代理者 教育行政報告につきましては、お手元の教育行政報告に記載のとおりでござ

いますが、私の方から次の３点につきまして口頭でご報告を申し上げます。 

 １点目は、市内女子児童自殺事件につきまして、１０月２３日の臨時議会後の経過についてご報

告をいたします。まず、１１月２日から１２月３日までの間、实日数１６日になりますが、調査報

告書の作成に際し、北海道教育委員会からの職員の派遣を受けてきたところでございます。また、

１１月６日、文部科学副大臣の現地調査が实施をされました。翌日１１月の７日には、参議院文教

科学委員会の現地調査が实施をされました。１１月１６日には、北海道議会文教委員会の現地調査

が实施をされました。１２月５日、今回の事件に関しまして、発生時の状況、自殺の原因究明、本

事件により明らかとなった問題や今後の取り組みなどをまとめた調査報告書を教育委員会議で議決

をいたしました。教育委員会議終了後、記者会見を行い、また同日夜に当該小中学校保護者説明会

を開催をしてまいりました。参加者につきましては、約３０名でございました。また、１２月の９

日、江部乙の農村環境改善センターと文化センターの２カ所で市民説明会を開催をしてまいりまし

た。それぞれの参加者は、４０名と７０名の参加でございました。 

 ２点目につきましては、滝川市美術自然史館開館２０周年記念「子ども達へ伝える 岩橋英遠と

ふるさと展」の開催でございます。滝川市出身で文化勲章受章者である日本画家、岩橋英遠画伯は、

ふるさとの自然を独自の視点で描き、すぐれた作品を多数残していることは皆様の知るところでご

ざいます。画伯は、江部乙屯田兵の子として生まれ、その生涯をたどることは滝川の歴史そのもの

を知ることができる貴重な存在であります。本展覧会は、そうしたことを踏まえ、岩橋芸術の魅力

と画伯がかかわったふるさとの歴史、文化を特に次代を担う子供たちへ伝えることに主眼を置き、

９月の９日から１０月９日の１カ月間にわたり美術自然史館で開催し、入場者は６，１９０名と市

内外から多くの方に鑑賞いただきました。画伯の代表作「道産子追憶之巻」を初め、ふるさとを描

いた作品、北海道の雄大な自然を描いた「彩雲」など４１点の作品を展示し、改めて岩橋芸術の魅

力を伝えたところでございます。また、画伯の尐年期を追体験できるコーナーを設け、当時の生活

の様子、遊びをパネルや資料等を交えて紹介し、岩橋作品にちなんだワークショップの事業なども

展開し、市内小中学校にも働きかけ、郷土の学習という側面から総合的な学習の時間帯を利用して

多数の児童生徒に鑑賞していただいたところです。今後とも郷土出身の偉大な芸術家の魅力を初め、

地域の芸術文化振興に努めてまいります。 

 ３点目は、オペレッタ座「リーベ・クロスター」滝川公演についてでございます。この公演は、

滝川市出身の作曲家でバリトン歌手の加賀清孝氏本人が出演されており、また本作品の作曲を加賀

氏が手がけていることもあり、市民の高い水準の芸術鑑賞の機会となることから、实施をされまし

た。９月９日に文化センター大ホールにおいて昼夜２回の公演が行われ、約９００名の入場があり、

大変好評を得ました。また、この公演に先立ちまして、ふれ愛の里あるいは市役所ロビーなどでプ

レコンサートを实施し、さらに市内小中高校生の合唱部、器楽部、吹奏楽部を初め、一般市民の合

唱団や尐年尐女合唱団、市民ミュージカルなどとのワークショップ等も实施をしてきたところでご
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ざいます。多くの市民が高い芸術に直接触れることができ、技術や芸術性の向上のための機会とな

ったところでございます。 

 私の方からは以上です。 

〇議  長 これをもちまして行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第６ 報告第１号 専決処分について（調停の申立て等） 

〇議  長 日程第６、報告第１号 専決処分について（調停の申立て等）を議題といたします。 

 説明を求めます。建設部長。 

〇建設部長 ただいま上程されました報告第１号 専決処分についてご報告申し上げます。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づきまして、次のとおり専決処分をしたので、同条第２

項の規定により報告させていただきます。 

 専決事項でございますけれども、市営住宅の明け渡し並びに滞納家賃の支払いの請求に関する調

停の申し立て等でございます。相手方は、滝川市滝の川町東３丁目１０番４号、滝の川団地７３号

审に入居の大津雅子さんでございます。 

 申し立ての趣旨でございますけれども、相手方が市営住宅の家賃を滞納していることから、再三

にわたりその支払いの督促を行ったが、履行されなかったため、当市営住宅の明け渡し並びに滞納

家賃の支払い請求の申し立て等をするものでございます。 

 追行の方針でございますけれども、１番目としまして、調停において目的が達成できないときは、

裁判所に市営住宅の明け渡し及び滞納家賃の支払いに関する訴えを提起することとしたい。二つ目

でございますけれども、調停において必要があるときは適当と認める条件で和解に忚ずるが、和解

がされてもその内容が实行されないときは、裁判所へ訴えを提起することとしております。 

 専決処分の年月日ですが、平成１８年１０月１０日でございます。 

 以上をもちまして報告第１号の説明を終わらせていただきます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。窪之内議員。 

〇窪之内議員 それでは、何点かにわたって質疑を行わせていただきます。 

 仮に調停が成立せず、強制的な明け渡しという状況になれば市としての費用がかかることや、ま

た一方、本人が強制退去となった後の生活上の不安もあることから、こうした事態となる前に解決

できなかったのか、その点についてお伺いしたいと思っています。まず１番目に、保証人や扶養義

務者に対してはどのような対忚をとったのか、またその結果についてお伺いいたします。滞納期間

は４年間というふうに聞いておりますが、この間本人と接触し、納付誓約等の約束をしたことはあ

ったのか、またその誓約は守られてきたのかどうかについてお伺いします。三つ目ですが、現在の

本人の生活状況について把握されているのかということをお伺いしたいと思います。 

〇議    長  建設部長。 

〇建設部長 すぐこういう調停をしたということではございません。それと、もう一つ、私ども調

停に先立ち、ご本人さんといろいろ連絡をとり合っております。しかしながら、過去の納付誓約と



- 13 - 

 

いうものが守られてこなかったということが一つ、大前提にこういうものがあります。それから、

もう一つ、今回１０月１０日に調停を申し立てたわけでございますけれども、１１月に入りまして

調停が行われました。しかしながら、本人は不出頭ということから、私どもとしましては次のステ

ップにいかざるを得ないということでございます。それから、もう一つでございますけれども、必

ず保証人さんがいらっしゃいます。その方とは連絡はとり合っておりますけれども、保証人さんも、

この方ではないのですけれども、身内の方がいらっしゃるのですけれども、なかなかお話し合いが

つかないということから、こういう形になってきております。 

 以上でございます。 

〇議    長  本人の生活状況。 

〇建設部長 本人の生活でございますけれども、私どもある程度所得は把握させていただいており

ます。それで、調停に申し立てる段階で勤務先ですとか年収だとかというのは私ども把握しており

ますので、生活ができないというような年収ではございませんので、申し上げたいと思っておりま

す。それから、４カ年で約２２カ月家賃を滞納しております。４１万５，０００円なのですけれど

も、４カ年と申しますのは、今年度につきましては大体納めていただいております、１８年度は。

ただ、１７年度、それから年度が飛ぶのですけれども、１１年度とか１０年度とか９年度、そうい

う過去の分の納付誓約もあるのですけれども、それを实行していただいていないということで、現

在の状況になっているということでございます。 

 以上です。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 今まで説明がされなかったということから、１８年度分について納付しているとい

う事实は初めて知ったわけですけれども、こういうことから考えると、必ずしも過去の滞納につい

ても納付をしないという、絶対にしないという気持ちの方ではないのではないかと。そういうこと

で、实際には調停にあらわれなかったということがあるので、本人の努力というか納付に関する態

度については問題があるというふうに思ってはいるのですけれども、今年度分について納付してい

るという事实から考えて、調停に出す前にいま一度の納付をさせるための努力ということは試みら

れなかったのかについて伺います。 

〇議    長  建設部長。 

〇建設部長 この方につきましては、我々が調停を申した段階で一部１８年度分の未納の分を完納

しているということでございまして、我々も過去の納付誓約、そういうものを給料以上にやってい

るということはしておりません。月１万円のやつですと５，０００円とか、お支払いできる範疇で

本人と協議をして決めております。それを過去の分の履行をしていただけない。それから、現在１

８年度分も未納がちになって、私どもが提訴するということで初めて納付をするということでは、

我々としても住宅会計が今非常に厳しい折、なかなか難しいのかなということで考えております。 

 以上でございます。 

〇議    長  ほかに質疑ありますか。 

（なしの声あり） 
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〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第１号は報告済みといたします。 

 

    ◎日程第７ 議案第１号 平成１８年度滝川市一般会計補正予算（第６号） 

〇議  長 日程第７、議案第１号 平成１８年度滝川市一般会計補正予算（第６号）を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。助役。 

〇助  役 ただいま上程されました議案第１号 平成１８年度滝川市一般会計補正予算（第６

号）についてご説明いたします。 

 今回の補正は、土地開発公社健全化計画に基づく公用地再取得の前倒しによる補正、石油価格の

値上がりによる各公共施設の燃料費の増額補正が主な内容となっております。 

 第１条で、歳入歳出にそれぞれ３億８，３２２万６，０００円を増額し、予算の総額を２１３億

３，４５３万円とするものであります。 

 第２項、歳入歳出の補正は、第１表によるところでございます。 

 第２条、債務負担行為の追加及び廃止、第３条、地方債の変更で、それぞれ第２表、債務負担行

為補正、第３表、地方債補正によるところでございます。 

 ２ページ、３ページは、第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出補正予算については、

後ほど事項別明細書で詳しく説明させていただきます。 

 ５ページをお開き願います。第２表の債務負担行為の補正でございます。まず、追加につきまし

ては、道議会議員及び知事選挙の執行事務についてでございます。１９年４月实施の統一地方選挙

に係るポスター掲示場設置等委託に係る契約と期日前不在者投票システムのメンテナンス委託につ

いて年度をまたがった契約となることから、当該経費についての債務負担行為を設定したいとする

ものでございます。 

 次に、廃止につきましては、滝川市土地開発公社購入代金の支払い３件についてでございます。

総務省の土地開発公社健全化計画の規定に基づき、今年度から年次に分けて取得する３件について

債務負担行為の設定の議決をいただいておりました。市の議決並びに土地開発公社の予算に基づい

て契約を締結し、事務を進めていたところですが、健全化計画の要領に基づく土地開発公社の経理

手法が地方債発行事務に関連して制度的な不整合があり、１９年度以降の市債発行ができなくなる

可能性があると先月空知支庁及び道庁から指摘されたところでございます。同時に、対忚策として

取得計画を前倒しし、１８年度に一括購入することにより１８年度単年度事業として扱われ、事業

費に対する今年度の市債発行が可能であるとの助言をいただいたことから、今回前倒しをして取得

する補正予算を計上させていただくこととし、かかる債務負担行為を廃止したいとするものでござ

います。 

 続きまして、第３表、地方債の補正でございます。公共用地取得事業債３億３，９００万円の増、

道路新設改良事業債６３０万円の増は、いずれも土地開発公社健全化計画の前倒し取得によるもの
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でございます。減税補てん債１，２８０万円の増、臨時財政対策債１，２５０万円の減は、発行見

込額の確定に伴う補正でございます。なお、２０ページに参考資料といたしまして市債残高の見込

みに関する調書を添付しておりますので、お目通しを願います。 

 続いて、歳入歳出補正予算について詳しく説明させていただきますので、１２ページ、１３ペー

ジをお開き願います。２款１項４目財産管理費、補正額３億３，９５１万６，０００円につきまし

ては、庁舎等の維持管理に要する経費の補正５９万３，０００円と財産の取得管理及び処分に要す

る経費の補正３億３，８９２万３，０００円でございます。まず、庁舎等の維持管理に要する経費

５９万３，０００円の補正につきましては、石油製品の値上がりに伴い、単価差等を補正したいと

するものでございまして、当初予算計上では重油１リッター当たり６１．５円、１１月１日現在で

６７．５円となり、予算計上と比較して６円値上がりしたことから、その必要額を補正したいとす

るものでございます。予算執行に当たりましては、ウォームビズなど施設内での寒冷対策、防寒対

策を講じ、今後とも経費節減に努めてまいるところでございます。なお、今回の燃料費の不足が生

ずる施設はすべての施設に関連しますが、不足額が尐額なものや他の経費で補填できる施設につい

ては現行予算内で対忚することとし、補正を計上させていただいている施設は他の経費をやりくり

しても不足額を賄い切れない部分に限定させていただいております。次に、財産の取得、管理及び

処分に要する経費の補正３億３，８９２万３，０００円につきましては、土地開発公社健全化計画

に基づく公有地の再取得費の補正でございます。当初予算では、本町２丁目用地については１８年

度から２０年度までの３カ年で取得することとし、栄町２丁目用地については１８年度から２１年

度の４カ年で取得することとし、合計で今年度１億３，４５８万円を計上したところでございます

が、一つの土地を段階的に再取得する際、土地開発公社の経理手法による事務手続では取得手続は

初年度で行い、未収金を後年度に解消する方法をとるとどうしても地方債発行手続との間に制度的

なギャップが生じてしまい、１８年度の起債発行は可能となるが、１９年度以降の財源対策ができ

なくなることが危惧される状況になりました。つまり公社側では売却、所有権移転、未収金となる

わけですが、未収金に対して起債はどうかの指摘であります。これを回避するため、今年度一括前

倒しして購入することとし、本町２丁目用地１億２，９５７万２，０００円、栄町２丁目用地２億

９３５万１，０００円、合計で３億３，８９２万３，０００円を補正したいとするものでございま

す。このことにより、今年度の市債発行が可能との助言を得たことから、今回前倒しをして取得す

る補正を計上させていただくこととし、かかる債務負担行為も廃止したいとするものです。 

 ２款１項９目交通安全対策費、補正額６万１，０００円につきましては、交通安全対策に要する

経費の補正でございます。寄附者の意向により、交通安全推進事業の一環として体験資材を購入し

たいとするものでございまして、最近全国的に事故が多発している飲酒運転の危険性を訴える酒酔

い状況が疑似体験できるゴーグルを購入したいとするものです。实際の体験に当たりましては、庁

舎２階に体験コーナーを設けて、随時体験できるようにするとともに、老人クラブや町内会ほか、

各種グループ、団体への交通安全指導でも活用したいと考えております。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費、補正額５０万８，０００円につきましては、パスポート交付

窓口の設置に要する経費でございます。道からの権限移譲事務として、パスポート交付についてか
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ねてから道と調整を図ってきており、来年４月開設のめどがついたことから、必要な機器の導入な

どを図りたいとするものでございます。パスポートに埋め込まれているＩＣを読み取る装置が各交

付窓口に必要なことから、ＩＣ旅券用交付窓口端末機購入費並びに開設までの事務連絡用旅費を補

正したいとするものでございます。 

 ２款４項２目道議会議員知事選挙費、補正額１，３２０万８，０００円は、道議会議員及び知事

選挙の執行に要する経費の補正でございます。来年３月２２日に知事選の告示、３０日に道議選挙

の告示、投開票４月８日に予定しております。１８年度中に執行する経費について補正したいとす

るものでございます。内訳としましては、期日前投票に係る投票管理者、立会人報酬、職員の時間

外手当、臨時職員賃金、啓発用懸垂幕作成ほか消耗品費、入場券作成、広報掲載、啓発用チラシな

どの印刷製本費、投票所入場券発送など通信運搬費、市内１３０カ所を予定しているポスター掲示

場設置等委託料が主な内容となっております。なお、１９年度執行分につきましては、３月定例会

の当初予算として計上させていただくこととなりますが、おおむね１，２００万円ほど見込んでお

り、合わせて２，５００万円程度の経費となる見込みでございます。 

 次のページ、１４、１５ページをお開き願います。２款４項３目市議会議員市長選挙費、補正額

１２９万２，０００円は、市議会議員及び市長選挙の執行に要する経費の補正でございます。来年

の市議会議員、市長選挙は、４月１５日告示、２２日投開票を予定しておりまして、入場券、投票

用紙、不在者投票用封筒などの印刷製本費が中心で、今年度中に執行する経費を補正したいとする

ものでございます。なお、１９年度予算計上見込みは３，８００万円程度で、合計３，９００万円

程度を見込んでおります。 

 ３款１項４目老人福祉費、補正額５５万７，０００円につきましては、北海道後期高齢者医療広

域連合設立準備委員会に要する経費の補正でございます。議案第２３号でも北海道後期高齢者医療

広域連合の設置について上程させていただいておりますが、平成２０年度から始まる後期高齢者医

療制度に関連しまして、現在北海道全体を一つの広域連合とする準備が進められています。本年８

月２５日に準備委員会が発足したところですが、組合設立までに必要な事務経費について全道１８

０市町村で負担するものでございます。準備委員会では派遣職員人件費など７，３００万円の予算

を計上しており、そのうち６，９００万円が市町村負担となります。準備委員会では、これを均等

割１０パーセント、高齢者人口割４０パーセント、人口割５０パーセントで案分し、滝川市の負担

金は５５万７，０００円となったところでございます。 

 次のページをお開き願います。４款１項１目保健衛生費、補正額１８８万５，０００円は、保健

衛生対策に要する経費の補正で、中空知広域水道企業団の負担金及び出資金の関係でございます。

本年４月より、滝川市ほか２市の水道事業が中空知広域水道企業団に統合され、企業団が末端給水

まで含めた業務を進めることとなり、所要経費を負担金及び出資金として当初予算で計上させてい

ただいたところでございます。今回補正するものは、８月に企業団において公営企業金融公庫資金

の借換えを行ったことにより、負担金で１３２万７，０００円の減、出資金で８２万４，０００円

の増、合わせて５０万３，０００円の減となったものと統合前の債務等の引き継ぎ分を各市がそれ

ぞれ支払うものとしておりますが、滝川市の簡易水道事業元利償還金の一部に未調整なものがあり、
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今回負担金で４３万８，０００円、出資金で１９５万２，０００円、合わせて２３９万円の増とな

ったものと、水道事業の統合にあわせまして当初滝川市で負担することを予定していた空知北部地

区水道協議会負担金が企業団で負担となることから、３，０００円減額となるものでございます。

これら移行に伴う精査、調整によるところであります。 

 ６目他会計繰出金、補正額６９万７，０００円は、介護保険特別会計繰出金の補正でございます。

議案第４号 介護保険特別会計補正予算に関連しまして歳出を組み替えすることから、財源の内訳

に変更が生じ、繰出金を増額するものでございます。 

 ８款２項２目道路新設改良費、補正額６２１万５，０００円は、土地開発公社所有地の再取得に

係る補正でございます。総務費で説明させていただいたものと同様に、道路用地として再取得する

物件を１８年度、１９年度の２カ年で取得するものとして当初予算では６２１万４，０００円を計

上させていただいておりましたが、１９年度分の６２１万５，０００円を増額したいとするもので

ございます。 

 １０款３項小学校費、１目学校管理費、補正額３７０万４，０００円は、教材、教具に要する経

費で１０万円の補正と、その他小学校の運営管理に要する経費で３６０万４，０００円の補正でご

ざいます。まず、教材、教具に要する経費につきましては、寄附者の意向により、東小学校分とし

て読書活動に活用する絵本、図書の充实を図りたいとするものでございます。次に、その他小学校

の運営管理に要する経費の補正では、燃料費２６２万５，０００円は石油製品の値上がりによる補

正でございます。また、要保護、準要保護児童就学援助費につきましては、当初計上では３３０人

分、实行見込みとしまして３６０人となることから、差額の９７万９，０００円を補正したいとす

るものでございます。 

 ４項中学校費、１目学校管理費、補正額９６５万２，０００円につきましては、その他中学校教

育に要する経費の補正でございます。燃料費１５８万円につきましては、石油製品の値上がりによ

る補正でございます。また、明苑中学校耐震診断業務委託料につきましては、９月議会で補正をさ

せていただいた第三小学校、江部乙小学校に引き続き、国の予算残の関係から明苑中学校につきま

しても前倒し实施が可能であるとのお話を受けましたので、今回補正させていただきたいとするも

のでございます。 

 次のページをお開き願います。５項高等学校費、１目学校管理費、補正額３０万８，０００円は、

石油製品の値上がりによる燃料費の補正でございます。 

 ７項１目社会教育費、補正額２５０万円につきましては、芸術文化振興に要する経費の補正でご

ざいまして、躍進滝川太鼓保存会の太鼓整備に関する補助金でございます。自治総合センターのコ

ミュニティ助成事業一般分、１００パーセントの助成を受けて和太鼓を整備するものでございます。 

 ７項４目文化センター費、補正額２８万６，０００円につきましても、石油製品の値上がりによ

る燃料費の補正でございます。 

 ８項２目水泳プール費、補正額２８３万７，０００円は、温水プールの運営管理に要する経費の

補正でございまして、石油製品の値上がりに伴う燃料費の増額６３万７，０００円とろ過器循環用

配管の修繕費２２０万円の補正でございます。 
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 以上、歳出合計で３億８，３２２万６，０００円の増額となったところでございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。８ページ、９ページをお開き願います。１５款

２項３目教育費補助金１５０万円、１６款３項１目総務費委託金１，３２０万８，０００円、１８

款１項１目一般寄附金６万１，０００円、８目教育費寄附金１０万円は、いずれも歳出関連でござ

います。 

 ２０款１項１目繰越金２，０２５万７，０００円につきましては、補正に必要な一般財源を繰越

金で調整したいとするものでございます。 

 ２１款５項３目雑入２５０万円、次のページの２２款１項１目総務債３億３，９００万円、４目

土木債６３０万円は、いずれも歳出関連でございます。 

 ６目減税補てん債１，２８０万円、７目臨時財政対策債１，２５０万円の減は、市債の確定見込

みによる補正でございます。 

 以上、歳入合計で３億８，３２２万６，０００円の増額となったところでございます。 

 以上を申し上げまして、議案第１号の説明とさせていただきます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。清水議員。 

〇清水議員 大きく２点にわたって質疑を行いたいと思います。 

 まず、２款１項４目、１３ページですが、財産の取得管理及び処分に要する経費、公有財産購入

費についてですが、この３億３，８９２万円はにぎわい広場の隣の２７年前に坪当たり５１万円と

いう現在の１０倍にもなろうかという価格で購入したと思われる先買い用地の買い戻しと栄町の部

分、この２件だというふうに思いますが、取得時期や取得目的等について、本町、そして栄町、そ

れぞれについて伺います。２点目は、この３億３，８９２万円の内訳ですが、まず当時の買い取り

総額、また補償額、そしてその後の金利に分けて、本町、栄町、それぞれについて伺います。３点

目は、この土地を先買いしてからの効果については、かかった費用との差が非常に大きいのではな

いかというふうに考えていますが、過去のというふうに思われる行政責任について伺います。また、

市民にどのように説明責任を果たすのかについても伺います。次に、この４点目ですが、土地開発

公社の先買い分については、タッグ計画はあと４年ありますが、残った分の財源をどのように考え

られているのかについても伺います。 

 次に、同じページで２款３項１目のＩＣ旅券用交付窓口端末購入費５０万２，０００円について

伺います。まず、利用者数見込み。２点目は、発行手数料は空知支庁で行う場合と同じというふう

に思いますが、一忚確認をしておきたいと思います。業務に必要な人件費や維持管理費と財源移譲

があるのか、あるとすればそのバランスについて伺います。４点目は、住民基本台帳カードがなく

てもこの発行ができるのかについても伺います。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 それでは、私の方から土地開発公社の用地の再取得に絡む部分についてご答弁を申し

上げたいと思います。 

 まず、本町、栄町の土地ごとの関係でございます。取得時期につきましては、本町２丁目用地に
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つきましては平成２年度でございます。目的といたしましては、庁舎用地との交換受け地というこ

とでございます。栄町２丁目用地でございますが、取得時期は昭和５５年でございます。目的とし

ては、駅前再開発の出店のための駐車場用地等として確保したということでございます。額でござ

います。本町２丁目用地でございますが、当時の取得時の額につきましては１億８，８１８万９，

０００円でございます。処分価格との差額につきましては、諸経費ということで６１７万円でござ

います。栄町２丁目用地でございますが、取得時の額につきましては１億７，７９３万８，０００

円でございます。これにつきましては、利息で８，５９９万５，０００円、その他人件費も含めた

諸経費等、事務費も含めた部分で１，５２１万１，０００円ということでございます。 

 さらにまた、効果ということでございます。行政責任、さらにまた市民への説明責任ということ

でございますけれども、当時事業を行うに当たって、やはり必要なものとして土地開発公社に対し

て買い取り要請を行っていたところでございますけれども、その後経済等の大幅な変動等によって、

俗に言う先送りと申しますか、塩漬け状態が続いていたということでございます。そこで、滝川市

としては、財政健全化計画というものを立てながら、後世に極力その債務を先送りしないというこ

とで、公有地については年次的に取得をしながら、また公社の健全化計画を立てながら、起債の道

も探りながらやってきたということでございます。そういう面では、市民への説明責任という点で

も、今回のまちづくり懇談会の中でも、このような取得をしていって、今後１０年以内での土地開

発公社の解散というものも視野に入れている旨を説明をしてきたということでございます。さらに

また、タッグ計画との関係でございますけれども、取得する予定の土地は７５パーセントの起債と、

残り２５パーセントの部分については一般財源を予定しておりました関係で、今後の取得に係る一

般財源はその分は必要がなくなると。ただ、前倒しをして起債で取得をするということは、起債の

元利償還金がふえるということにもなりますが、トータルとして实質公債費比率の大幅な上昇とか、

さらにまた今後も１８パーセント以下を超えるということはないというふうにも考えております。 

 以上、ご理解をいただきたいと思います。以上です。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 パスポートの関係についてのご質疑でございますが、滝川市民のパスポートの交

付件数というのを５カ年の平均で申し上げますと６４３件でございます。１日平均にいたしますと

２．６件ぐらいという形になります。その中で、行う事務自体は何ら変わりません。移譲交付金と

いうものが道から来ますので、これが１件について１，３５０円いただけるということになってご

ざいます。１日平均２．６件ぐらいですので、人件費等については０．５人工を下回るものという

ふうに考えております。また、住基カードがなくても発行できるのかというご質疑ですが、これに

ついてはできます。 

 以上を申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 公有財産の点についてだけ再質疑をさせていただきます。 

 本町並びに栄町の購入時の価格と今後これを売却する場合の地価に差が当然あるわけですが、１

億８，８００万あるいは金利を引いた約９，０００万円程度、これが今後売却する場合どれぐらい
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で売れる可能性があるのかということについて伺います。もう一点は、今部長のご答弁では本件の

２件についての下げ分の財源については一般財源を予定していたが、起債になったということです

が、タッグプラン中で買い戻すほかの物件についての財源は、そうすると一般財源ということで確

認してよろしいか伺います。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 ただいま２点のご質疑でございますが、本町、栄町の購入時点と、市が取得をすると

きはもちろん簿価で購入ということでございますが、今後市が売却をする場合にはやはり現状に合

った額で売却ということでございます。そういう観点で、金利差、さらにまた取得時点の額から見

てかなり下回った額が売却の場合予定されておりますけれども、その具体的な額については今後精

査をしていきたいというふうに考えております。また、タッグ計画における栄町、本町の土地以外

の関係につきましては、土地開発公社の健全化計画の中で公有地の分についてはすべて起債対象に

なるということでもございませんので、要件にかなう部分については極力地方債充当ということを

今後考えてまいりたいと思いますし、また要件にかなわない部分につきましては清水議員ご指摘の

とおり一般財源での取得ということを考えていきたいと考えております。 

 以上です。 

〇議    長  ほかに質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。清水議員。 

〇清水議員 私は、日本共産党を代表し、議案第１号 ２００６年度一般会計補正予算（第６号）

を可とする立場で討論を行います。 

 本予算案は、北海道後期高齢者医療広域連合に関する歳出については、後期高齢者の負担がふえ

ること、また高齢者の健康を脅かす制度になること、また市民の声が届きづらい制度になること等

をもって、ここについては賛成できるものではありませんが、予算案全体としては準要保護児童就

学援助、燃料費などの増額、また温水プールろ過器循環用配管修繕など、市民生活にとって急を要

するものについて盛られておるものであり、賛成するものです。 

 以下、１点だけ意見を付して、討論とします。公有財産購入費にあっては、過去の行政責任とは

いえ市民に大きな負担を残したことは重大です。ここで必要なことは、この問題を市民に対しよく

説明することです。明らかに見通しを誤った箱物行政のツケが市民にしわ寄せされるという点では、

どのくらいの实損になるのかなど、市民への説明責任を果たすことは欠かせません。反省すべき点

は反省し、まちづくり懇談会以外にも広報などで市民に説明することを求め、討論といたします。 

〇議    長  ほかに討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１号を採決いたします。 
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 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号は可決されました。 

 

        ◎日程第８ 議案第２号 平成１８年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

〇議    長  日程第８、議案第２号 平成１８年度滝川市国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第２号 平成１８年度滝川市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）についてご説明申し上げます。 

 補正理由の１点目としまして、国保会計は平成１３年度に単年度収支で約１億１，９００万円の

不足が生じ、繰越金及び基金からの繰り入れにより補填をいたしましたが、平成１４年度は約１億

４，４００万円不足しまして、繰越金、基金繰入金によってもなお７，６００万円ほど不足したこ

とから、一般会計からの借入金により補填したところでございます。以来不足額を明らかにしなが

ら一般会計からの借入金により不足額を補填してきたところでありますが、総務省、また道からも

改善の助言を受けましたことによって、補正を行いたいとするものでございます。また、補正理由

の２点目としましては、北海道国保連合会が国保保険者事務共同電算処理システムの改修を行った

ことによりまして、臨時負担金の支払いが必要となるためでございます。 

 それでは、議案に基づき、ご説明申し上げます。第１項で歳入歳出の総額にそれぞれ１億４２２

万５，０００円を増額し、予算の総額を５３億２，０４３万１，０００円とするものであります。 

 第２項で、補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表によるところでございます。 

 補正の内容につきましては、事項別明細書で歳出からご説明申し上げますので、８ページ、９ペ

ージをお開き願います。１款１項２目連合会負担金に３３万６，０００円、８款１項３目償還金に

１億３８８万９，０００円増額となったところでございます。 

 次に、歳入についてご説明しますので、６ページ、７ページをお開き願います。１款１項１目一

般被保険者国民健康保険税に１億３８８万９，０００円、２款２項１目財政調整交付金に３３万６，

０００円増額となったところでございます。 

 以上を申し上げまして、議案第２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 
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（なしの声あり） 

〇議    長  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は可決されました。 

 

        ◎日程第９ 議案第３号 平成１８年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算（第１号） 

〇議    長  日程第９、議案第３号 平成１８年度滝川市公営住宅事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

〇建設部長 ただいま上程されました議案第３号 平成１８年度滝川市公営住宅事業特別会計補正

予算（第１号）についてご説明申し上げたいと思います。 

 公住特別会計につきましては、昭和６３年より特別会計に移行しております。移行後につきまし

ては、健全経営を行ってまいりましたが、平成８年度、公住法の改正に伴いまして家賃が忚能忚益

家賃という形になりまして、約１億５，０００万円の家賃収入減となったところでございます。平

成１０年度より、一般会計から年度をまたいで借り入れし、歳入補填を行ってまいりました。しか

しながら、今般道の指導により、これまでの会計手法を是正するために繰り上げ充用により整理し

たく、補正するものでございます。 

 １ページをお開きいただきたいと思います。第１項は、歳入歳出の補正についてでありますけれ

ども、歳入歳出予算の総額にそれぞれ６，６００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１

１億３，５１０万７，０００円としたいとするものであります。 

 第２項は、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額を第１表、歳入歳出予算補正のとおりとするものでございます。 

 次に、補正予算の内容について歳出からご説明をしたいと思います。８、９ページをお開きいた

だきたいと思います。３款３項２目、諸支出金、償還金は、一般会計から年度をまたいで借り入れ

し、歳入補填を行ってきましたが、これまでの会計手法を是正するため６，６００万円を増額補正

したいとするものでございます。 

 以上、歳出合計６，６００万を増額補正し、補正後の額は１１億３，５１０万７，０００円とな

ります。 

 次に、歳入でございますけれども、６、７ページをお開きいただきたいと思います。７款５項１

目、諸収入、雑入６，６００万円、増額補正となりますが、これらはいずれも歳出関連でございま

す。 

 以上、歳入合計６，６００万円を増額補正し、補正後の額は１１億３，５１０万７，０００円と
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なります。 

 なお、２、３ページの第１表、歳入歳出予算補正、４、５ページの歳入歳出予算事項別明細書に

つきましては、お目通しを願いたいと思います。 

 以上で議案第３号の説明を終わらせていただきます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。清水議員。 

〇清水議員 １点だけ伺います。雑入ということで、貸付金にかえるということですが、雑入は当

然そういったものは实際は見込めないものなので、年度内にどういう形でこの雑入をかえるのかと。

場合によっては赤字決算もあり得るのか、それとも次年度からの繰り上げ充用のような形を予定さ

れているのか等について伺います。 

〇議    長  建設部長。 

〇建設部長 ６，６００万円につきましては、繰り上げ充用で考えてございます。 

 以上です。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 やり方ということでお聞きをしたいのですけれども、繰り上げ充用というのは繰り上

げるべきお金ができてから初めてできることですよね、今の時点ではできないということで、今は

雑入ということにするということか。 

 質疑をしているうちにわかったということで、以上で終わります。 

〇議    長  ほかに質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第３号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は可決されました。 

 

        ◎日程第１０ 議案第４号 平成１８年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

〇議    長  日程第１０、議案第４号 平成１８年度滝川市介護保険特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。保健福祉部長。 
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〇保健福祉部長 ただいま上程をされました議案第４号 平成１８年度滝川市介護保険特別会計補

正予算（第３号）につきましてご説明をさせていただきます。 

 このたびの補正予算案は、本年４月の介護保険制度の改正に伴い、地域包括支援センターによる

地域支援事業が創設をされ、要支援、要介護になるおそれのある高齢者を対象とした効果的な介護

予防事業について当初予算で計上したところですが、このほど国の地域支援事業实施要綱が出され、

配食サービス等について地域支援事業の介護予防事業費から同事業の包括的支援任意事業費への事

業内容の移行、財源である交付金につきましても国、道等の交付金割合で組みかえが必要なことか

ら、補正をしたいとするものでございます。 

 補正の内容につきましては、事項別明細書で歳出からご説明申し上げますので、１０ページ、１

１ページをお開きください。３款１項１目、介護予防特定高齢者施策事業の配食サービス等の事業

の移行により、委託料２，０９０万２，０００円を減額し、３款２項１目包括的支援事業費・任意

事業費委託料について同額を増額補正したいとするものでございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げますので、６ページ、７ページをお開きください。２款２項

２目、国庫支出金の地域支援事業交付金につきましては、介護予防事業交付金を２２５万円減額し、

３目の包括的支援事業・任意事業交付金を３６４万６，０００円増額、３款２項１目、道支出金の

地域支援事業交付金につきましても介護予防事業交付金１１２万５，０００円を減額し、２目包括

的支援事業・任意事業交付金を１８２万２，０００円増額、４款１項２目、支払基金交付金につき

ましては介護予防事業交付金を２７９万円減額し、さらに６款１項１目一般会計繰入金につきまし

て介護予防事業繰入金を１１２万５，０００円減額し、包括的支援事業・任意事業繰入金を１８２

万２，０００円の増額をしたいとするものでございます。 

 なお、予算科目の組みかえでございますので、歳入歳出予算総額に変更はございません。 

 以上、議案第４号の説明とさせていただきます。よろしくご審議をお願いいたします。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第４号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は可決されました。 
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    ◎日程の追加について 

〇議    長  お諮りいたします。 

 本日の日程はすべて終わりましたが、過日の議会運営委員会で確認したとおり、あすの日程を本

日に繰り上げ、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、配付してあります追加日程のとおり、日程番号第１１から第３０までを本日の日程に追

加し、議題とすることに決しました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第５号 滝川市税条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１１、議案第５号 滝川市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第５号 滝川市税条例の一部を改正する条例につい

てご説明申し上げます。 

 今回の改正は、現在普通徴収の方法によって徴収する個人市民税、固定資産税、国民健康保険税

につきまして、地方税法第２０条の４の２第６項ただし書きの規定によりまして、各納期ごとの分

割金額の端数計算方法について定めるため、改正したいとするものでございます。 

 確定年税額を各納期回数で除した分割金額について、現行ではその分割金額に１，０００円未満

の端数がある場合、またはその分割金額の全額が１，０００円未満である場合は、その端数金額は

すべて最初の納期に係る分割金額に合算することとしておりましたが、今回の改正でその分割金額

の端数処理単位を１００円未満に改めたいとするものでございます。このことによりまして、これ

まで生じていた最初の納期と２期目以降の納期との負担額の差が１００円単位まで各納期に振り分

けられることになりますので、納税者の皆さんの納期ごとの負担額の均等化が図られますとともに、

特に１期目の納税の負担が軽減されるものと考えてございます。 

 なお、附則で、この条例は平成１９年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上を申し上げまして、議案第５号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 
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 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第５号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号は可決されました。 

 

    ◎日程第１２ 議案第６号 滝川市立学校設置管理条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１２、議案第６号 滝川市立学校設置管理条例の一部を改正する条例を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 ただいま上程されました議案第６号 滝川市立学校設置管理条例の一部を改正する条

例についてご説明を申し上げます。 

 改正の理由でございますが、平成１９年３月末をもちましてみずほ幼稚園を廃園をすることに伴

いまして、それに伴う条例改正でございます。 

 別表４の中で滝川市立幼稚園から滝川市立みずほ幼稚園の項を削りたいとするものでございます。 

 附則につきましては、施行期日は平成１９年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上で議案第６号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。清水議員。 

〇清水議員 ２点お聞きをします。みずほ幼稚園に関しては、１８年度募集が停止されたことから、

事实上１年前に廃園が決まっていたというものですので、その経過についてはお聞きはしません。

２点について質疑をしたいと思います。 

 まず、１点は、職員が専門職から一般職になるのか、あるいは専門職として異動なり、そのあた

りの考え方を伺いたいと思います。 

 ２点目は、施設について他用途に転用する、あるいは撤去の上売却、あるいはそのまま売却、あ

るいはまだ未定と、未定ということであればいつごろまでにその方向を決めていくのか伺います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 清水議員からのご質疑にお答えをいたします。 

 まず、職員なのですが、現在いる職員で退職もおりますので、１名の職員がみずほ幼稚園から別

のところに移るということが想定をされます。この職員の扱いにつきましては、本人の意向等もご

ざいますので、その辺も勘案しながら、この先考えたいというふうに思っております。 

 また、施設の関係につきましては、かなり老朽化が進んでおりますことから、現段階での使途に

ついては未定ということでございます。いつころかということにつきましても現段階ではちょっと

時期の方について確定することはできませんので、以上をもちまして答弁とさせていただきます。 

〇議    長  ほかに質疑ありますか。 
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（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第６号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第６号は可決されました。 

 

    ◎日程第１３ 議案第７号 滝川市立高等学校教員定数及び給与、勤務時間その他の勤務 

                 条件、定年による退職等に関する条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１３、議案第７号 滝川市立高等学校教員定数及び給与、勤務時間その他の勤

務条件、定年による退職等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 ただいま上程をされました議案第７号 滝川市立高等学校教員定数及び給与、勤務時

間その他の勤務条件、定年による退職等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいた

します。 

 まず、改正の理由でございますが、新しい指導主事である指導参事の配置に伴い、その給与決定

のための条例改正でございます。北海道教育委員会から割愛して採用する場合の給与決定の考え方

は、従来道教委の給与と滝川市での給与において不利益が出ないよう考慮しながら進めてまいりま

した。しかし、平成１８年７月の給与制度改正のため、今まで考慮できてきました給与号給の枠外

発令制度を廃止したことに伴いまして、本市で発令できる給与額との差が生じてくる場合がありま

す。このため、西高教員の給与条例と同様に北海道学校職員の給与条例を準用させる必要がござい

ます。そこで、本条例の一部を改正し、これを適用したいとするものでございます。 

 条文の改正部分につきましては、参考資料によりご説明をさせていただきますので、新旧対照表

をお開きください。まず、題名を改めるもので、滝川市立高等学校教員等の定数、給与、勤務時間

その他の勤務条件及び定年による退職等に関する条例としたいとするものでございます。 

 第１条中「教員」の次に「及び指定職員」を加えるものでございます。 

 次に、第１条の次に二つの条項を加えるものです。第１条の２は教員の定義で、これは記載のと

おりでございます。 

 第１条の２の第２項としまして指定職員の定義を新たに加え、この条例において指定職員とは、

滝川市教育委員会の事務局の職員で、次条に規定するもののうちから滝川市教育委員会が指定する
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職員とし、第１条の３で教育委員会が指定職員として指定することができる職員を定めております。 

 第１号、第２号の指定することができる職員につきましては、小中学校、高等学校の校長、教頭、

教諭等の職員としたいとするところでございます。 

 第３条第１項の次に１項を加えまして、第３条第２項として、指定職員の給与について北海道学

校職員の給与に関する諸条例の規定を準用したいとするところでございます。 

 また、第４条、第６条及び第７条では、教員の次に及び指定職員を加えたいとするものでござい

ます。 

 附則としまして、施行期日につきましては平成１９年１月１日から施行したいとするものでござ

います。 

 以上で議案第７号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第７号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は可決されました。 

 お諮りいたします。若干早いのですけれども、この辺で昼食休憩といたしたいと思います。再開

は午後１時といたします。休憩いたします。 

 

休憩  午前１１時５２分 

再開  午後 １時０１分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第１４ 議案第８号 滝川市文化センター条例及びたきかわホール条例の一部を改 

                 正する条例 

〇議  長 日程第１４、議案第８号 滝川市文化センター条例及びたきかわホール条例の一部を

改正する条例を議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 ただいま上程されました議案第８号 滝川市文化センター条例及びたきかわホール条

例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 この改正は、滝川市文化センター及びたきかわホールの管理を指定管理者に行わせるために必要

な条文整理を行うための改正であり、二つの条例に関連するものでありますことから、２条立てと

いう形式で改正したいとするものであります。 

 参考資料により説明をさせていただきますので、新旧対照表をお開き願います。まず、大きく第

１条による改正としまして、滝川市文化センター条例の一部改正でございます。 

 第１条、第２条の改正は、条文の整理であります。 

 第２条の２の改正は、新たに管理の代行等に関する条を加えたいとするもので、第２項としまし

て文化センターの管理を指定管理者に行わせる旨を定め、指定管理者が行う業務の範囲として、１、

利用の許可、２、事業の計画及び实施、３、維持管理、４、その他の付随業務を行わせたいとする

ものであります。 

 第２条の４の改正は、新たに開館時間及び休館日に関する規定を改正するものであります。 

 第３条及び第４条の改正は、「使用」を「利用」に、「委員会」を「指定管理者」にするなど、

指定管理者制度移行に伴い必要となる文言整理及び他の条例との整合性のための条文整備の改正で

あります。 

 第５条の改正は、使用料制度から承認制の利用料金制度に移行するための所要の改正であり、第

５条の２において、その承認についての規定を追加するものであります。 

 また、第５条の３については、減免の規定を定めるものでございます。 

 第６条から第１２条までの改正は、先ほどと同様の指定管理者制度移行に伴う文言整理の改正で

ございます。 

 第１３条については、新たに委員会による管理の条を加えたいとするもので、やむを得ない事情

がある場合に委員会が管理を行える旨及びこれに伴う技術的な読みかえ規定でございます。 

 第１４条の改正も、先ほどと同様の文言整理等の改正であります。 

 別表の改正につきましては、使用料から利用料金制度に移行するための規定でありまして、上限

額を定めるとともに、指定管理者による効率的かつ有効な利用に資するため、利用区分及び利用時

間、利用料金を改正したいとするものでございます。 

 続きまして、大きく第２条の改正としまして、たきかわホール条例の一部を改正したいとするも

のでございます。第３条３項の規定につきましては、文化センターの指定管理期間に合わせるため

の改正でございます。 

 第３条の２の改正は、指定管理者が設置の目的を達成するために必要と認められる事業を行うと

するものでございます。 

 第３条の３の改正は、新たに開館時間及び休館日に関する規定を追加するものであります。 

 第１５条については、新たに委員会による管理の条を加えたいとするもので、文化センター同様

やむを得ない事情がある場合に委員会が管理を行える旨及びこれに伴う技術的な読みかえ規定でご
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ざいます。 

 別表の改正につきましては、利用料金設定基準に関して備考の文言整理でございます。 

 附則でございますが、まず第１項として、施行期日については平成１９年４月１日から施行した

いとするものです。 

 第２項は、経過措置として、４月１日以降の利用について条例施行前、すなわち今年度中に申請

許可等の処分、手続等を終えたものについては、改正後の条例に基づいて処分、手続がなされたも

のとみなす規定でございます。 

 第３項は、同様に経過措置ですが、４月１日以降の利用について条例施行前、すなわち今年度中

に許可を行ったものについては、旧料金体系で市に対して使用料を納付することとなる旨を定めた

ものでございます。 

 以上で議案第８号 文化センター条例及びたきかわホール条例の一部を改正する条例についての

ご説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号は可決されました。 

 

    ◎日程第１５ 議案第９号 滝川市民会館条例及び滝川市郷土館条例の一部を改正する条 

                 例 

〇議  長 日程第１５、議案第９号 滝川市民会館条例及び滝川市郷土館条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 ただいま上程されました議案第９号 滝川市民会館条例及び滝川市郷土館条例の一部

を改正する条例についてご説明いたします。 

 この改正は、施設の管理を指定管理者に行わせるために必要な条文整備を行いたいとするもので

ありまして、二つの条例に関連するものでありますことから、２条立てという方式で改正をしたい
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とするものであります。 

 参考資料によりご説明させていただきますので、新旧対照表をお開き願います。まず、大きく第

１条による改正としまして、滝川市民会館条例の一部改正を行いたいとするものであります。 

 第３条の改正は、新たに管理の代行等に関する条を加えたいとするもので、第１項として市民会

館の管理を指定管理者に行わせる旨を定め、第２項といたしまして指定管理者が行う業務の範囲と

して利用の許可、維持管理、その他の付随する業務を行わせたいとするものであります。 

 第３条の２の改正は、新たに開館時間及び休館日に関する規定を追加するもので、従前規則で規

定したのと同様の開館時間と休館日としたいとするものであります。 

 第４条及び第５条の改正は、「使用」を「利用」に、「市長」を「指定管理者」にするなど、指

定管理者制度移行に伴い必要となる文言整理及び他の条例との整合のための条文整備の改正であり

ます。 

 第６条の改正は、使用料制度から承認制の利用料金制度に移行するための所要の改正であり、第

６条の２において、その承認について規定を追加するものであります。 

 第７条から第１３条までの改正は、先ほど同様の指定管理者制度移行に伴う文言整理等の改正で

あります。 

 また、第１３条については、新たに市長による管理の条を加えたいとするもので、やむを得ない

事情がある場合に市長が管理を行える旨及びこれに伴う技術的な読みかえ規定であります。 

 第１４条及び第１５条の改正も、先ほどと同様文言整理等の改正であります。 

 別表の改正につきましては、使用料から利用料金制度に移行するための規定であり、上限額を定

めるとともに、指定管理者による効率的かつ有効な利用に資するため、利用時間の区分を２時間単

位から１時間単位としたいとするための改正及び所要の文言整理等であります。 

 ６ページをお開きください。大きく第２条による改正としまして、滝川市郷土館条例の一部改正

でございますが、第４条の改正は新たに管理の代行等に関する条を加えたいとするもので、第１項

として分館の管理を指定管理者に行わせる旨を定め、第２項として指定管理者が行う業務の範囲と

して維持管理、その他の付随する業務を行わせたいとするものであります。 

 第５条及び第６条の改正は、条項の追加に伴う条文整備とともに所要の文言整理を行いたいとす

るものであります。 

 第７条の改正は、新たに開館時間及び休館日に関する規定を追加するもので、現行どおりの開館

時間と休館日としたいとするものであります。 

 旧第７条から第１３条までの改正は、他の条例との整合のための条文整備等の改正であります。 

 第１４条については、新たに委員会による管理の条を加えたいとするもので、市民会館同様やむ

を得ない事情がある場合に委員会が管理を行える旨及びこれに伴う技術的な読みかえ規定でありま

す。 

 ９ページをお開きください。附則でございます。まず、第１項は、施行期日について平成１９年

４月１日から施行したいとするものであります。 

 第２項は、経過措置として、４月１日以降の利用について条例施行前、すなわち今年度内に申請、
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許可等の処分、手続等を終えたものについては、改正後の条例に基づいて処分、手続等がなされた

ものとみなす規定であります。 

 第３項は、同様に経過措置でございますが、４月１日以降の利用について条例施行前、すなわち

今年度内に許可を行ったものについては、旧料金体系で市に対して使用料を納付することとなる旨

を定めたものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。清水議員。 

〇清水議員 議案第９号だけでなくてほかの条例案にもかかわることで、総務部所管のここでお聞

きをしたいと思います。 

 滝川市における公の施設の指定管理者の指定に関する事務取扱要綱の２ページ、（２）のイの中

に、団体またはその代表者が次のものに該当しないということでアからキまで書かれているのです

が、首長や議員等の兹業禁止について、例えば三重県の図書館条例では取締役や監査役、もしくは

これに準ずべきもの等は議員、知事、副知事、出納長は兹任できないということを明記してあった

り、近隣のまちでもコミュニティ施設の指定管理で町内会長に議員がなることは好ましくないとい

うような話も聞いているのですが、この条例でいうと第３条の中に管理の代行等、あるいは４ペー

ジの第２条の管理の代行等の中で指定管理者について触れられているのですが、首長や議員が指定

管理者の代表者となることについての滝川市の場合の考え方、この要綱の中で具体的に触れられて

いるのであれば、これがそれだというふうにお示しをいただきたい。もしなければ、考え方を伺い

たいと思います。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 ただいまの関係でございます。要綱の中に指定管理者の指定を管理の委託とみなした

場合にという中身がございますけれども、現在の要綱からはこれは削除されております。それで、

滝川市の考え方といたしましては、例えば議会議員の兹業禁止と公の施設の管理代行ということで

ございますけれども、管理委託という、請負という考え方ではなくて、あくまでも公の施設を管理

代行するということで、請負ではないということから、この兹業禁止規定に該当しないという考え

方でございます。 

 以上です。 

〇議    長  ほかにありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 
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 これより議案第９号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第９号は可決されました。 

 

    ◎日程第１６ 議案第１０号 滝川市農村環境改善センター条例及び滝川市郷土館条例の 

                  一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１６、議案第１０号 滝川市農村環境改善センター条例及び滝川市郷土館条例

の一部を改正する条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第１０号 滝川市農村環境改善センター条例及び滝

川市郷土館条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 この改正は、滝川市農村環境改善センター及び滝川市郷土館分館、屯田兵屋の管理を指定管理者

に行わせるために必要な条文整備を行うための改正であり、二つの条例に関連するものであります

ことから、２条立てという方式で改正したいとするものでございます。 

 参考資料により説明させていただきますので、新旧対照表をお開き願います。まず、大きく第１

条による改正といたしまして、滝川市農村環境改善センター条例の一部改正を行いたいとするもの

であります。 

 第３条の改正は、新たに管理の代行等に関する条を加えたいとするもので、第１項として改善セ

ンターの管理を指定管理者に行わせる旨を定め、第２項として指定管理者が行う業務を定めたいと

するものであります。 

 第３条の２の改正は、新たに開館時間及び休館日に関する規定を追加するもので、従前規則で規

定していたのと同様の開館時間と休館日としたいとするものであります。 

 第５条及び第５条の２では、「使用」を「利用」に、「市長」を「指定管理者」にするなど、文

言整理及び他の条例との整合のための条文整備の改正であります。 

 第６条の改正は、使用料制度から承認制の利用料金制度に移行するための所要の改正であり、第

６条の２において、その承認について規定を追加するものであります。 

 第６条の３から第１２条までは、先ほど同様の指定管理者制度移行に伴う文言整理等の改正でご

ざいます。 

 第１３条は、新たに市長による管理の条を加えたいとするもので、やむを得ない事情がある場合

に市長が管理を行える旨及びこれに伴う読みかえ規定でございます。 

 別表の改正につきましては、使用料から利用料金制度に移行するための規定であり、上限額を定

めるとともに、指定管理者による効率的かつ有効な利用に資するため、利用時間の区分を１時間単

位としたいとするための改正及び所要の文言整理等でございます。 

 ９ページをお開き願います。大きく第２条による改正としまして、滝川市郷土館条例の一部改正
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を行いたいとするものでございます。 

 第７条の第２項においての改正は、郷土館分館、屯田兵屋について、新たに開館期間、開館時間

及び休館日に関する規定を追加するもので、現行どおりの開館期間、開館時間及び休館日としたい

とするものであります。 

 第１４条は、改善センター同様やむを得ない事情がある場合に委員会が管理を行える旨及びこれ

に伴う技術的な読みかえ規定でございます。 

 １０ページをお開き願います。第１項は、施行期日について平成１９年４月１日から施行したい

とするものでございます。 

 第２項は、経過措置として、４月１日以降の利用について条例施行前、すなわち今年度内に申請、

許可等の処分、手続等を終えたものについては、改正後の条例に基づいて処分、手続等がなされた

ものとみなす規定でございます。 

 第３項は、同様に経過措置ですが、４月１日以降の利用について条例施行前、すなわち今年度内

に許可を行ったものについては、旧料金体系で市に対して使用料を納付することとなる旨を定めた

ものでございます。 

 以上を申し上げまして、説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１０号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１０号は可決されました。 

 

    ◎日程第１７ 議案第１１号 滝川市丸加高原健康の郷条例の一部を改正する条例 

〇議  長 日程第１７、議案第１１号 滝川市丸加高原健康の郷条例の一部を改正する条例を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。経済部長。 

〇経済部長 ただいま上程されました議案第１１号 滝川市丸加高原健康の郷条例の一部を改正す

る条例につきましてご説明申し上げます。 
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 今回の一部改正につきましては、丸加高原健康の郷の伝習館、グリーンヒル丸加、オートキャン

プ場の３施設とその附帯施設の管理を指定管理者に行わせるため、改正するものであります。 

 以下、参考資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。まず、第４条の改正でございますけれ

ども、第１項は管理を指定管理者に行わせる旨の規定で、同条第２項に業務の内容を新たに追加す

るもので、同条第３項は指定期間を５年と定めるものでございます。 

 第５条の２は新たに追加するもので、丸加高原健康の郷内の３施設についてこれまで同様の利用

期間、利用時間及び休館日を規定したいとするものでございます。 

 ２ページから４ページにかけての第６条から第１６条までの改正は、「使用」及び「市長」と表

現されているものをそれぞれ「利用」及び「指定管理者」とする指定管理者制度への移行に伴う文

言の整理及びその他の文言整理でございます。 

 ４ページの第１７条は、市長による管理として新たに設けた条項であり、やむを得ない事情があ

ると認められるときは指定管理者にかわって市長が管理を行うことができる旨の規定であり、第２

項はこれに伴う各条の技術的な読みかえに関する規定でございます。 

 ５ページから８ページにかけての別表につきましては、見出しの第１０条第１項関係を第１０条

の２第１項関係に改め、表中の「使用」及び「市長」をそれぞれ「利用」及び「指定管理者」に改

める文言の整理であります。 

 なお、８ページの附則につきましては、第１項において施行期日を平成１９年４月１日から施行

したいとするものであり、第２項は経過措置として、４月１日以降の利用について条例施行前、す

なわち今年度内に申請、許可の処分、手続を終えたものについては、改正後の条例に基づいて処分、

手続等がなされたものとみなす規定でございます。 

 第３項は、同様に経過措置でございますけれども、４月１日以降の利用について条例の施行前、

すなわち今年度内に許可を行ったものについては、旧料金体系で市に対して使用料を納付すること

となる旨を定めたものでございます。 

 以上、議案第１１号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１１号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 
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〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１１号は可決されました。 

 

    ◎日程第１８ 議案第１２号 公の施設の指定管理者の指定について（文化センター・た 

                  きかわホール） 

〇議  長 日程第１８、議案第１２号 公の施設の指定管理者の指定について（文化センター・

たきかわホール）を議題といたします。 

 この場合、地方自治法第１１７条の規定により、本間議員は除斥の対象となりますが、あらかじ

め退席されておりますので、このまま会議を続行いたします。 

 提案理由の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 ただいま上程をされました議案第１２号 公の施設の指定管理者の指定についてご説

明いたします。 

 この議案は、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者の指定を行

いたいとするものであります。 

 指定管理者に管理を行わせる公の施設は、滝川市文化センター及びたきかわホールであります。

指定管理者となるべき団体は、特定非営利活動法人たきかわホール、理事長、本間保昭であります。

指定期間は、平成１９年４月１日から平成２４年３月３１日までの５年間であります。 

 次に、選定経過についてご説明いたしますので、参考資料をお開き願います。募集及び選定の経

過についてですが、１０月６日に公募の告示を行い、募集を開始し、約１カ月間、１１月６日まで

の間申請を受け付けたところであり、その間質問の受け付け、現地説明会等を实施をいたしました。

受け付け期間終了後、助役を委員長とする滝川市指定管理者選定職員会議において選定のための審

議を慎重に行ってきたところであります。第１回については、申請内容、選定方法、選定基準を確

認、決定をし、第２回については申請者によるプレゼンテーション、ヒアリングを实施し、第３回

において最終的に指定管理者の候補者を決定したところであります。申請団体数については、１団

体であります。選定審査の方法については、１、提出書類の確認、２、各委員における事前申請書

類等の審査、３、財務分析の实施、４、忚募者プレゼンテーション及びヒアリング、５、総合審査

と段階を踏みながら慎重に審議を進めてきたところであります。選定方法については、総合点数方

式であります。選定の理由については、指定管理者候補者審査・選定基準に基づき、総合点数方式

により評価した結果、総得点数が選定基準点数を上回ったためであります。なお、選定された団体

が特に評価された点でありますが、１にありますとおりたきかわホールの管理運営实績を生かした

経験、ノウハウについての評価、２にありますとおり管内他市町のＮＰＯ、ホールとの連携、交流

など今後の広域的なつながりへの期待及びそれによる相乗効果が予想されること、また３にありま

すとおりコスト縮減に対する实現可能性の高さ及びこれらに対する前向きな姿勢について非常に期

待が持てるという部分で評価をしたというところであります。 

 以上で議案第１２号のご説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 
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〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。清水議員。 

〇清水議員 ２点について伺います。 

 まず、予定価格、落札価格、１７年度決算あるいは３年間平均などで収入と支出について、また

支出については職員費は幾らかも示してください。 

 ２点目は、かつて西友が撤退したときに、たきかわホールは運営を停止せざるを得ませんでした。

今後駅前再開発ビルの店舗経営に問題が生じたときは、本契約はどのようになるのかについて伺い

ます。 

〇議    長  答弁調整のため休憩いたします。 

 

休憩  午後 １時３２分 

再開 午後 １時３４分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 答弁を求めます。教育部長。 

〇教育部長 文化センターに係ります収入額につきましては１，５７９万８，２００円、支出につ

きましては４，２７１万３，０２４円、うち人件費としまして１，４７２万６，９５４円でありま

す。予定価格につきましては、２，４３４万１，８４２円でございます。また、たきかわホールに

つきましては、既に指定管理者になっておりますことから、こちらの方の予定価格は１，０８２万

６，８２３円となっているところでございます。 

 また、駅前再開発ビルの店舗経営等に問題がある部分につきましては、現在で未定の部分につい

てお答えすることはできませんが、契約等の中で乙の都合による解除の場合については損害賠償等

の規定について盛り込む予定となってございます。 

 以上です。 

〇議    長  助役。 

〇助  役 駅ビルについてのご質疑がございましたけれども、駅ビルについては大きく三つの区

分所有権で持っております。今債権だとかの処理は、駅ビル株式会社を含めてやっているところで

す。たきかわホールの市の所有している部分については、区分所有法に基づく区分所有権でありま

すから、ここに抵当権だとか何かが付されているわけではございません。会社の債務の問題と区分

所有権たる市の所有権との間には何ら接点がないということでご理解いただきたいと思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 仮に駅前再開発ビル株式会社が運営が困難になるということは、西友撤退等を経てい

るわけですから、十分に想定していかなければならないことなのですが、エレベーターですとか共

有経費をどうするのか等でスムーズに次の運営に移行できないことは、その場合は明らかなのです

が、そのときは協議をすると、契約について見直し等も含めて協議をするということで確認してよ

ろしいでしょうか。 
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〇議    長  助役。 

〇助  役 今エレベーター等のお話ありましたけれども、清水さんも不動産のことはおわかりだ

と思うのですが、区分所有法でいけば、占有登記を含めて一つの建物を登記するわけです。区分所

有権は、壁面を含めて三方に囲まれた分しか所有権主張できない。したがって、表示登記と区分所

有権の登記の間の差は共有持ち分になるわけです。エレベーターとか廊下とか、これは全体の共有

持ち分であって、所有権を主張するものではないということでご理解いただきたいと思いますし、

ただビルの共有部分を全体で持つわけですから、そのときには占有している指定管理者とホールと

の間では当然会社も含めて協議になると思っております。 

〇議    長  五上議員。 

〇五上議員 これは全般にわたることなのだけれども、今の清水議員の質疑を聞いておって、支出

が４，２７０万、収入が約１，５８０万でしたね、この差が約２，７００万あるわけですけれども、

そういう中で今指定管理者の制度に移行するということなのだけれども、収支バランスをどこまで

改善をさせていこうとしているのか。それで、落札が２，４００万円でしょう。だから、一般会計

で持ち出ししていこうとして、今までそういうことをしてきたわけですけれども、それを改善しよ

うということで指定管理者ということでやるわけですけれども、その場合の収支バランスをどのよ

うに考えているのか。２，７００万の持ち出しで運営されていたわけですけれども、委託費の中で

どういうふうにその赤字を埋める契約になっているのか、その点ちょっと答弁してください。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 不足分につきましては、それぞれの指定管理の団体が行います自主事業と呼ばれてい

る中の事業収入あるいは貸館収入、そういうような中で自主事業でもって収支のバランスを図って

いくということになってございます。 

 以上です。 

〇議    長  五上議員。 

〇五上議員 ２，７００万の収支バランスが悪いのを、私行革の特別委員長をやっていた中でこの

あたりは全部調べているわけですけれども、それが指定管理者が自主事業でもってカバーされるの

ですか。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 ただいまの五上議員のご質疑でございますけれども、先ほど全体的にというお話がご

ざいました。それで、今回直営の施設から指定管理に移る施設がかなり多いわけでございますけれ

ども、総体として、今まで直営のときに、これもかなり努力をして収支の差額についてはかなり縮

小をかけてきたという経過は五上議員もご承知のとおりだと思います。そういう中で、直営から指

定管理に切りかえるというときに、さらに一定の節減効果をまず求めるということと、また施設本

来の目的による施設の利用の活性化という両方を求めて指定管理を進めているわけです。それで、

今回５施設分で１８年度ベースの一般財源投入額、税金の投入額というのは約９，６００万円ござ

います。それで、今回指定管理をご提案して、それが議決になって、４月以降指定管理がスタート

した場合にはこの９，６００万円が７，８００万円になります。それで、差し引きいたしますと１，
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８００万円、率にして約２割というのが全体にわたる削減効果ということでご理解をいただきたい

と思います。また、その中で、私ども直営のときにいろいろ物資購入、灯油も含めて購入しており

ますけれども、民間に移って、民間の知恵とノウハウで、さらにコストパフォーマンスというので

すか、スケールメリット等も生かしていただいて、さらなる経費削減と、先ほど教育部長から申し

上げました自主事業、これについても自主事業を多く取り入れることによって、より施設の利用の

活性化を図れるというふうにも考えておりますので、ご理解をいただければと思います。 

 以上です。 

〇議    長  五上議員。 

〇五上議員 収支がある程度整っているところだったらいいのだけれども、これだけの持ち出しを

している中で自主事業を何ぼやったって、そんな簡単にはいかないです。そう思います。だから、

その辺を契約のときにどういうような条件をつけているのかなと思って私質疑したわけです。もう

一つは、この場合、民間だって魔法を持っているわけではないですから、そう簡単にはいかないで

す。それで、受けた方も自主事業によって自助努力が实って、それがある程度民間もそのことによ

って経営の向上につながる、バランスの向上につながるような形でその経営の成果が返ってこなか

ったらだめなのです、民間は。だから、その辺の自主努力でもって成果を上げたものがそれに還元

されていくような形のものもあわせて考えていかなかったら、私はだめだと思うのです。今の中で

９，６００万の税投入が７，８００万になるということは、これは非常に期待できることだと思い

ますけれども、それにしたって７，８００万の投入をしなければならぬと。一遍に変えられるよう

な状態でないわけですから、経過的にどういうような条件をつけて、２割は改善してくれとか、そ

ういうような条件をつけた形の契約になっているのかどうか、そこのところ。現に今７，８００万

という数字が示されたわけですから申し上げるわけですけれども、その辺の契約はどういうふうに

なっているのか、もう一回答弁してほしい。 

〇議    長  五上議員、これが最後です。いいですね。 

 答弁を求めます。総務部長。 

〇総務部長 具体的に各施設それぞれ協定を結ぶわけです。協定の中で、それぞれ運営管理につい

ての関係、あるいは業務仕様等も細かく規定をする考えです。そこで、文化センターに絡める自主

事業の関係なのですけれども、特に文化センターについては今まで直営のときに独自の自主事業と

いうのはそうはやっていないのです。それで、今回ＮＰＯ法人に委託する、民間に公募するに当た

って、さらに文化の殿堂としてあのホールを生かして、自主事業に多く取り組んでいただくことに

よって利用もふえるし、もちろん収入もふえると、経費のかかるものもあるのですけれども。設計

の中でそのようなことを想定をした管理委託の上限額を定めたという考え方でございます。今後自

主事業につきましては、一定の事業については必ず行うということの協定の中でうたうとか、そう

いうことを踏まえながら、より効果を高めるような形で、担保と申しますか、そういうことを想定

しております。 

 また、自助努力が实って成果が出るようにということのお話でございますけれども、まさしくそ

の努力をした結果剰余金が出ても、それを吸い上げるとかそういうことではなくて、きちっと運営
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管理、今後の展開に充てていけるように、そういう方策も考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

〇議    長  ほかに質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。清水議員。 

〇清水議員 私は、日本共産党を代表し、議案第１２号 公の施設の指定管理者の指定についての

条例を可とする立場で討論を行います。 

 文化センター及びたきかわホールは、駅前の活性化や文化活動拠点など、市民と中空知地域にと

ってなくてはならない重要な役割を担っています。しかし、それぞれの施設が抱えている問題は大

きく、市の長期的、計画的なまちづくりが欠かせません。そのような中で公募に忚募したのは非営

利活動法人たきかわホールのみであることから、企業にとって利益を出すことが難しいことが推定

されます。指定管理者が安定運営していくためには、市の方針に対し、以下の３点の意見を述べて

討論としたいと思います。 

 第１に、たきかわホールは、駅前再開発ビルと事实上運命共同体であるという点です。東町への

商業一極化がますます進む中で、再開発ビルの売り上げは大きな影響を受けていることは間違いあ

りません。このような中で、バイパス沿いの農業振興地域を除外すれば、たきかわホール、「く・

る・る」、「とんとん」などに毎年約３，０００万、街なか居住に２，５００万円などの中心市街

地活性化策を台なしにすることになります。５年間の指定管理代行を成功させるために、バイパス

沿いの農業振興地域を除外すべきではありません。第２に、補助金があと１年で終了する「く・

る・る」、「とんとん」の事業の継続をどのようにするかについては、駅前再開発ビルの経営に大

きな影響があり、早い段階から市民的議論を行うことを求めます。第３に、文化センターは、計画

修繕に加え、トイレやエレベーターなどバリアフリーの市民要望にどうこたえるのか。また、耐震

補強はいつ行うかなどの課題を抱えています。これらの实現に向けての計画づくりも早期に行うこ

とを求め、討論とします。 

〇議    長  ほかに討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１２号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１２号は可決されました。 
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    ◎日程第１９ 議案第１３号 公の施設の指定管理者の指定について（市民会館・郷土館 

                  分館華月館） 

〇議  長 日程第１９、議案第１３号 公の施設の指定管理者の指定について（市民会館・郷土

館分館華月館）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 ただいま上程されました議案第１３号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明

申し上げます。 

 この議案は、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者の指定を行

いたいとするものであります。 

 指定管理者に管理を行わせる公の施設は、滝川市民会館及び滝川市郷土館分館華月館であります。

指定管理者となるべき団体は、中央ビルメンテナンス株式会社空知支店、常務取締役支店長、御園

生靖雄であります。指定期間は、平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日までの３年間であ

ります。 

 続きまして、選定経過についてご説明申し上げますので、参考資料をお開き願います。①の募集

及び選定の経過、さらに申請団体数、選定審査の方法、選定方式については、記載のとおりであり

ます。５の選定の理由でございますが、指定管理者候補者審査・選定基準に基づいて総合点数方式

により評価した結果、総得点数が選定基準点数を上回ったためであります。なお、６の選定された

団体が主に評価された点でございますが、（１）にありますとおり管理業務の实績、経営の安定性

についての評価、（２）にありますとおり関連企業との連携による利用増加策、人事交流によるノ

ウハウの蓄積等への期待が持てること、また（３）にありますとおり施設が持つ潜在的な能力に対

する認識が高く、今後の利用拡大の可能性について期待できるという点で評価をしたところであり

ます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１３号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 
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 よって、議案第１３号は可決されました。 

 

    ◎日程第２０ 議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について（中高年齢労働者福 

                  祉センターサンライフ滝川） 

〇議  長 日程第２０、議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定について（中高年齢労働者

福祉センターサンライフ滝川）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。経済部長。 

〇経済部長 ただいま上程されました議案第１４号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明

申し上げます。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を受けて公の施設の指定管理者の指

定を行うもので、管理を行わせる施設は、滝川中高年齢労働者福祉センターサンライフ滝川でござ

います。指定管理者となるべき団体につきましては、社団法人滝川砂川広域シルバー人材センター

で、所在地、代表者については記載のとおりでございます。指定期間につきましては、平成１９年

４月１日から平成２２年３月３１日までの３年間であります。 

 次に、選定経過についてご説明申し上げますので、次のページの参考資料をごらんいただきたい

と思います。募集及び選定の経過、申請団体数、選定審査の方法、選定方式につきましては、記載

のとおりでございます。５の選定の理由は、指定管理者候補者審査・選定基準に基づき、総合点数

方式により評価した結果、総得点数が選定基準点数を上回ったためでございます。なお、６の選定

された団体が主に評価された点では、（１）から（３）まで記載のとおりでありますが、特に

（１）にありますように１９年にわたる管理運営实績とノウハウの蓄積について高く評価している

ところでございます。 

 以上、議案第１４号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１４号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１４号は可決されました。 
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    ◎日程第２１ 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（農村環境改善セン 

                  ター・郷土館分館屯田兵屋） 

〇議  長 日程第２１、議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について（農村環境改善セ

ンター・郷土館分館屯田兵屋）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定についてご

説明申し上げます。 

 本議案は、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指定管理者の指定を行い

たいとするものでございます。指定管理者に管理を行わせる公の施設は、滝川市農村環境改善セン

ター及び滝川市郷土館分館屯田兵屋であります。指定管理者となるべき団体は、株式会社山一工業、

代表取締役は山腋一範であります。指定期間は、平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日ま

での３年間であります。 

 次に、選定経過についてご説明しますので、参考資料をお開き願います。１の募集及び選定の経

過、２の申請団体数、３の選定審査の方法、４の選定方式、５の選定の理由については、記載のと

おりでございます。次に、６の評価された点でございますが、指定管理者制度に対する深い理解と

改善の視点を持ち、特に江部乙地区に対する強い思いと改善センターを拠点に地域に貢献したいと

いう強い意欲等々が評価されたところでございます。 

 以上を申し上げまして、議案第１５号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。清水議員。 

〇清水議員 ２点お伺いします。 

 まず、１点目は、先ほどと同じように予定価格、落札価格、１７年度決算あるいは３年間平均な

どで収入と支出について、また支出については職員費の案分部分についても示してください。 

 ２点目は、山一工業さんは設備や建設工事もできる会社です。滝川市に指名願を出している会社

ですが、今後指定管理者になった場合に改善センターのいろんな、市が負担する２０万以上かかる

部分、これについては指定管理者を優先して、今まで例えば指名競争入札にしていたところを随契

にするとか、そういったようなことを考えているのか、それともそれはそれ、従来どおりとするの

か、それについてのお考えを伺います。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいまのご質疑の１点目につきましては、１８年度の予算費ベースでお答え申

し上げます。平成１８年の人件費部分については４５０万ほど、平成１８年の物件費、これは１，

０６０万ほどでございます。それで、収入の方なのですが、１２０万ほどでございます。したがい

まして、超過負担については平成１８年は１，３９０万ほどございます。これについては、指定管

理に移行することによりまして、上限額１，２００万ほどにしてございますので、その差額が削減
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額につながると考えてございます。 

 それと、２点目の修繕の関係です。これにつきましては、そういう考慮は考えてございません。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 今落札金額のご答弁がなかったので、予定価格は１，２００万ということが出されま

したが、落札金額をお伺いするのと、今のご答弁では指定管理者制度の指定管理者が幾らその施設

についてよく知り得ていたにしても、改修工事等については特別扱いはしないということで確認を

してよろしいでしょうか。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 １点目の契約予定といいますか、その金額については１，２２７万ほどでござい

ます。それと、修繕の関係については、基本的に指定管理者がやるべき部分と、それから行政が公

の施設の立場で考える修繕と分けて、それはきちっと公正な考え方で進めてまいりたいと考えてお

ります。 

〇議    長  ほかにありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。渡辺議員。 

〇渡辺議員 議案第１５号 公の施設の指定管理者の指定について賛成の立場でありますが、若干

の意見を付しておきたいと思うわけであります。それは、（２）、滝川市郷土館分館屯田兵屋につ

きまして若干申し上げておきたいと思います。この屯田兵屋は、歴史的な史料が大変多くて、農機

具とか民具、そういう開拓時代の生活史料がたくさんあるわけであります。国が国宝ということで

あれば、滝川市の宝と言えるのではないかと思うわけであります。ところで、この指定管理者が市

外の方である。立派な業者であろうと思うわけでありますが、入館料の尐ない中、市外の業者が引

き受けていただいて大変ありがたいことでありますが、しかし指定期間が終わって契約が終わった

段階で、国宝クラス、市の宝クラスの史料がちょっと散逸してあるとか、あるいは紛失したとか、

そういうおそれが絶対ないように、この史料管理を指定管理者にしっかりとチェックする、こうい

うことを怠ると後で大変なことになると思うわけでありまして、この要望をしておきたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

〇議    長  ほかに討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１５号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 
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（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１５号は可決されました。 

 

    ◎日程第２２ 議案第１６号 公の施設の指定管理者の指定について（丸加高原健康の 

                  郷） 

〇議  長 日程第２２、議案第１６号 公の施設の指定管理者の指定について（丸加高原健康の

郷）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。経済部長。 

〇経済部長 ただいま上程されました議案第１６号 公の施設の指定管理者の指定についてご説明

申し上げます。 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を受けて公の施設の指定管理者の指

定を行うもので、管理を行わせる施設は、滝川市丸加高原健康の郷でございます。指定管理者とな

るべき団体につきましては、ベルックス・グリーンハウスグループで、所在地、代表者等について

は記載のとおりでございます。指定期間につきましては、平成１９年４月１日から平成２４年３月

３１日までの５年間とするものであります。 

 次に、選定経過についてご説明申し上げますので、次のページの参考資料をごらんいただきたい

と思います。募集及び選定の経過等については、記載のとおりでございます。５の選定の理由は、

指定管理者候補者審査・選定基準に基づき、総合点数方式により評価した結果、最も総得点数が高

かったためでございます。なお、６の選定された団体が主に評価された点では、（１）から裏面の

（６）まで記載のとおりでございますけれども、特に（１）にありますように全国規模で展開して

いるノウハウ、（４）に記載してございます調理師の配置による食の向上に伴う利用拡大などを高

く評価したところでございます。 

 以上、議案第１６号の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。中田議員。 

〇中田議員 二、三点質疑させていただきます。 

 まず、３番の選定審査の方法の中の（２）、事前審査書類等審査とあります、その等の部分であ

りますが、全国的な企業ということでありましたが、この企業については専門は食品を提供する会

社でないかという私の認識でありますが、等という部分で、事前審査というか、視察というか、そ

ういうことについては行った实績があるかということでありまして、それはなぜかといいますと、

丸加高原につきましては高原全体の事業の中で施設が高収入を上げるということでありまして、施

設がよくなったからといって実の入り込みが多いというふうには決して考えられないわけでありま

して、この辺の考え、観光施設をこの会社が運営したことがあるのか、その实績についてお伺いを

いたします。 

 それと、関連するわけでありますが、先ほどからも出ております自主事業という面ではその实績
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があるのか、もしなければ具体的な提案があるのか、その辺の評価をどうしたのか、その辺につい

てお伺いしたいと思っております。 

〇議    長  経済部長。 

〇経済部長 ただいまの中田議員さんのご質疑でございますけれども、今回指定管理者となるべき

団体につきましてはベルックスという会社とグリーンハウスという会社のジョイントベンチャーで

ございます。ベルックスにつきましては、総合メンテナンス業、これは札幌が本社でございますけ

れども、あと警備業務等が中心で、年間の売上高につきましては７２億円ということでございます。

一方グリーンハウスにつきましては、これは東京の会社でございますけれども、配食サービスです

とか、ホテル、旅館の経営受託等の实績がございます。年商９６７億円というような大きな会社で

ございまして、これらについては観光施設の経営ノウハウを持った实績のある会社というふうに考

えてございます。 

 選定審査の方法の（２）の事前書類等につきましては、こうした实績等も事前に選定委員がいた

だく中で、厳正に審査をさせていただいたという結果でございます。 

 以上でございます。 

（何事か言う声あり） 

〇経済部長 済みません。一つ答弁忘れでございます。自主事業の関係についても、それぞれの事

前申請書類の中に記載してございまして、それらについては具現化を期待できるということで判断

しております。 

〇議    長  中田議員。 

〇中田議員 具体化できるということにつきましては、例えば例を挙げて説明をいただくというこ

とはできないのでしょうか。 

 それと、いつも思うのでありますが、今まで市でやっていた関係で、市の事業との関連、もちろ

んこの中の営業努力は認めますけれども、やはり市の関連がなければ入り込みが尐ないと思うので

す。そういう意味で、こちらに任せることによって市の方の関連が尐し薄くというか、重要視され

ない中で、ただ施設だけは運営するという形になってしまったら困るものですから、その辺の関係

と、あと市内の業者との連携ですとか、ネットワークですとか、そういう関係について何か具体的

な提案がありましたら、お知らせください。 

〇議    長  経済部長。 

〇経済部長 具体的な自主事業については、いろいろ出てきたわけですけれども、今までの实績か

らいって、後からも関連しますけれども、地元食材を使いたいとか、記載してございますように調

理師を配置するとか、そういったもの。あるいは、そらぷちキッズキャンプとの関連を大切にした

いとか、そういったものが出てきております。今後十分市と協議をする中で、地元との連携、地域

との連携というものを協議して、協定の中なりに入れ込むような形になろうかというふうに考えて

おります。 

〇議    長  市内業者は。 

〇経済部長 市内業者というのは、これまでの取引関係がございますので、それらについても要望
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してまいりたいというふうに思っております。 

〇議    長  中田議員。 

〇中田議員 最後に、１点だけ。先ほど实績の中でホテルの会食というか、レストランを賄ってい

るということでありますけれども、ホテルにもいろいろございまして、都市ホテルですと都市ホテ

ル自体の立地の魅力だとか、もちろん施設の魅力も入りますけれども、その中での実入りだと思う

のです。特にこの場所は、観光も半分、人口も過疎の中でのこういう施設でありますから、自然は

残っているにしても、観光を守り立てていくという部分では、ベルックスさんが観光の部分でどの

ような施設の中に入って、観光を盛り上げているというような事例があるのか、それだけ。なけれ

ば結構です。 

〇議    長  経済部長。 

〇経済部長 類似の観光施設の实績でございますけれども、道内では国立大雪青年の家ですとか、

あと歌登の健康回復村、グリーンパークホテル等もございますし、あと札幌市で経営している天神

山国際ハウス、これもホテル形式でございますけれども、それらについて受託实績がございます。 

（「北海道ではですね」と言う声あり） 

〇経済部長 あと、東京、埻玉、九州宮崎、三重、全国的に受託实績を持っております。 

（「ブランド名で出ていませんか」と言う声あり） 

〇経済部長 ブランド。 

    （「例えばホテルへ入っているとしたら、レストランのチェーン名というか、会 

      社名じゃなくて」と言う声あり） 

〇経済部長 例えば埻玉県の武蔵野あじさい館では、フロント部門とレストラン部門を受託してい

るとか、ちょっと名称まではないのですけれども。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 まず、先ほどからお聞きしていますけれども、予定金額、落札金額、収入支出と、支

出の中では人件費を特に入れてお答えをいただきたいと思います。 

 ２点目は、この施設は現在嘱託６人、臨時９人という大勢を直接雇用しているところなのですが、

これが今後協定書がつくられていくというふうに思うのですが、どのような話がプレゼンテーショ

ン等で出されているのかについて伺います。 

 ３点目は、パークゴルフ、体験学習等、無料の講座、無料だけではないですね、低料金の講座、

これまでやっているものが市の職員がそこにいなくなることで、考え方として社会教育的なもの、

そういう考え方が薄まっていくと、先ほど中田議員の質疑の中で市の施設としての考え方が、職員

のかかわりが薄まっていくおそれはないのかということがございましたが、私もそういう点を危惧

をするのですが、こういったことについてどういうふうに維持をしていくか確認をしたいと思いま

す。 

〇議    長  経済部長。 

〇経済部長 まず、１８年の予算費ベースでお答えしたいと思いますけれども、１８年の予算費で

まず人件費でございますけれども、５，０１０万円でございます。それから、物件費が５，１６０
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万円。合計で１億１７０万円でございますけれども、収入の合計が６，５７８万円ということでご

ざいます。それで、今後指定管理者ということになりますけれども、そこでの削減額につきまして

はおよそ１，２７０万円の削減ということで試算してございます。 

 それから、今实際に職員が嘱託職員６名おります。そのほかに臨時の職員もおりますけれども、

基本的には今後地元採用ということについては配慮いただくことになってございます。 

 それから、自主事業関連でございますけれども、これまでアイスクリームですとかいろいろ嘱託

職員が自主事業を展開したわけですけれども、それらに加えて、例えば手づくり飛行機ですとか、

手づくりだこ、こういう景勝地ならではの取り組みですとか、あるいは江部乙のリンゴを使ったア

ップルパイですとかプリン類、そういったものの食の自主事業ということも展開していきたいとい

うようなプレゼン内容でございます。 

 以上でございます。 

（何事か言う声あり） 

〇経済部長 今２名の職員がいるわけですけれども、それらが抜けた後については、先ほど申し上

げましたように今後ベルックス・グリーンハウスグループと協議をして、それらについてはこれま

での事業を先細りさせるようなことのないように協議をしてまいりたいというふうに考えておりま

す。基本的に相当の实績がある会社ですので、先細りですとか、そういったものはないというふう

に考えております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 １，２７０万円の削減ということでした。差額が約３，６００万円なので、落札金額

は二千三百数十万程度かなというふうに思いますが、予定価格と落札価格もお示しをいただきたい

と思います。 

〇議    長  経済部長。 

〇経済部長 予定価格、管理代行負担金の上限額でございますけれども、２，４８８万３，０００

円でございます。指定管理公募者の提示額については、それ以内ということでございます。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 先ほどまでも答弁いただいているので、落札価格を提示していただきたいというのと、

もう一点は１，２７０万円の削減のうち、物件費というのはなかなか落ちないものだというふうに

思うのです。そうすると約５，０００万の人件費の中で削減されると、単純に考えたら５，０１０

万円が３，７００万程度と。人数は、これもなかなか減らすことができないということで、嘱託、

臨時の方々の給与単価がかなり下げられるのかなというふうに考えているのですが、地元採用に配

慮するようなことは協定に盛り込まれるということですが、それでは賃金等についてはどのような

協定になるのか伺います。 

〇議    長  経済部長。 

〇経済部長 今回の指定管理者の提示額でございますけれども、２，４５０万円。それから、物件

費の関係の削減といたしまして、プレゼンの中では物件費関係については例えば自社の得意とする

保守管理、清掃管理ですとか、そういったものを大きく削減するというようなことから、それぞれ



- 49 - 

 

高い目標値で設定されております。収入の部分についてもある程度目標値を高く掲げておりますし、

削減についても大きく削減して運営していきたいというような内容でございます。 

 以上でございます。 

（「給与についてはうたわれない」と言う声あり） 

〇経済部長 基本的に先ほど申し上げましたように地元採用と、今働いている方を中心に地元採用

ということになりますけれども、現状と同人数を配置したいということでございます。ただ、最賃

等の関連もございますので、人件費についてはまだ未定でございます。 

 以上でございます。 

〇議    長  ほかにありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありますか。清水議員。 

〇清水議員 私は、日本共産党を代表し、議案第１６号 公の施設の指定管理者の指定について可

とする立場で討論を行います。 

 全体的な社会教育水準、また地元採用等については、評価できるものです。ただ、賃金について

は、指定管理者制度が今後福祉の分野等にも大きく広がっていく中で、滝川の賃金自体がそもそも

全国の中で低い水準にある中でさらに下がらないように協定書などに盛り込むことについての努力

を求めて、討論といたします。 

〇議    長  ほかに討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１６号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号は可決されました。 

 休憩をいたします。 

休憩  午後 ２時２９分 

再開  午後 ２時４６分 

 

〇議    長  それでは、会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第２３ 議案第１７号 中空知広域市町村圏組合規約の変更について 

〇議  長 日程第２３、議案第１７号 中空知広域市町村圏組合規約の変更についてを議題とい
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たします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 ただいま上程されました議案第１７号 中空知広域市町村圏組合規約の変更について

につきましてご説明いたします。 

 この改正は、平成１８年６月７日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う助役制度、収入役制度、吏員制度に関する制度改正に伴う改正であります。 

 参考資料により説明させていただきますので、新旧対照表をお開き願います。第１０条の改正は、

組合のその他の執行機関として収入役に関する条でありましたが、組合の会計管理者に関する条と

し、「、収入役」を「会計管理者」に改めるとともに、第２項において、その選任方法を組合議会

の同意を得る方式から組合長が任免する方式に改め、また第３項として収入役の任期に関する規定

がありましたので、これを削りたいとする改正であります。 

 第１１条の改正は、組合の事務局に関する規定でありますが、地方自治法上、吏員制度が廃止さ

れたことから、第３項中にあります「吏員その他の」の文言を削ることとするための改正でありま

す。 

 附則につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の当該部分の施行期日であります平成１

９年４月１日から施行したいとするものであります。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１７号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号は可決されました。 

 

    ◎日程第２４ 議案第１８号 中空知衛生施設組合規約の変更について 

〇議  長 日程第２４、議案第１８号 中空知衛生施設組合規約の変更についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 
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〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第１８号 中空知衛生施設組合規約の変更について

ご説明申し上げます。 

 この改正は、平成１８年６月７日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う助役制度、収入役制度、吏員制度に関する制度改正に伴う改正であります。 

 参考資料により説明させていただきますので、新旧対照表をお開き願います。第９条の執行機関

の組織及び選任の方法では、役職名を「助役」を「副組合長」に、「収入役」を「会計管理者」に

改正し、同条第３項で副組合長は組合議会の同意を得て選任することとし、第４項で会計管理者は

組合長が任免する規定を新たに加えたいとするものであります。 

 第１０条では、組合長及び副組合長の任期に改め、第３項では「吏員」を「職員」に改め、所要

の条文整備を行いたいとするものでございます。 

 第１１条も吏員を職員に改めたいとするものでございます。 

 なお、附則につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の当該部分の施行期日であります

平成１９年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上を申し上げまして、議案第１８号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１８号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号は可決されました。 

 

    ◎日程第２５ 議案第１９号 空知教育センター組合規約の変更について 

〇議  長 日程第２５、議案第１９号 空知教育センター組合規約の変更についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。教育部長。 

〇教育部長 ただいま上程されました議案第１９号 空知教育センター組合規約の変更についてご

説明いたします。 
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 この改正は、平成１８年６月７日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う助役制度、収入役制度に関する制度改正に伴う改正であります。 

 参考資料により説明させていただきますので、新旧対照表をお開き願います。第１１条の改正は、

補助機関の組織及び選任の方法としての助役及び収入役に関する条でありましたが、「助役」を

「副組合長」とし、「収入役」を「会計管理者」に改めるとともに、第２項において副組合長の選

任方法は組合議会の同意を得ることとし、第３項において会計管理者の選任方法を組合議会の同意

を得る方式から組合長が任免する方式に改めたいとする改正であります。 

 また、第１２条の改正は、収入役の任期に関する規定がありましたので、これを削りたいとする

改正であります。 

 附則につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の当該部分の施行期日であります平成１

９年４月１日から施行したいとするものであります。 

 以上で議案第１９号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第１９号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号は可決されました。 

 

    ◎日程第２６ 議案第２０号 中空知広域水道企業団規約の変更について 

〇議  長 日程第２６、議案第２０号 中空知広域水道企業団規約の変更についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

〇建設部長 ただいま上程されました議案第２０号 中空知広域水道企業団規約の変更についてご

説明申し上げます。 

 この改正は、平成１８年６月７日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う助役制度並びに吏員制度に関する制度改正に伴う改正でございます。 

 参考資料で説明させていただきますので、新旧対照表をお開きください。第９条の２第２項中
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「助役」を「副市町長」に改め、第１０条第１項中「吏員その他の」の文言を削ることとするため

の改正でございます。 

 附則につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の当該部分の施行期日であります平成１

９年４月１日から施行したいとするものであります。 

 以上をもちまして、議案第２０号の説明を終わらせていただきます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２０号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２０号は可決されました。 

 

    ◎日程第２７ 議案第２１号 石狩川流域下水道組合規約の変更について 

〇議  長 日程第２７、議案第２１号 石狩川流域下水道組合規約の変更についてを議題といた

します。 

 提案理由の説明を求めます。建設部長。 

〇建設部長 ただいま上程されました議案第２１号 石狩川流域下水道組合規約の変更についてご

説明申し上げます。 

 この改正は、平成１８年６月７日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う助役制度、収入役制度、吏員制度に関する制度改正に伴う改正でございます。 

 参考資料で説明させていただきますので、新旧対照表をお開きいただきたいと思います。初めに、

第９条第１項中「助役」を「副組合長」に、「収入役」を「会計管理者」に改め、同条第３項中

「助役及び収入役」は「副組合長」に、「助役及び収入役の」を「副市町長の」に改め、同条に次

の１項を加えたいとするものであります。 

 ４、会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから、組合長が任免する。 

 第１０条の見出しを組合長及び副組合長の任期に改め、同条中「組合長、助役及び収入役」を

「組合長及び副組合長」に、「の長、助役及び収入役」を「の長及び副市町長」に改め、第１１条

第１項中「吏員及びその他の」の文言を削ることとするための改正でございます。 
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 附則につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の当該部分の施行期日であります平成１

９年４月１日から施行したいとするものでございます。 

 以上をもちまして、議案第２１号の説明を終わらせていただきます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２１号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２１号は可決されました。 

 

    ◎日程第２８ 議案第２２号 滝川地区広域消防事務組合規約の変更について 

〇議  長 日程第２８、議案第２２号 滝川地区広域消防事務組合規約の変更についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

〇総務部長 ただいま上程されました議案第２２号 滝川地区広域消防事務組合規約の変更につい

てご説明いたします。 

 この改正は、平成１８年６月７日に公布されました地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う助役制度、収入役制度、吏員制度に関する制度改正に伴う改正であります。 

 参考資料によりご説明させていただきますので、新旧対照表をお開き願います。第８条の改正は、

第１項において「収入役」とあるところを「会計管理者」に改めるとともに、第４項において、そ

の選任方法を組合議会の同意を得る方式から組合長が任命する方式に改めたいとするものでありま

す。これは、特別職である収入役制度が一般職の職員である会計管理者に変更となることに伴う改

正であります。 

 第９条の改正は、特別職の任期に関する規定でありますが、この規定から収入役に関する部分を

削りたいとするものであります。 

 第１０条の改正は、補助職員に関する規定でありますが、地方自治法上、事務吏員と技術吏員の

区分を廃止し、一律に職員とすることとされたことに伴う改正であります。 

 附則につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の当該部分の施行期日であります平成１
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９年４月１日から施行したいとするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２２号を採決いたします。 

 本案を可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２２号は可決されました。 

 

    ◎日程第２９ 議案第２３号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置について 

〇議  長 日程第２９、議案第２３号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてを議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 ただいま上程されました議案第２３号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置に

ついてご説明申し上げます。 

 健康保険法等の一部を改正する法律が平成１８年６月に公布されましたが、このことにより老人

保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に改められ、７５歳以上の方を対象として、すべての市

町村が１２月の議会において北海道後期高齢者医療広域連合規約の議決をいただき、北海道後期高

齢者医療広域連合を設置したいとするものでございます。なお、来年早々に北海道知事に対して設

立許可申請を行い、その許可日をもって設立とする予定でございます。 

 規約につきましては、別紙のとおりでございますが、規約は２０条から成り、第２条で、広域連

合は、北海道内のすべての市町村をもって組織するとなっており、６ページ中の別表第１におきま

して市町村の行う事務が定められてございます。 

 以上を申し上げまして、議案第２３号の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願

い申し上げます。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。酒五議員。 

〇酒五議員 それでは、私の方から後期高齢者医療制度について質疑をしたいと思います。 



- 56 - 

 

 この後期高齢者医療制度につきましては、７５歳以上の後期高齢者をこれまでの国民健康保険な

どから切り離し、新たな保険医療制度として導入されるものであります。そこで、何点かお伺いい

たします。 

 この制度といたしまして、医療給付がふえれば後期高齢者の保険料の値上げにつながることから

も、後期高齢者の負担を増大させ、受診抑制を引き起こすことは必至だと言われております。政府

は、持続可能な医療制度の維持のために必要だというふうに説明しておりますが、同様の認識であ

るのかどうかお伺いいたします。 

 ２番目に、厚生労働省の試算では、保険料は全国平均で年間約７万４，０００円、月額で６，２

００円の金額となるところであります。この保険料は年金から天引きされますが、介護保険料と合

わせて、年額年金１８万円以下の方、また年金額の半分を上回ってしまう方は普通徴収ということ

になるそうでございます。そこで、国民年金のみで生活している対象者がどのくらいいるのかお伺

いいたします。 

 第３番目に、保険料については広域連合が決めることとなりますが、北海道の医療費の現状を反

映いたしまして全国平均よりも高額に設定される可能性があるとの指摘があります。幾らを予想し

ているのかお伺いいたします。 

 第４番目に、脱退後の国保はどのようになるのかお伺いいたします。一般的に高齢者の方が収納

率が高いなど、さまざまな要因がございますが、脱退することによって基本的に楽になるのかどう

か、これについてお伺いいたします。 

 第５番目に、滝川から広域連合の議員は何名出るのかお伺いいたします。 

 第６番目に、別紙の北海道後期高齢者医療広域連合規約の中からお伺いいたします。７ページで

ございます。別表第２の（３）番目、保険料その他の納付金についてお伺いいたします。この中で、

市町村が徴収した保険料等の实額及び低所得者等の保険料軽減額相当額とありますが、この基準は

どのようになっているのかお伺いいたします。また、赤字が出た場合どこで補填をするようになる

のか、これについてもあわせてお伺いいたします。 

 戻りまして、５ページ、第１９条であります。広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充て

るとあります。それぞれ（１）から（４）まで示されておりますが、この割合はどのようになって

いるのかお伺いいたします。 

 以上であります。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 ７点ほどご質疑いただいたと思いますが、１点目の政府のこの制度、これに対し

て同様の認識でいるのかというご質疑だったと思いますが、先ほど前段申し上げましたが、高齢者

の医療の確保に関する法律に基づいて、全道すべての市町村で構成しなければなりません。法で示

しておりますのは、国民の高齢期における適切な医療確保、それから医療費の適正化、さらに保険

者による健康診査等の实施に関する措置、こういうものを義務づけまして、国民の共同連帯の理念

等に基づいて適切な医療の給付を行うための制度としております。また、自助と連帯の精神に基づ

いて、常に健康の保持、増進に努め、また高齢者の医療に要する費用を公平に負担するということ
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から、この制度が平成２０年からスタートすることになっておりますので、これに向けて準備をし

ていかなければならないというふうに考えてございます。 

 それから、２点目の国民年金のみで生活している方がどのくらいというようなご質疑だったと思

うのですが、国民年金は６５歳以上から一般的には受給されます。したがいまして、７５歳と６５

歳ということでちょっと違いますけれども、６５歳以上の方で平成１７年度で、件数ですが、９，

２８３件となってございます。 

 それから、３番目の全国平均より北海道の医療費が高いので、保険料が高額にというようなご質

疑だと思いますが、広域連合の設立準備委員会としましては北海道の試算に基づいたものを情報提

供してもらっています。それによりますと、この試算によりますと年間約８万５，０００円ぐらい

だというふうな試算でございます。 

 それから、国保のその後はどうなるのかというようなご質疑だったかと思うのですが、老人保健

制度から後期高齢者医療制度に変わりますので、メリット、デメリットというのですか、今の時点

では实際はっきりしたことは申し上げられないところでございます。高齢者医療制度の中では支援

金という制度に移行しますし、その支援金の扱いが明らかになっていないとこの辺は何とも詳しい

お話はできかねるところでございます。 

 それから、５番目の滝川から広域連合の議員は何名かということでございますが、これは全道で

３２名ということで、議員さんの選挙が行われるわけですので、これについて割り当てとか詳しい

ところはまだ伺っておりません。 

 それから、６番目の赤字補填、これは後期高齢者医療が…… 

（「基準の部分」と言う声あり） 

〇市民生活部長 こちらに記載してある負担金の内訳の基準ではなくて…… 

（何事か言う声あり） 

〇市民生活部長 保険料の軽減措置につきましては、低所得者にかかわる軽減措置でございますが、

所得水準に忚じて保険料を軽減することとされてございます。７割軽減、５割軽減、２割軽減の軽

減措置がございます。また、これまで被用者保険に被扶養者として入っておりまして保険料を負担

してこなかった方につきましては、激変緩和の観点から、後期高齢者医療制度に加入したときから

２年間、保険料を半額にすることとされてございます。 

〇市民生活部長 もう一点ありましたか。 

（「赤字が出た場合にどこが責任持つか」と言う声あり） 

〇市民生活部長 広域連合に移って、赤字が出た場合ということなのですが、これについては基本

的には広域連合の財政リスクについては国と都道府県が共同して責任を果たす仕組みとなります。

財政安定化基金ということで国、都道府県及び広域連合が３分の１ずつ拠出しまして基金を設置し、

平成２０年度から４年間で積み立てまして、被保険者の未納、給付の見込み違い等に対し貸し付け

等を行うことのようになってございます。 

 以上でございます。 

（何事か言う声あり） 
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〇議    長  答弁調整のため若干休憩いたします。 

 

休憩  午後 ３時１５分 

再開  午後 ３時１８分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 答弁を求めます。市民生活部長。 

〇市民生活部長 記載されています市町村の負担金の方がよろしいかと思うのですが、事業収入と

いうものにつきましては当面ございませんが、今後広域連合財産の賃貸収入等が想定されます。そ

れから、国、道の負担という部分では、保険料の軽減に対する補填、それから医療給付等のかかわ

りについて国、道が負担する分となっておりますが、その数字的なものについてはまだ何も示され

てございません。 

 以上でございます。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 では、幾つか再質疑をさせていただきたいと思うのですけれども、まず第１番目の質

疑でございますけれども、認識についてお伺いしたいわけでございますけれども、そのまんま市町

村としてやらなければならないというようなご答弁だったと思うのですけれども、例えば制度上に

幾らか問題があるので、その中で改善を要望しているとか、もしくはこのままで問題ないと思って

いると、これが一番いい制度なのだと思っているというような、自治体としてどういった考えを持

たれているのかということをお伺いしたい。先ほどは部長にご答弁いただきましたけれども、市長

はこの制度についてどのように考えているのか、再度お伺いしたいと思います。 

 それから、第２番目について、６５歳以上で件数が９，２８３件ということでありましたけれど

も、全体の割合の中で国民年金だけで暮らされている方がどれだけいらっしゃるのか、こうした数

字つかんでいればお示し願いたいと思います。 

 それから、３番目の北海道では全国平均が年間約７万４，０００円ということでございましたけ

れども、８万５，０００円と１万１，０００円近く高い推計がされているわけでございますけれど

も、この金額が低所得者に対する軽減措置など公費負担を含めたものかどうか。含めていないので

あれば、その金額で示していただきたいというふうに思います。 

 それから、広域連合の議員についてでございますけれども、全道３２名ということでございまし

たけれども、規約を見てもどういったものかというのがなかなかわからないわけです。例えば議会

議員の部分は４ページに示されておりますけれども、関係市の議会の議長をもって組織する団体、

恐らくこれは市議会議長会だと思うのですけれども、または関係市の議会の議員の定数の総数の８

０分の１、これを見ても何を示されているのかわからない。こういうものが先ほどのご説明の中で

なかなかまだわからない部分があるのだというふうなものがありましたけれども、いつごろこうし

たものが解明されるのかということが大事だと思うのです。それが示されないまま、参加すること

を先に決めてしまうというのは大きな問題ではないかと思うのですけれども、そうした時期がどの
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くらいになるのか、实施が平成２０年ということでございますけれども、そのぎりぎりになって決

まるというようなことだったら非常に問題だと思うのですけれども、それについてもお伺いしたい。

それから、３２名ということになりますと、滝川市でいきますと町村議会議員と町村長を外せば１

６人、この１６で見るわけになりますから、一人も選ばれない可能性というのも十分あると思うの

ですけれども、そういう認識でよろしいのかどうか伺います。 

 それから、７番目の質疑でございますけれども、赤字が出た場合ということでお伺いしたところ、

基本的には国と都道府県で基金が云々とありましたけれども、料金の値上げとかで対忚するという

ふうに考えていたのですけれども、そういうことではなくて、料金値上げせずに基金で対忚すると

いうのが基本の考えなのかどうか、これについても改めて確認したいと思います。 

 それから、先ほどの８万５，０００円と７万４，０００円の話でもありましたけれども、もう既

に北海道と他の都道府県との間には保険料でも差が出ていると。このことは、例えば医療費が尐な

い都府県や、またお金持ちの都府県、こうしたところと既に差が出るというふうな考え方ができる

と思うのですけれども、そういった考えでよろしいのかどうかお伺いいたします。 

 それから、現在老人保健制度では資格証明書は発行していないと思われますけれども、今回の後

期高齢者医療制度は同様と認識してよろしいのかどうかお伺いいたします。 

 それから最後に、広域連合の議員についてですけれども、仮に選ばれないということになれば、

例えば料金について問題であるとかということについて仮に滝川市で思ったとしても、そうしたも

のを届けるという手段がなかなか難しくなるのかなと思うのですけれども、どうやってそういった

市民の声を届けていくのか、そうした方策についてお考えがあればお伺いいたします。 

 以上です。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 後期高齢者医療は、これから大きな問題になっていくということが明らかに想定され

ているだけに、この制度がスタートしていくということはまず一歩前進だというふうに思っていま

す。具体的に制度設計されて、スタートされて、その中でさまざま制度改善されていく面はあるで

ありましょう。そういう面は、やっぱり問題があれば積極的に改善をしていくべきだというふうに

思いますし、国民健康保険の方にいろんな問題が生じてくるということであれば、それはしっかり

と問題解決しなくてはいけないと。地方自治体あるいは被保険者に過大な負担がかかっていくよう

な制度設計であってはならないというふうに思っているところでありますが、しかし片方では使う

医療費との関係も正常化していかなくてはいけないという点について、これから具体に制度設計が

されるでありましょうし、時代の変遷に忚じた要請というのは私どももしっかり伝えていく必要が

あるというふうに思っております。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 ２点目の６５歳以上の年金の受給者、それから７５歳以上でどのくらいの割合か

というご質疑なのですが、これについては具体的にそういう数字はつかんでございません。 

 それから、３番目の道の試算は低所得者負担軽減後の額なのかということについては、その以前

の額でございます。 
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 それから、これからのスケジュールのことだろうと思うのですが、これについては道の方に申請

して、許可が出た日にちに設立ということになります。それから、議員さんですとかの選挙が来年

の２月ぐらいに一忚予定では行われることになってございます。一人も選ばれない可能性というこ

とについては、今のところ何とも申し上げることはできません。 

 それから、赤字が出た場合、保険料の値上げもあり得るかというようなお話だと思いますが、こ

れについては基本的には国と道の負担でということなのですが、値上げもあり得るというようなこ

とで聞いてございます。 

 それから、北海道と他府県で保険料の試算、差が出るのかということでございますが、北海道は

１人当たりの医療費が一番高い地域でございますので、国の試算では約７万４，０００円ですが、

道は８万４，０００円の試算。ですから、これは都道府県によって差が出てくるということになる

と思います。 

 それから、資格証明書等の発行の関係ですが、これについてはこの制度に移行してもそういう扱

いというのは出てくることになっております。 

 それから、議員さんが選ばれなかった場合の方策ということなのですが、これについては今ご質

疑の趣旨がちょっとあれなのですが、まだそれについてどうお答えしていいのかという部分がちょ

っとございますが、この辺は明らかになった時点ですぐお知らせ申し上げたいなというふうに思い

ます。 

 以上でございます。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 ８万５，０００円を含んだ額では幾らになっているのかお伺いしたのですが、これを

再度お伺いします。 

 それから、現在老人保健制度では資格証明書というものが实際に発行されていないわけなのです。

それが先ほどのご答弁では今回のもので現在の制度が継続されるというふうに受け取れたのですけ

れども、道の広域連合の準備会の方でそうした滞納などが起こった場合には資格証明書は発行しな

いというふうになっているのかどうか、そうした根拠を示していただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 先ほどの年間約８万５，０００円という試算については、軽減の措置が入ってい

ない数字でございます。 

（「後の数字を教えていただきたいと質疑したの、入った後幾ら」と言う声あり） 

〇市民生活部長 これについては、まだそういう情報は入ってきておりませんので、まだ試算段階

ですので。 

 それと、もう一点は資格証の関係ですが、被保険者間の負担の公平化を図るという観点、そうい

う観点で国保と同様に有効期限の短い被保険者証、短期証を発行するという予定になっております。

また、滞納発生後１年を経過した滞納者の方に対しては、特別の事情がない限り、国保同様保険証

の返還を求め、資格証明書の交付を行うこととしてございます。後期高齢者医療制度の中でも短期
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証、それから資格証、そういう制度というふうに聞いてございますので、それに向けてまた関係事

務等も出てくると思っています。 

 以上です。 

    （「先ほどの答弁では同様というような感じで受け取れたんですけども、それは 

      違うということでよろしいんですよね」と言う声あり） 

〇市民生活部長 資格証明書は…… 

    （「今まではされていないんだけども、これからはされる可能性があるというこ 

      との認識でよろしいんですか」と言う声あり） 

〇市民生活部長 今ほかの保険に入ってですか。 

    （「老人保健制度の中では今は発行されていないと思うんですけども」と言う声 

      あり） 

〇市民生活部長 後期高齢者に移りますと、国保と同様の短期証、資格証の扱いを受けることにな

ります。 

    （「質疑のとらえ方がちょっとあれなんですけども、今の７５歳以上の後期高齢 

      者は老人保健制度に入っていますよね、その中で例えば資格証明書などが発 

      行されたという事例はあるんですか」と言う声あり） 

〇市民生活部長 これから平成２０年からスタートする後期高齢者の…… 

（「いやいや、今までの制度の中では……」と言う声あり） 

（「議長、整理してちょうだい、部長答弁整理して」と言う声あり） 

〇議    長  部長は質疑者の内容を把握していないので、酒五議員、もう尐し端的にわかりやすく

部長に。 

〇酒五議員 今まで老人保健制度の中では、滝川市の中で７５歳以上の後期高齢者の方に関しては

滞納などが生じた場合にでも資格証明書の発行などは行っていないというのを僕は確認しているの

です。それが今回広域連合に加入することによって、他の自治体などと同様に短期保険証、また資

格証明書などが発行される可能性があるというふうにお伺いしたのですけれども、そういった認識

でよろしいのかどうか。 

〇市民生活部長 はい、そうです。現在老健の対象者については、資格証明書の発行は対象外とさ

れております。後期高齢者医療制度に移行しますと、先ほど申し上げましたように短期証ですとか

資格証の扱いを受けるということになります。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 酒五議員の質疑でもはっきりしなかった部分についてお伺いしたいと思います。ま

ず、提案されている規約によると、広域連合議会議員は３２人ということで、自治体数１３０を大

きく下回る人数になっておりますが、こういう議員数や市と町村への配分などは何を基準として提

案されているのか、国から示されている一定の規模的な案というものがあってのことなのかどうか

をお伺いしたいと思います。 

 次に、広域連合議会というものが設置されるわけですけれども、提案されている人数で言えば３
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２人ということであり、１８０の自治体を賄えるようなものではないわけで、こうした議会の内容

を各自治体へ報告する仕組みや、あるいは自治体の意思または住民の意思の反映の仕組みはどのよ

うに検討されているのか。また、被保険者である後期高齢者、７５歳以上のお年寄りの方たちの意

思反映の仕組みというものも広域連合の中でどういった形で反映されようとしているのか、そうい

う仕組みの検討はされているのか伺いたいと思います。 

 酒五議員の質疑でもあったのですけれども、最後に部長がご答弁されましたので、改めてお伺い

しておきますが、保険料は２年に１度改正される予定というふうに聞いているのですが、医療給付

費が総額でどんどんふえることが予想されているわけで、その全体に占める保険料、医療給付費の

何パーセントを保険料として徴収するというふうになっているわけですから、医療給付費がどんど

ん上がれば、当然お年寄りがふえるということはあるのですけれども、保険料が上がっていくとい

うふうに確認しておいていいのかどうか伺いたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 １番目の広域連合議会議員の３２人という部分のご質疑でございますけれども、

これについては３２人という部分については北海道における７５歳以上の高齢者の人口、これは平

成１７年度末現在なのですが、５４万８，０００人で、制度が施行される平成２０年度には６０万

３，０００人程度になると推計されてございます。後期高齢者医療広域連合は、主に７５歳以上の

高齢者を対象としての医療の給付等を行うものですので、高齢者人口推計に基づいて北海道内の全

域にまたがる広域連合でありますことから、都道府県における議会の議員の定数の例を参考として

適切な規模を算定するという考えになってございます。このため、７５歳以上の高齢者人口に比べ

まして、地方自治法の第９０条第２項第１号に定められている人口７５万人未満の都道府県議会の

定数の上限の４０人、これを参考として設定することとしてございます。平成２０年度の高齢者人

口推計の６０万３，０００人は、先ほどの人口７５万人の約８０パーセントになりますことから、

４０人の８０パーセントということで３０人という数字になったということでございます。 

 それから、広域連合のいろんな仕組み、制度に対して住民なり自治体の意見はどう反映されるの

かというご質疑だと思いますが、これにつきましては住民から直接選挙で選出され、そして地域の

实情、住民の意見を十分に把握している市町村長及び市町村議会議員で構成する広域連合議会にお

いて住民の意見も反映することができるということでございますが、今後運営協議会の設置、それ

から地域ブロック別の意見交換会等の实施など、さらに住民の意見が十分反映されるような仕組み

を今後検討していくこととなってございます。 

 今のを２番目と３番目のお答えとさせていただきますが、４番目の保険料が上がると確認してよ

いのかということにつきましては基本的にはそのとおり上がっていくものと考えてございます。 

 以上でございます。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 それでは、１番目の議員の定数の考え方というのは北海道の考え方というわけでは

なくて、都道府県が全部こういった考え方に基づいて議員定数を決めていると、他の広域連合もこ
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ういうような考え方で決めているのだというふうに確認していいのかどうかということと、２と３

に関連してなのですけれども、この議員数から考えて、すべての自治体の市町村長が出るわけでは

ないのですよね。ですから、そういうところを考えたとしても、連合議会の内容が例えば運営協議

会やブロック別の協議会と言ったのかな、そういうものが開かれたとして、これがだれを対象に開

かれるのか、そういったことが明確にされていない。だから、自治体の議会にも報告が義務づけら

れていないということを確認していいのか、それとも３２人の議員が一定のブロックを受け持って、

そこの議会には報告するような義務を持つということも今後検討されるというふうに考えていいの

か、その辺は全く白紙ですよということなのか、今の現状、考え方について改めてお伺いしたいと

思います。 

〇市    長 細かな制度設計は、これからだというふうに思います。ただ、特別地方公共団体です。

一つの立派な人格を持つ地方公共団体でありますから、法律に基づいてルールによって運営される

ということになります。したがって、連合長だったかな、市町村長の選挙によって選ばれていくわ

けです。選挙により選ばれていった連合長は、さまざまな問題があったときに道民からの要求をど

ういう形で提案していくのかというのは連合長の責任においてやらなくてはいけないことです。あ

るいは、議員さんは、これはどういう形になるか、恐らく可能性としては、それぞれの組織があり

ますから、組織から選考されていくのでないかなと想像されますけれども、そういう場合には、全

道市長会でありますとか、全道議長会でありますとか、そういうところの意見反映は間接的にされ

ていくわけです。ですから、こういう特別地方公共団体の運営というのはなかなか難しい面があり

ますけれども、私どもとしては根っこにある被保険者の意向が十分伝わっていくと、しかし意思決

定は特別地方公共団体の中でしっかり議論して意思決定していただくと、そういう仕組みは組織を

通じて反映していきたいというふうに思っております。 

〇議    長  ほかにありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありますか。酒五議員。 

〇酒五議員 私は、日本共産党を代表しまして、議案第２３号 北海道後期高齢者医療広域連合の

設置についてを否とする立場から討論を行います。 

 後期高齢者医療制度は、小泉内閣時の医療制度改革の一環として国民健康保険などから７５歳以

上の後期高齢者を切り離し、新たな保険医療制度として導入されるものです。現行の高齢者に関す

る医療制度は、１９８３年度に創設された老人保健制度でしたが、この制度も年々改悪され、高齢

者の負担が増大されてきていました。この制度には大きな問題点があります。第１に、後期高齢者

の負担がふえることであります。７５歳以上のすべての人は、この後期高齢者制度の医療保険に加

入が強制されます。そのため、現在子供さんたちの国保や健康保険の家族になっている方もすべて、

この医療保険に加入させられ、現行では保険料を徴収されていない方も保険料を徴収されることに

なります。しかも、この保険料は、年金から天引きされることになっています。国民年金の平均は
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４万程度でありますが、この中で何とかして生活している、こういったお年寄りからもさらに天引

きする大変な問題であります。さらに、保険料は後期高齢者の医療費がふえるために、保険料の値

上げを行うか医療内容の切り下げを行うか、こういった選択を迫られるわけであります。このため、

負担増に伴う受診抑制が広がる危険性があります。第２に、高齢者の健康を脅かす制度となってい

ることであります。保険料を滞納した場合、現在の老人保健制度では資格証明書の発行対象にはな

っていませんが、今回の後期高齢者医療制度より短期保険証、資格証明書の発行ができるようにな

ります。７５歳以上のお年寄りの保険証を取り上げ、保険給付も一時差しとめが可能となることの

意味は重大です。第３に、市民の声が届きづらい制度ということであります。北海道を一つとする

広域連合とすることで、全道でわずか３２人しか議員はいません。この滝川市から議員は多くても

１人出るか、もしくは出ない可能性すらあります。こうした中で、どうやって市民の声を届けると

いうのでしょうか。国会で決まったからといって、こういった問題を解決していないまま広域連合

に参加することについては、全く賛成できるものではありません。 

 以上を申し上げて、日本共産党を代表しての討論といたします。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 私は、議案第２３号 北海道後期高齢者医療広域連合の設置についてを否とする立

場で討論を行います。 

 北海道後期高齢者医療広域連合の設置は、地方自治法の規定によるもので、自治体の判断で不参

加あるいは離脱をする裁量権は認められていません。しかし、第１に、後期高齢者医療制度は高齢

者の医療給付費がふえると保険料の値上げにつながる仕組みとなっていることから、病気になって

も受診を控えるといった医療抑制につながりかねず、結果として高齢者の健康と命に影響を与える

危険性があること。第２に、国民健康保険制度では保険税の滞納者であっても老健法適用者の場合

は一般の保険証の交付を受けていましたが、これが後期高齢者医療制度ではこうした措置はなくな

り、滞納期間によって短期保険証や資格証明書が発行されます。高齢者の多くが何らかの病気を抱

えている状況のもとで、資格証明書を発行することは受診抑制をさらに深刻なものにしかねないこ

と。第３に、後期高齢者すべてに保険料負担が課せられ、介護保険料と同様に年金受給者は年金か

ら自動的に差し引かれる仕組みですが、その保険料額についても被保険者の声がどのように反映さ

れるのかも明確でないこと。第４に、広域連合議会として各自治体議会への報告や議会や住民の意

思反映のシステムについて明確にされていないこと。すなわち、後期高齢者医療制度が高齢者の命

を脅かしかねない制度であること、また運営においても広域連合と各自治体との報告や意思反映に

おいて明確にされていないなどの問題があることから、議案を否とするものです。 

〇議    長  ほかに討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２３号を起立により採決いたします。 

 本案を可決することに賛成の方の起立を求めます。 
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（起立多数） 

〇議    長  起立多数であります。 

 よって、議案第２３号は可決されました。 

 

        ◎日程第３０ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

〇議    長  日程第３０、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市    長 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について提案理由の説明をさせていただきま

す。 

 滝川市に置かれております人権擁護委員、野地和英氏が平成１９年３月３１日で任期満了となり

ますことから、後任候補者として同氏を引き続き推薦をいたしたいというふうに考えております。

人権擁護委員法第６条第３項の規定により意見を求めるために諮問をするものであります。 

 資料といたしまして、野地和英氏の略歴書をお手元にお届けしてございます。 

 推薦についてご了承を賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議    長  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議    長  討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより諮問第１号を採決いたします。 

 本件については可と答申することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号は可と答申することに決しました。 

 

        ◎休会の件について 

〇議    長  お諮りいたします。 

 議事の都合により、１２月１２日から１２月１７日までの６日間休会いたしたいと思います。こ

れに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議    長  異議なしと認めます。 

 よって、１２月１２日から１２月１７日までの６日間休会することに決しました。 
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        ◎散会宠告 

〇議    長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

散会 午後 ３時５４分 
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開議 午前１０時０１分 

    ◎開議宠告 

〇議    長 ただいまの出席議員数は、２０名であります。 

 欠席の申し出は、大谷議員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において本間議員、大累議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇議  長 日程第２、これより一般質問を行いますが、配付いたしておりますプリントの順に従

って行っていただきます。 

 なお、質問は、一問一答方式で３０分以内の持ち時間制により質問席において行っていただくこ

とになっておりますので、質問、答弁ともに要点を簡潔にするようお願いいたします。また、質問

は通告の範囲を遵守し、議案審査で既に解明された事項にわたらないようにご留意願います。 

 田中議員の発言を許します。田中議員。 

〇田中議員 おはようございます。傍聴の皆さん、足元の悪い中、早朝から大変ご苦労さまでござ

います。新政会の田中敏男でございます。通告質問の順に従いまして、市長、教育長職務代理者、

関係所管部長様にはよろしくお願いを申し上げます。ただいますばらしいサンバのリズムを聞かせ

ていただきまして、何か浮き浮きしながら、そういう気持ちで質問をしたいと思います。よろしく

お願いを申し上げます。 

 

    ◎１、市長の基本姿勢 

      １、次期の出馬について 

      ２、平成１９年度の予算編成方針の考え方 

 最初に、市長の基本姿勢であります。次期の市長選出馬についてということで質問させていただ

きます。市長あるいは私たち当選後は特に、国の三位一体改革が始まり、毎年厳しい予算の編成の

中で、行政改革などいろいろな多大な課題を持ちながら職員、議会、市民とともに解決をしつつ、

人一倍にご苦労があったと市長の心中を察します。市長の任期は、三位一体で地方交付税の減額、

税源不足を生じることから、市政の基本的な方向については一人からみんなで進めるまちづくりを

目標として、滝川市後期基本計画を作成され、この計画に基づき、市民参加のもとに今後の市政を

推進していくなど、人の輝き、みんなで進めるまちづくりのために地域力による自主的な活動を重

視され、ボランティア活動や町内活動、地域を基本としたコミュニティ活動に加えて、福祉、滝川

市の市立病院の建てかえの基本的計画、設計の発注、学校教育、学校の建てかえに伴う小中学校の

耐震強度の調査の实施、子育て、こども支援センター、花月児童センターの新設、環境、簡易舗装
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の各地域の本舗装、あるいは公営住宅の新設、生涯学習では文化センターほか、各公民館、コミュ

ニティ施設の指定管理者の制度化などを積極的に導入されたなど、市民が親しみ、利用促進を図る

コミュニティ活動を重視されたこと、さらに厳しい中にも財政健全化を目指して新たな行政改革の

課題に対忚するための施策、そのために滝川市活力再生プラン、通称、タッグ計画などを着实に实

行し、直面する課題への対忚を实施し、滝川の未来へのまちづくりを推進する力量は、現時点では

この状態を乗り切る、乗り越せるのは田村市長であると私は思っております。市長の後援会を支援

する各団体が先般出馬の要請に来たということで、新聞報道等でもお聞きしておりますけれども、

多くの滝川の市民は市長の再出馬を願っております。４年間の实績と人の輝くまちづくりの構築の

仕上げのためにも、ぜひとも市長は次期出馬をすべきと考えます。素直に市長の心中をお聞かせく

ださい。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 おはようございます。議会開会前に第２回の議場コンサートが開催されて、田中議員

さんからも感想がありましたように、本当にいいなというふうに思いながら聞かせていただきまし

た。滝川市の文化度の高さというものをあわせて感じさせていただいた次第であります。 

 田中議員さんの市長の基本姿勢ということに関してお答えをさせていただきたいというふうに思

います。市民の皆さん方のご支援をいただきまして、市政を担当させていただいて３年８カ月が過

ぎようとしております。市民の皆さんとともに議会のご理解をいただいて、全力を傾注してきたつ

もりであります。このまちを再び財政再建団体にしない、そのために行財政改革を断行するとのお

約束を申し上げてまいりました。市民の皆さん方のご協力をいただいて、行財政改革は着实に進み

つつあります。しかし、地方財政を取り巻く情勢は、一層厳しいものがあります。ある意味では、

いまだ道半ばという感じがしないわけではありません。また、滝川新時代を築くためのプロジェク

トも提案をさせていただいた。その仕事は着实に進みつつありますけれども、この足取りを確かな

ものにするのが私に与えられた責任であるとも考えております。残された任期、その行政執行に引

き続き最善を尽くさせていただきますとともに、多くの難局が立ちふさがっているからこそ、再び

皆さんのお力をいただいて、すばらしい滝川の可能性をはっきりと形にする努力を、その最善の努

力を引き続き尽くしたいというふうに強く考えているところでございます。改めて市民の皆さん方

のご支援、ご理解を賜りたいというふうに思っております。 

〇議    長  答弁終わりました。田中議員。 

〇田中議員 大変力強いご答弁をいただきまして、ありがとうございます。ぜひ来年に向けて健康

に留意して、市長の持ち味を発揮できるように、なお一層よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、同じく基本姿勢の中での平成１９年度の予算編成方針の考え方であります。１９年度は統

一地方選挙でありますから、今検討されている３月の予算は骨格予算と考えられますが、新聞等に

も報道されておりましたけれども、けちけち精神を基本に事務事業の見直しを進めていくというよ

うなコメントもありましたし、事務事業の見直しで６，０００万円ですか、程度の削減をする予定

であると、職員からのアイデアを募集して、その効果額の一部を担当部局の歳出の予算に反映でき

ればと、そして歳入増加策も新たに取り組むというようなことで報道されていましたが、この点も
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う尐し具体的にわかるとしたら、そのアイデアなど、どういうことで職員から募集をして、現時点

でそれを進められるのか、この点につきまして市長にお尋ねいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 平成２２年度までに安定的に黒字化を目指したいということで、平成１７年度から活

力再生プランの实行に入っているわけであります。平成１９年度から２２年度、この４年間でタッ

グ計画の中で２億３，０００万円の削減計画を見込んでいるわけであります。ただ、今のところ、

このままいくと１億３，０００万円ぐらいのさらなる改革が求められる。それほど地方交付税ある

いは地方税収が落ち込んでいるということであります。したがいまして、ご質問にありましたよう

に１９年度の予算編成上は６，０００万円ほどのさらなる行政改革をやらなくてはいけないという

ふうに思っておりますが、１９年度において活力再生プランを点検をいたしまして、見直すべきと

ころはしっかり見直しながら、平成２２年度に終わった段階では安定的に黒字化を目指せる、そう

いう体制づくりを急がなくてはいけないというふうに思っております。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 次に、多くの市の施設が今回の議会で指定管理者に移行するということであります。

今市長が言いましたように、多分そういう節減も考えておられると思うのですが、経費の削減が期

待できると、この間指定管理者を募集して、決定いたしました。９月で終わりましたけれども、温

水プールだけが直営でやるということでありますが、それらでどれぐらいの削減額が、６，０００

万円の中にも入っていくのでしょうけれども、どのぐらいの経費の削減が期待されているのか、市

長にお尋ねします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 指定管理者制度に伴い見込まれる削減額については、所管からご答弁をさせていただ

きますが、一つ配慮しなくてはいけないというのは、切るところは切る、しかしこれから伸ばさな

くてはいけないという部分については積極的に予算を計上する、そういうふうな配慮が必要だとい

うふうに思っております。縮小均衡に向かうというのでは、発展可能性がありません。限られた財

源でありますけれども、重要な政策には積極的に人材と予算を投入すると、そういうめり張りをつ

けた予算編成が求められるというふうに思っております。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 ご質問にございました今議会で議決を受けました５件８施設に係る効果額でございま

すが、最終的には１９年度予算編成において確定ということとなりますが、現時点におきましては

おおむね１，８００万円の削減効果があると見込んでおります。 

 以上です。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 今市長が申してくれましたように、すべてをカットするのではないと、伸ばさないと

ならぬものについては予算の配慮をするというようなお話がありました。予算づけも、そういう配

慮の中でぜひお願いをしたいと思います。８施設で１，８００万の削減ができるということですね。

当初ですから、いろいろと課題もあるのでしょうけれども、よろしくお願いをいたします。 



- 74 - 

 

 次に、財政健全化に向けて、１９年、今財政を中心に大変ご苦労されていると思うのですが、市

長としては、骨格予算ですから、どの点を配慮しながら各課の予算配分というのですか、骨格の中

でどのような考えの中で予算づけをしていくのかなと、これは市民も興味のあるところだと思いま

す。その辺、まだ進めている最中でしょうから、基本的なところ、福祉に入れるとか教育に予算を

つけるとかいろいろあるでしょうけれども、バランスよく、問題の多い、課題の多いところは当然

市長が先ほど言いましたように予算の部分については配慮しないとならぬということでありますか

ら、その点わかる範囲、今考えている範囲で市長としての基本的な予算の考えをもう一度ご答弁い

ただきたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 ご質問にございましたように、来年度は統一地方選挙でありますから、政策予算は補

正予算でということになるわけであります。したがいまして、当初予算は継続的、経常的な経費を

中心とした予算編成になります。しかし、新たに求められる、そういう事業については一忚年間の

必要とされる事業すべてについて实施計画への位置づけも含めて精査をするつもりであります。し

かし、その中で継続的、経常的経費を当初予算として計上していくということであります。私とし

ては、今後求められるとすれば、当初予算に計上かどうかということは全く今の考え方で進めます

けれども、経済を再生し、教育を再生し、暮らしを向上し、観光、文化、定住を促進し、かつ行財

政改革を明確なものにしていく、こういう事業については優先されるべきだというふうに考えてお

ります。 

〇議    長  田中議員。 

 

    ◎２、市民の健康増進 

      １、滝川市食育計画の推進について 

〇田中議員 次に、市民の健康増進についてお尋ねをいたします。９月にも市長にお伺いしたので

すが、滝川市の食育計画の推進について質問させていただきますが、あの中で生活習慣病、あるい

は今の子供たちもそうですけれども、非常に偏食で、弱い子供がいると、あるいは立っていても倒

れると、そういうような事態もあるわけでありますけれども、国でせっかく食育の法律ができたわ

けで、滝川も準じて進めたいということでありますが、教育委員会としてはその協議会ができて、

学校の給食を通して家庭、そして子供たちの食を地産地消を活用して給食を提供し、その中で家庭

との連携の中で、いろいろな行事を通して食育の实践をしている。これは、大変すばらしいことだ

なと思っています。そうしますと、一般市民の方も結果的には先ほど申し上げましたように、食の

問題が私たちの時代と違って偏るということでありますから、生活習慣病が多くなっていることは

事实であります。当然健康づくり課の方ではいろんな事業を組まれておりますけれども、ことしを

含めて市長としては食育に関して、委員会の方はまだ学校以外の組織はできていないようですけれ

ども、所管の協議会とともに一生懸命やっている情報は聞いておりますけれども、もう尐し力を入

れてもいいのではないかなという気がいたします。この食育に関して、どのように事業をことし展

開されたのか。それと、今後どのように市長として、この問題を積極的に進めるということは９月
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に申し上げておりましたけれども、なおどのようにめり張りをつけていくのか、この点お伺いいた

します。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 食育推進行動計画、これは法律に基づいて定めるようになっておりますから、ただい

ま関係組織を挙げて策定作業中であります。平成１８年度中には策定をする予定で作業を進めてい

るということをご答弁を申し上げたいというふうに思います。基本は三つでありますが、一つは学

校教育現場における食育の推進、二つ目は健康づくりを主点とした食育の推進、三つ目は地産地消

による食育の推進ということでありますが、特に重点的に取り組まなくてはいけないということは、

先ほどご質問のありました生活習慣病が低年齢化しているということとも大いに関連をいたします

けれども、子供に重点を置いた食育推進ということには特に力を入れていきたいというふうに思っ

ております。単に学校教育現場だけでなくて、家庭、地域、学校、保育所、あるいは農業機能を活

用しつつ、しっかりと子供に重点を置いた食育推進が図られるように、１８年度中に明確に計画に

あらわしていきたいというふうに思います。現在どういう取り組みをやっているのかというご質問

でございますが、詳細は避けたいというふうに思いますが、保育所、児童館、学校給食あるいは社

会教育における子供の食育キャンプ、農政課における対忚、健康づくり課における取り組み、それ

ぞれ一生懸命やっているところであります。こういうこれまでの取り組みの成果と反省も踏まえな

がら、計画化していきたいというふうに思っております。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 ぜひ精力的に進めていただくように再度お願いをしておきます。 

 

        ◎３、福祉行政 

      １、障害者自立支援法の施行に伴う苦情について 

 次に、福祉行政でありますが、障害者自立支援法の施行に伴う苦情についてと。９月にも私３定

で申し上げましたけれども、１０月１日から施行されて、まだ日が浅いのですが、私も福祉の方と

いろいろな出会いがあるものですから、値上がりしたというような、特にそのあたりが苦情かなと

私は聞いているわけですけれども、市の方にそういう部分で、まだ日が浅いですから、１０月から

スタートしたばかりですから、利用者あるいは保護者の負担増の問題の苦情が当然一番多いのでな

いかなと思うのですが、その点市の方の福祉、滝川の場合は市長を含めて特に福祉に力を入れてお

りますから、そして自立をさせるために社会参加をさせながら収益を上げて、その収益をまた利用

者にバック、わずかだけれども、支払っているというのが現状だと思うのです。あるいは、施設に

よっては、上がったために尐しでも負担軽減ということで配慮して、前の金額より尐し、みんなが

頑張ったから売り上げが出たという中でちょっと上積みをして、尐しでも軽減をしているという話

も聞いておりますけれども、保護者あるいは携わる障害者の方からそんな相談あるいは苦情があっ

たのかどうかお尋ねをいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 直接的な苦情は、ございません。それは、障害者自立支援法によって個々人がどうい
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うふうに変わるのかということについて組織を通じて、あるいは相談窓口を設定いたしましたから、

そういう相談窓口等における相談機能を通じて、それらに周知がなされたためかなというふうに思

っておりますが、ただ私どもとして情報の収集は行っております。どんな状況かというと、１割負

担になったことで工賃が大幅に尐なくなったと。あるいは、精神障害者の通院医療費が５パーセン

トから１０パーセントになったことに対する不満でありますとか、あるいは通所施設の事業者側か

らは月額給付から日額給付になったわけでありまして、日額給付になることによる収入の減、こう

いった制度に対する不満や意見が利用者、事業者からあるのは事实であります。滝川市といたしま

しては、児童のデイサービスの利用者負担を１０月改正前の日額に当分の間据え置くという独自の

減免措置を講じたりしながら適切な対忚を図ってきたところでありますが、ただいま申し上げまし

たようなご意見はあるわけであります。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 ありがとうございます。 

 

        ◎４、教育行政 

      １、温水プールの利用促進を図るべき使用料の見直しについて 

      ２、小学校・中学校の給食費未納状況について 

      ３、市立図書館の移転について 

      ４、小学校・中学校の老朽化に伴う修繕費の予算増額について 

      ５、いじめ対策の現状と防止策 

 では次に、教育行政に入らせていただきます。市立図書館の移転についてお尋ねをいたします。

９月の３定でも一般質問で、市長はできれば市立図書館を移転、市役所の方に持ってきたいという

ような話もございましたし…… 

（何事か言う声あり） 

〇田中議員 ごめんなさい。ちょっと順序間違えました。失礼しました。温水プールです。申しわ

けございません。 

 温水プールの利用促進を図るべき使用料の見直しについてお尋ねをいたします。９月の定例会で

も前教育長が時間についてはぜひ延長を検討するということで、即していただきました。あの中に

も私は、温水プールの使用料は近郊より高いということで話がありまして、奈五江、新十津川ある

いは深川より高い、これは实態を申し上げたところであります。時間の延長については改善をされ

ましたのですが、あのときにも申し上げたように、料金についてはもう尐し検討させてくださいと

いうことでありました。未解決でありますが、滝川のスイミングクラブの閉鎖から、温水プールの

利用が７月以降順調に伸びてきているということも聞いておりますし、大人の料金が７００円と、

この近郊は５００円から５００円弱と、比較しても２００円近い金額が高いわけであります。建物

も早い時代に建てましたけれども、多くの市民の方が利用したいと思っても高いという声があって、

９月のときの保留でまだ残っている分がございます。利用者の利用促進をなおかつ図る。そして、

指定管理が落ちなかったものですから、来年も市直営にするということでありますので、この点ぜ
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ひ検討していただきたいなと、こんなことでございます。教育長職務代理者にお尋ねいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 まず、時間延長の関係でございますが、１０月の１７日から１１月の３０日までの３

３日間、平日、土曜日ともに開館時間の１時間延長というのを試行してまいりました。この結果な

のですけれども、１時間延長したことによってふえた利用者の数が１日平均でいいますと１．３人。

私どもが期待していた数よりもかなり、意外だというぐらい尐なかったということがありますので、

時間延長の関係については实績としてそういう实績で、实質的な効果については得られなかったと

いうことでございます。また、使用料につきましては、タッグ計画によりまして一般の方の１回当

たりの入場につきましては７００円というふうに改正をさせていただいております。これらのプー

ルの利用の方が实際にどういうような利用をされているかということを見ますと、普通券、つまり

１回券ですが、この利用の方は１５パーセントというふうになっておりまして、残りの８５パーセ

ントの方は回数券あるいは定期券、団体券というものを利用しております。滝川市の場合でいいま

すと、例えば１３回の回数券につきましては１回当たりが５３８円ということになっておりまして、

通年でやっておりますのは滝川と深川になりますので、深川との比較ということにさせていただき

ますと、深川の回数券ですと、これは１１回なのですが、４５５円ということで、その差について

は１００円以内におさまっていると。あるいは、３カ月の定期券を比べますと、深川は１万５，０

００円なのですが、滝川については１万２，６００円ということで、逆に滝川の方が定期券の方に

ついては安いというような实態もございます。利用の促進を図っていきながら、日ごろから温水プ

ールを利用されているという方につきましては滝川市の場合についても一定の考慮をしているとい

うことでございますので、ぜひご理解いただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 わかりました。結局回数券を買うことによって割引が、私も確認していなかったもの

ですから、割に近い数字になっているかなと。言う方は単発で、私たちにいろんな苦情来ますから、

そういう理解をしていたのですけれども、まとめて買うと近い数字になるのかなということで、理

解をいたします。 

 次に、小中学校の給食費の未納の状況であります。１１月の２７日、あるいはテレビでも大変出

ておりましたけれども、給食費の滞納が全国で１８億あるということであります。北海道は滞納率

が１．３パーセント、２億５，０００万近い額があるわけです。滝川の方も未納が例えば１７年度

で３６８万６，２６７円ぐらいあると、大変大きい金額であります。一つ目は、１５年度から１７

年度の小学校７校、中学校４校の学校給食費の未納の件数あるいは未納額の实態をお聞かせくださ

い。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 平成１５年度の小学校の給食費の未納件数につきましては８８件、金額につきまして

は１８２万９，０４４円、未納率については１．６５パーセント、一方中学校、同じ平成１５年度

は未納件数が６６件、未納金額が２２０万７，７５３円、未納率が３．１３パーセントとなってお
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ります。平成１６年度につきましては、小学校未納件数が７１件、未納金額が１５２万３，３４０

円、未納率が１．４３パーセント、中学校では未納件数５７件、未納金額が１８１万７，４０４円、

未納率が２．７０パーセント。平成１７年度につきましては、小学校の未納件数が７７件、未納金

額は１６４万８，６６０円、未納率につきましては１．５８パーセント、中学校におきましては未

納件数が６７件、未納金額が２０３万７，６０７円、未納率が３．１４パーセントというふうにな

っております。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 今のお話では、１５年度は３４４万ぐらい、１６年度は２７９万ぐらい、１７年度は

ぐっとふえて３６８万ぐらいということでありますから、非常に高い未納率かなと、こう思ってい

るわけですけれども、この实態はわかりましたけれども、小学校、中学校の給食費の徴収方法は今

現在どういう形でされているのかお聞かせ願います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 各学校におきまして給食費の徴収方法はさまざまでございますが、郵便局の口座によ

ります自動振替につきましては小学校が４校、中学校が１校でございます。また、農協口座からの

引き落としをやっている学校につきましては、小学校が１校、中学校が１校でございます。給食会

計の担当者が直接訪問をして徴収をしているという方法が小学校２校の中学校２校というふうにな

っております。なお、口座からの引き落としという部分につきましては、滞納が尐なくなったとい

うようなケースが見られております。 

 以上です。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 徴収方法はわかりましたけれども、振り込みあるいは郵便局、ＪＡ、これあたりは１

００パーセント近く、本人に承諾を得て普通預金から落とすことでの自動引きですか、こういう形

をとっているということと、あと直接の部分。私の聞いた話では、大変ご苦労されて、入学のとき

に必ず自動振替をする、そういう形を説明して、判をいただいているということ。あるいは、直接

払っている。それでも、口座になければ引き去りできないわけですから、そういうところもあるの

だろうと思うのです。あるところの例ですが、行ったら、だんなさんは全然知らなかったと、奥さ

んの方にきちっと給料払っているのに、なぜあれなのだということで、そういう实態も聞いている

わけですけれども、１００パーセント郵便局あるいはＪＡ、郵便局は小学校４の中学校１ですか、

ＪＡは小学校の部分と中学校、１、１ということでありますけれども、ほぼ引き去りはきちっとさ

れているだろうと理解をいたしますけれども、そうしますと、３番目に申し上げるのは最終的にこ

れだけの金額が単年度、単年度でいっても何百万ですから、徴収のできない場合にその対策はやら

れて、大変ご苦労していると思うのですが、結局入ってこない、これは市からも助成があるわけで

はないですから、各校のＰＴＡから補助があるわけでないですから、払っている者が納めた中で１

００円のものを７０円に落としてやるのかなと、こんなことを考えていくのかなと思っているので

すが、対策を含めてその辺もお聞かせいただければと思います。 

〇議    長  教育部長。 
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〇教育部長 学校給食につきましては、各学校ごとの私会計で实施をしておりますので、基本的に

は滞納が生じた場合につきましては各学校で設置をしております学校給食運営委員会という組織で

未納者の対忚に当たっております。教育委員会としましては、保護者に向けた学校給食運営に関し

ての理解を求める文書の配布あるいは各学校で給食費納入に関する保護者から確約書をとるなど、

学校ＰＴＡと連携をさらに強化をしていきたいというふうに思っております。今年度から、各学校

に設置をしております学校給食運営委員会の事務局長連絡会議というものを開催をしまして、各運

営委員会の活動状況等の情報交換をするということを行っておりますし、その中で給食費の未納の

問題について尐額訴訟などの検討も行っているというところでございます。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 払っている側からいいますと、不利益にはなっていないと思うのですけれども、未納

の徴収を知恵を絞って、ぜひ１００パーセント回収できるようにご尽力いただきたいと思います。 

 次に３番目の図書館の移転につきましてお尋ねいたします。９月の３定でも申し上げましたけれ

ども、市長は図書館の移転は市役所に第１案は考えているのだと、街なかに移転したいという答弁

がございました。教育委員会として移転の時期はいつを考えているのか、教育長職務代理者にお尋

ねをいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 図書館の移転につきましては、市役所の庁舎を第１案にしまして、現在庁内の検討委

員会をつくって検討中でございます。年内をめどに移転時期等を含めてさまざまな形で検討してお

ります。検討委員会での検討結果を踏まえまして、委員会としての移転判断をしたいというふうに

思っておりますので、しかるべき日になりましたら、所管の総務文教常任委員会などにおいてご報

告をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議    長 田中議員。 

〇田中議員 次に、小学校、中学校の老朽化に伴う修繕費の予算増額についてであります。１７年

は５校、１８年は３校ということで、私どもの総務文教常任委員会で現地視察をしてまいりました。

昨年も各学校の要望を取り入れていただきまして、予算の配分といいますか、予算づけも若干つけ

ていただいたかなという評価はしております。３校は、工期もありませんので、また未調査であり

ますけれども、全体で古くなって、いろんな苦情も聞いております。厳しい予算の中でありますけ

れども、明年についても各校の校舎あるいは環境整備、児童生徒の心身のいやし、環境が変われば

そういう気持ちにもなるでしょうし、学校の修繕関係あるいはそういうものについてぜひ予算措置

をいただきたいということであります。教育長職務代理者にこの辺、来年の修繕費についてどのよ

うにお考えでいるのかお尋ねいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 学校の修繕につきましては、毎年各学校より修繕要望をいただいて、その中で優先順

位をつけて行っているところでございます。限られた予算ということの中でありますので、やはり

優先順位をつけざるを得ないということでございます。また、トイレのバリアフリー化あるいは洋
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式便器への切りかえ、段差解消などにつきましては補助、起債など、対忚できる国等の財源も積極

的に活用しながら取り組んでいるところでございます。今後とも各学校の要望にこたえつつ、校舎

の環境整備について努めてまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 次に、いじめ対策の現状と防止策についてお尋ねをいたします。１点目、現段階、最

終的に先般も私どもにも報告書が上がっておりますけれども、教育委員会の事故原因に対するとら

え方をお聞かせいただきます。お願いいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 今般の女子児童の自殺事件につきましては、児童の間で行われました仲間外しがあっ

て、これが遺書の中のいじめととらえられる記述と密接に関係しているということで、当該女子児

童が耐えがたいいじめを受けていたということでの判断でございます。また、いじめについては、

いじめられた児童の立場に立って行うべきであるということで、当該女子児童の気持ちになって、

遺書を読んだときにいじめを受け、悩み、苦しんでいたということが明らかであるということでご

ざいます。報告書のとおり、自殺の原因につきましてはいじめであるということで判断をしたとこ

ろでございます。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 次に、現在の事故後の各小学校、中学校の児童生徒への周知徹底を教育委員会で連携

を図りながら、どのような指導が事故後その対策を徹底されたのか、この点につきまして教育長職

務代理者にお尋ねいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 本件に係る指導としまして、各小中学校の校長に対しまして、児童生徒一人一人の状

況把握に努めるとともに、児童生徒からのサインを見逃さないよう、相談体制などを整備すること、

また命の大切さや倫理観、善悪の判断ができる教育を進めること、また教職員については確かな指

導技術により、共感的で子供に寄り添う指導を徹底をすること、各家庭と緊密に連携を図ること、

以上の点について、その实施状況の点検、確認を行うことを指導してまいりました。また、先週１

２月１５日の校長会議におきまして、調査報告書に沿って具体的な指導内容を示して、学校、ＰＴ

Ａ、児童会、生徒会も含めて取り組みを図るよう、さらに要請をしたところでございます。 

 以上です。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 これを契機に徹底して進めるということですので、ひとつよろしくお願いをしたいと

思います。 

 三つ目に、学校の意識改革が重要と考えます。教育委員会ではどのように考えているのか、教育

長職務代理者にお尋ねいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 学校現場におきましては、毎日の教育活動の中で児童生徒間のトラブルはいつでも、
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どこでも起こり得るという危機意識を持つことが極めて重要であります。その上に立って、一つ一

つのトラブルを把握する校内組織体制、あるいは個々の児童生徒からの声や悩みを聞く相談体制と

いうものについて常日ごろから確立をさせ、トラブルからいじめへの発展を防止することが重要で

あるというふうに考えております。また、学校内だけの体制整備にとどまらず、家庭との連携や情

報共有も緊密化をさせ、機動性に富んだ対忚というのが重要であるというふうに思っております。

また、これらのことが教職員全体の意識として定着をするということも必要と考えております。ま

た、さらに、教職員の資質能力の向上を図るため、カウンセリング、技術研修会も継続的に实施を

していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 次に、４番目でありますが、いじめの事前防止策としては家庭の責任も重大でありま

す。家庭の教育力の低下等も指摘されていることから、保護者に対し親としての責任を求め、学校

や地域、保護者が連携して、いじめの撲滅に全力を挙げる対策をどのように考えているのか。私も

１１月にＰＴＡ連合、そして市も共催して文化センターでありました歌志内の出身の方の講演を大

変わかりやすく聞かせていただいて、理解をしてきたわけですけれども、来てほしい人にはなかな

か来ていただけないのが現状です。ですから、その辺私は、学校あるいは教育委員会の周知するも

のの中で家庭に届ける情報、これは随時必要だと思うのです。それも含めて、今申し上げたことの

対策を進めていくのか、教育長職務代理者にお尋ねいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 保護者との連携につきましては、心の教育推進プランの中で保護者アンケートを取り

進めているところでございます。その結果をもとにしまして、意見交換会の開催を計画をしている

ところでございます。また、広報たきかわにも心の教育推進本部のコーナーを設けておりまして、

家庭におけるチェックポイントを周知するというふうに行っております。このチェックリストにつ

きましては、道教委が示した家庭でいじめを受けている場合どういう兆候が出るのか、あるいはい

じめを行っている場合にどういうチェックポイントがあるのかというようなことにつきましても、

学校を通じましてそれぞれの家庭に配布をしているところでございます。また、推進プランの中で、

今後ともＰＴＡ連合会あるいは単位ＰＴＡの活動も積極的に支援をしていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

〇議    長  田中議員。 

〇田中議員 最後になりますが、教育委員会の運営の機能を高めるために、委員の選考及び委員会

の運営のあり方についてお尋ねします。教育長職務代理者、よろしくお願いいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 教育委員につきましては、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見を有する者

のうちから地方公共団体の長が議会の同意を得て任命するものであるというふうになっております。

これらに基づき、教育委員が任命をされるものであります。具体的に例えば年齢、性別、職業等に
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偏りが出ないようなこと、あるいは委員のうち過半数が同一政党に属することができないといった

ような規定もございまして、そういったような形の中で教育委員が選任をされるという仕組みにな

っております。教育委員会の運営に当たりましては、いじめ問題など今日的な教育をめぐるさまざ

まな課題に対して、その課題解決のために積極的な審議や展開をされるということが求められてお

りますことから、本年１０月の３１日の日に所管する事項について調査研究等を行うことによりま

して、さまざまな教育課題に対する活発な議論に資するというために教育委員協議会というものを

設置をして、委員会の資質向上あるいは認識の共有化、課題解決等に積極的に取り組んでいただく

ということでの取り組みがされているところでございます。 

 以上です。 

〇田中議員 一つの例でありますけれども、江部乙地区の方にお花の仲間が中学校にお花を生ける

ことで教育委員会にも相談ありまして、校長先生と連携をとって、快く花の生け込みを受け入れて

いただきました。その報告がありまして、子供たちが生けているところに来て、ああ、きれいねっ

てみんなが花を生けるところを見て、その和んだ顔に行った方が大変心打たれたと。その団体は、

そのほかの学校にも行っております。花を見て子供が、自分の庭にあるかもわかりませんけれども、

子供たちが花を植えているおばちゃん方の姿に感謝の気持ちがそういう言葉になったのかなと。定

期的に行くそうですが、そんなことをよかったなと思っていますが、これからもいじめ対策含めて、

途切れなく連携をしながら、二度と起こさないように進めていくべきだと、こう考えて、私の通告

質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

〇議    長  以上をもって田中議員の質問を終了いたします。 

 渡辺議員の発言を許します。渡辺議員。 

〇渡辺議員 おはようございます。市民の声連合の渡辺精郎です。傍聴の市民の皆様、寒い中大変

ご苦労さまでございます。今回も多くの質問を予定をしておりますので、市長におかれましては的

確に、しかも端的にお答えをいただきたいと思います。 

 

    ◎１、市長の基本姿勢 

      １、市長権能と教育委員会の関係 

      ２、「女児いじめ自殺」の隠ぺい事件の社会的影響と滝川市への波及問題 

 それでは、市長の基本姿勢から入りますが、まず１番として市長の権能と教育委員会の関係につ

いてでございます。まず、１点目でありますが、滝川市では教育長の任免について、特に罷免や行

政処分の概念が不十分ではなかったのではないですか。任ずる権能とともに罷免の権能が発揮でき

ない、これではいけないのではないかと思うわけであります。特に前教育長の６月の私に対する本

会議答弁は、女子児童のいじめ自殺事件に関する虚偽の答弁ではないでしょうか。指導审長とか教

育部長の措置と差があるのではないでしょうか。処分の遡及が考えられるのではないかと思うわけ

であります。退職という処置は極めて甘いのではないでしょうか、お答えいただきたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 罷免は、市長だけに与えられているものではなくて、住民の皆さん方にも与えられて
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いるわけでありまして、そういう事態にならないように公務にある者だれもが全力集中をしている

わけであります。ただいま虚偽発言についてのご質問がございましたけれども、私はそのとき、そ

のときに教育的な配慮も行いながら判断がなされていた。結果的にその対忚は適切でなかったとい

う問題はありますけれども、必ずしもこれは違法行為に結びつく、全く罷免に該当するというよう

な状況にはないということを認識をいたしております。私は、前教育長の辞任は、教育の信頼性を

欠いて、社会的批判を浴びるなど、滝川市全体の信用を失墜させた責任は極めて重いというふうに

思いますけれども、一方でその責任の重さを真摯に受けとめて、重い決断をし、辞任したいという

ことを表明したわけであります。一方では、大きな社会的制裁も受けているわけであります。さら

に、この退職に当たりまして、退職手当組合から支給された退職金については市に全額を返納する

ということでありまして、地方公務員の免職と同等の重い責任も負っているわけであります。私は、

そういうことから総合的に判断いたしますと、罷免に当たるものではないという認識をいたしてお

ります。さらに、処分について、退職した者を遡及して懲戒免職にするとか、こういうことは法的

に認められていないということをあわせてご答弁を申し上げます。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 ６月の答弁について、もう尐し精査をしたいわけであります。それは、市長はそのよ

うにおっしゃいますけれども、結果的には教育部長のさきのいじめ自殺のまとめと６月の答弁を比

較をしていただければ、はっきりするわけであります。原因は特定できないということだけしか答

えていないわけであります。私は、９カ月もたって、このいじめ自殺がどうなっているのかという

ことで極めて重大な質問をしているわけであります。前日、６月の２１日に遺書を手に入れており

ながら、そういうことは全く存在を隠して、遺族とのやりとりも全くない、しかもいじめとか自殺

という言葉も一切なかったわけであります。そういう答弁は、後からわかったとおりの隠ぺいとか

虚偽答弁ではなかったかと、こういうことをもう一度だけ聞きたいと思います。私は、罷免をしな

さいと言っているわけではありません。それは、ご承知のとおり、さきの臨時市議会でも総務部長

が図らずも答弁されました。教育長になったその時点から公務員だと、こういうことでの行政処分

というものがあるわけであります。だから、退職して社会的責任を負っている。今回に限り、それ

では極めて甘い処置でないかということで、もう一度市長、罷免とは言いません、行政処分の中で

こういうものに当たるのではないかと。法的なことは先ほどの市長の答弁でいいと思いますが、し

かしこれほどのことがあれば教育長としての教育公務員としての行政処分、これが考えられるので

ないかと。その段階を言っていただきたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 改めて申し上げますけれども、退職した者を在職中の事件のために懲戒処分にするこ

とは、あるいは懲戒免職にすることは、法律上許されていないということをご答弁を申し上げます。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 このことを繰り返しておりますと時間がたちますので、次にまいりたいと思います。

２点目であります。今回の滝川市教育委員会の混乱が日本の教育委員会制度を揺るがしている感が

するわけであります。その根本問題を市長としてどのように認識しているのでしょうか、そこにつ
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いてご見解を求めます。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 今回の出来事が引き金となって、とうとい命がまた失われているということについて

は、市長としても大きな責任を感じているところでありまして、滝川市においてこの問題が解決を

される、その最善の努力を尽くすことが責任を果たすことになるというふうな認識であります。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 緩やかな答弁でありますが、時間もありませんので、私から申し上げたいと思います

が、教育長が教育委員会に対して大事な問題をろくに報告もせず、教育委員長も問題視をしない、

追及もしない。形骸化した教育委員会の体質、これが問われているわけであります。厳しい指摘で

ありますが、教育委員会の来賓の体質、こういうものも根本問題と考えるのであります。 

 次、時間の関係で二つ目にまいります。女子児童のいじめ自殺の隠ぺい事件の社会的影響と滝川

市への波及問題についてであります。インターネットで３，０００通ほどのメールが滝川に届きま

して、その中では不買運動とか受験の折に不利ですよ、就職で差別されますよとか、滝川には行か

ないぞとか立ち寄らないとか、勝手なことでありますが、そういうブログが２１万通も飛び交って

いたわけであります。このピンチを切り抜けるには、やっぱり教育関係の条件整備が極めて大事だ

と、こういうふうに思うわけでありますが、市長の決意のほどを聞きたいのであります。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 メールは２，９００通余りいただきました。ブログなどで２１万通飛び交ったという

のは、どういう統計データなのかちょっとよくわかりませんけれども、ご質問のありましたような

ご叱責をいただいたり、それに関連してマイナス的な内容も数多くあったのは事实であります。し

かし、それだけではありません。今回の問題をしっかり解決して頑張れと、あるいはこういうふう

にしたらいいのではないかというご提言、こういうものも数多くありました。そういう中で、私ど

ももしっかりやりたいというふうに思っているところであります。尐なからず滝川市全体の信用に

関する社会的影響は、大きいというふうに思います。したがいまして、大変なピンチでありますけ

れども、このピンチにあって、何とかこれを解決する。つまりチャンスとして滝川の発展する道を

議員の皆さんとともに前向きにとらえて、しっかりやっていきたいというふうに思っておりますの

で、渡辺議員においてもひとつご協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 市長として日本一のいじめのない滝川市の教育をつくっていきたいと、こういうこと

でございますから、教育条件整備に努力されることを期待して、次にまいりたいと思います。 

 ２点目、移住定住のプロジェクト、これに及ぼす影響をどのように対忚するのでしょうか。総じ

て日本じゅうに振りまいた滝川市のマイナスイメージをどのように払拭するのか、今度は教育以外

の面での決意について、これの見解を求めたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 教育委員会において報告書もまとまりましたので、広く説明責任を果たすということ

が重要なことだというふうに思っております。市全体というか、私としても信頼回復のプログラム
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をしっかりと立てて、これを推進していくことが重要だというふうに思います。移住定住プロジェ

クトについては１号が決まったということで、移り住んでくださった方もいらっしゃいますし、こ

れまでもそういう方は数多くいらっしゃるわけでありますが、この間夏に来てくださった方が、冬

の状況もぜひ見てくださいというお願いを申し上げておりましたら、冬に来ていただきました。そ

こで、何名かの移住の話が既に進んでおります。住宅選びも始まっております。こういうふうに滝

川はいいところであると、ぜひ移り住みたいという方もいらっしゃるわけでありまして、ぜひとも

滝川市のいいところ、いいイメージ、反省するべきところは反省し、対忚すると、そういうことに

よって滝川市のイメージというものも逆に上がる面も出てくるのではないか、上がるように努力し

なくてはいけないというふうに思っております。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 そのとおりだと思います。ここに移住定住のガイドブックがありますが、これは７月

に発行ということで、さっそく舘企画課長から２０部いただきまして、東京の地方議員の仲間に送

りました。その中から、テレビで滝川のことを見たわということで、イメージが伝わってきた、と

ても団塊の世代に話ができないわという、こんな電話もございましたので、今後の参考にしていた

だければと思います。 

 

    ◎２、市立病院 

      １、市立病院改築を落札した「基本設計委託業者」の透明度を問う 

 それでは、次にまいりたいと思います。二つ目、市立病院行政の市立病院改築の落札をした基本

設計委託業者、この透明度を問いたいわけでありますが、１点目ですが、このたびの市立病院改築

の基本設計委託を落札した業者は美唄市において市発注の一般廃棄物最終処分場をめぐる入札にお

いて入札妨害事件で談合したとして１０月３日付で美唄市から最も重い２４カ月の指名停止処分を

受けている業者ということです。道内契約に関する指名停止要領からいたしますと、滝川市も適切

な判断としてはやっぱり指名停止に当たるのではないか、こういうふうに思うわけでありますが、

見解をお聞きしたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 美唄市は、美唄市としての適正な判断を行ったのでありましょう。滝川市は、滝川市

の指名停止要領に基づいて適正な判断を行ったのであります。その滝川市の指名停止要領は、それ

ではほかのまちと違う特殊なものかというと、そうではありません。国、公団等の主要公共発注者

から成る協議会が全国の公共発注者の統一的な基準として策定をした指名停止モデルをもとに定め

ているわけであります。その定めに基づいて、滝川市は適正な判断をしたということであります。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 とても納得できるものではないわけであります。ここに美唄市の競売入札妨害または

談合における指名停止基準をいただきました。もちろん滝川市のもいただきました。比較しても、

やはりそれは国土交通省から指導されているおおよその内容は全く同じと考えていいわけでありま

す。しかし、指名停止の期間は、美唄市が２４カ月が相当あるのに対しまして、滝川市は１２カ月
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が多いなと、そういうようなことがあるのですが、それは各自治体に任されていますから、市長の

答弁のとおりだと思いますが、しかし滝川市は適正な判断だということで、それはそれで仕方ない

と思いますが、しかし道内でも札幌市や旫川市、こういうところでも指名停止基準を厳しくしよう

という、こういう時期です。それから、この新聞の情報のとおりであります。全国知事会において

も指名入札は原則廃止という、もうこういう情勢であります。そういう意味で、極めて問題が多い

と思うわけであります。 

 ２点目にまいりたいと思います。ここのところは、極めて重要であります。ここに道内契約の指

名停止基準があるということは、先ほどの美唄市と滝川市のものなのですが、どちらの市でも共通

する基準の部分は、道内における競売入札妨害または談合の容疑により逮捕され、または逮捕を経

ないで公訴が提起されたとき、さらに期間については逮捕または公訴した日から何カ月以上何カ月

以内とかになっているわけであります。美唄市は、公訴、つまり書類送検されたので、２４カ月の

停止処分中であると聞いています。滝川市が委託を決めたのは、美唄市では書類送検されたが、そ

の件は不起訴、起訴猶予になったので、有効と言う市長でありますが、この基準を見る限り、不起

訴とか起訴猶予とか、そういう用語は全然ないわけであります。それでは、適正な措置と申します

けれども、そういうことが書いていないことをどのように判断して措置されたのか、この点につい

てお答えいただきたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 指名停止要領は、逮捕される。競売入札妨害もしくは談合の容疑によって逮捕される。

または、逮捕を経ないで公訴を提起されたときというふうに規定されているわけです。当該企業は、

逮捕されたのでしょうか、逮捕されなくとも公訴を提起されたのでしょうか。そうではありません。

起訴されることを指名停止の要件にしているわけです。したがって、起訴されていないのに指名停

止要件には当たらないと、そういう判断であります。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 その論議をやりとりしておりますといかほどでも時間がたつわけでありますが、よろ

しいでしょう、そういうふうにしておきたいと思います。しかし、公訴を提起されたのは、これは

美唄市も同じであります。ここで言っておきます。したがって、滝川市長の判断はそれでよろしい

と思いますが、よろしくないのですが、それはそれで公式記録にされます。しかし、美唄市として

は、公訴を提起されたときから２年間、２４カ月の停止ということになっているので、それについ

ては本会議答弁ということで、しっかりとご承知おきをいただきたいと思うわけであります。 

 それでは、３点目にまいりたいと思います。この基準を適用すると、公訴という書類送検の事实

があれば美唄市の措置が当然であって、滝川としては、これは他の市であっても国土交通省から同

じような基準でこうやって決めなさいと来ているのですから、やっぱりこれは灰色業者あるいは悪

徳業者、こういうことにはなりませんか。なぜこのような起訴猶予がつきまとう業者に市立病院の

基本設計を委託するのでしょうか。滝川市は、またまた不正疑惑の泥沼に進んでいくことを警告を

発しておき、市長の最後の責任ある見解を求めておきたいと思います。 

〇議    長  市長。 
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〇市    長 起訴猶予ということであります。ただ、灰色かとか悪徳業者とか、そういう判断が起

訴猶予の中に含まれているというふうには思いません。起訴猶予は、起訴猶予なりの司直の判断が

あったのでありましょう。私は、その判断に基づいて起訴されたものではないというふうに、結果

に基づいて判断を行ったわけであります。 

 それと、もう一つは、市立病院の基本設計業者の選定に当たりましては、公募型のプロポーザル

方式により業者を選定をいたしました。その場合に、有識者を含むプロポーザルの審査委員会にお

いて公正な審査をしていただいて、選定されたと、それを市長としても尊重したという中身であり

ますことを改めてご答弁を申し上げておきたいというふうに思います。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 それが滝川市長の責任ある見解として、ここに公式記録になりましたので、次の問題

に移りたいと思います。 

 ４点目であります。何回も申し上げますように、滝川市も美唄市も同じ基準。したがって、先の

方の一つの地方公共団体がそのような２年間の停止というようなことであれば、これは他の市でも

灰色業者、こういうふうにして見なければいけないと思うわけであります。昨年の江竜消防支署の

設計における入札談合疑惑の一業者ではないですか、この中の落札した業者は。いわくつきである

ことは明白であります。この業者とＪＶを組んでいる山下設計という業者ともども、これはやっぱ

り契約を解除すべきではないかと、こういうことをしっかり申し上げておきたいと思いますが、見

解を求めます。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 ただいまの見解は渡辺議員さんの見解であって、私の見解とは異なるものであります。

公共工事の発注は、公平、公正でなくてはいけない。行政処分に恣意性が働かないように、法律、

要領等で基準を定めているわけであります。美唄市には美唄市の今回の行政処分に対する合理性が

あったのでありましょう。その合理性イコール滝川市における合理性とはならないと、それはご理

解をいただかなくてはいけませんし、ほかの自治体でも美唄市のような対忚がなされたのかどうか、

私は寡聞にしてそういう情報を聞いておりません。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 それも聞いておきたいと思いますが、最後の５点目でございます。昨年来、田村市長

はこの種の本会議質問に業者の不正の疑惑を否定し続けております。これら一連の事柄で万一司直

の手が入って、灰色業者が現在の起訴猶予から起訴とか、そういう事態になったとき、市立病院改

築の基本設計委託を落札したこの灰色の業者を指名停止基準に該当しない、こういうふうにして見

解を示した市長の責任というのは極めて重いと思うわけでありますが、その責任の所在、これを明

確にしていただきたいと思います。市長からの見解を求めておきたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 何度も申し上げますけれども、起訴されるということになれば、これは指名停止処分

ということに基本的にはなるわけであります。そうされない限り、そのようなことにならないとい

うものであります。ただ、ここでちょっと補足的に申し上げておきたいと思いますが、それでは起
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訴された段階で契約しているものについての扱いをどうするのだと。これも定めとして決まってお

ります。契約済み事案にまで効果は及ばないということで定められているわけであります。ただ、

万が一、万々が一そういうことになった場合には、その段階での対忚でありますけれども、私はそ

ういう事实はないというふうに確信をしているところであります。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 それでは、市長がそのような確信を持たれているということで、この本会議答弁とい

うことにしておきたいと思います。 

 

        ◎３、除雪・排雪行政 

      １、迎える冬の除雪・排雪について、「除排雪民間組合」方式は市民サービス向上に 

        なっているか 

 それでは、次の問題にまいりたいと思います。３の除雪、排雪の行政であります。毎回行ってお

りますが、迎えることしの冬の除雪、排雪についてでありますが、除排雪民間組合方式は市民サー

ビスの向上に本当になっているのか、これについてお聞きいたしたいと思います。１点目でありま

す。ことしの冬も１１月の末からどか雪で始まりました。今一時小康状態でありますが、またまた

１月を迎えるわけでありますが、除排雪協同組合の完全民間委託を始めて二冬を経過したわけであ

りますが、９月議会で市長は民間オペレーターの技術の方も差があると、こういうことは認めまし

た。委託された民間業者が緊張感を持って市民サービスに努める作業の監視とか指導、この徹底を

ことしはどのように打ち合わせをしたのでしょうか、その点についてお答えいただきたいと思いま

す。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 オペレーターが新しく参入されると、機械を運転できるということだけでは全くだめ

ですから、現地事情もよくわからなくてはいけない。あるいは、除雪のテクニック、こういうもの

をしっかり身につけなくてはいけない。最低でも３年かかるというふうに言われています。全面委

託をすることによって路線もふえたわけですから、新たなオペレーターの育成ということも必要で

あります。さらに、なかなか過酷な仕事ですから、皆さんが寝ていらっしゃるときに、起きて一生

懸命働くわけでありますから、夜じゅう寝られないで待機ということも本当に多いわけであります。

そういう過酷な労働でありますから、やはりかわっていかれる方も多い。そういう中で苦労しなが

ら、企業の皆さんも私どももオペレーターの育成に努力しているわけであります。これは、現地指

導ということがあります。余りよくなかったところは、こういうふうにすべきだということで現地

で指導するというのが一つです。それから、もう一つは、私ども直営でやっていたときの職員が今

２人おりますから、この２人が徹底して現地における指導をやるということを行っております。あ

るいは、契約する段階で仕様書というのを組合と取り交わしますし、仕様書に基づいて具体的な指

導、現場ごとの各業者との個別の打ち合わせを行い、注意事項の徹底を図るということをやってお

ります。一方、除雪の方法という具体的なことではなしに、警察署でありますとか労働基準監督署

によります交通事故でありますとか労働災害でありますとか、こういうことも重要なことでありま
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すから、こういうことについても徹底を、例えば交通安全大会を開く、さらに具体的にご指導いた

だくということで取り組みをしているところであります。今後ともパトロールをしっかりやって、

適切でないところについては一層指導して住民サービスの向上に努めていきたいというふうに思っ

ております。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 わかりました。 

 それでは、２点目にまいりたいと思います。９月議会で、市長は除雪ロータリーの出動条件でご

ざいます１０センチメートルの降雪、これにつきましてことしは町内を限って、どこか１５センチ

メートルで試行してみようかと、こんな示唆がございましたが、例えばこの見返りに１回排雪をふ

やすなんていうと、その町内はきっと歓迎すると思うのですが、この試行をどんなふうにやろうと

しているか、あるいは決まったのでしょうか、ご見解を求めます。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 私が前回の議会でご答弁を申し上げたのは、基本的に１５センチメートルで出動する

ようなことをすると实質的には圧雪状況になって、最近暖冬も多いし、ざくざくになって車が入れ

ない、そういう状況が生じてくる。住民の皆さん方に、冬期の除雪、行政サービスという意味では

マイナスになるのではないかということを申し上げたつもりであります。しかし、現实に圧雪状況

であってもそういう状況にするという選択があるとすれば、それは私はすばらしい選択だと。した

がって、行財政改革の中で除雪経費を削減する。片一方では、除雪サービスのサービス低減を図る、

低下させる。そういうことを前提での圧雪ということは、地域の皆さん方がまとまっていただけれ

ば、それはどういう方法がいいのかということで相談させていただきますと、こういうことを申し

上げたわけであります。私は、圧雪状況にして排雪の回数をふやすと、そういう選択は全くないと

いうふうに思っております。ただ、最近空知管内でも、極めて行政サービスを行うための資金難で

あるということで、１０センチメートルから１５センチメートルに変えたところがありました。こ

のままだと明らかに行政サービスの低下であります。私は、そういうことにならないように、基本

的には１０センチメートルで出動するということを維持していきたいというふうにご答弁したとこ

ろであります。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 そういう考えだったということでよろしいかと思いますが、試行をしてみるというこ

とは实験です。そういうものは、やっぱり大事でないかと思っております。 

 ３点目にまいりたいと思います。排雪場とダンプカーの困難性あるいは経費節減から、身近な町

内での地域近隣排雪所の構想についての進展はいかがでしょうか。本町のところのあるパチンコ屋

のやめたところ、そこに町内等が随分たくさん排雪をして、大変助かっているのではないかなと思

いますが、ああいうようなところを有効に利用すると相当の経費節減になるのでないかと、こうい

うふうに思うわけですが、いかがでしょうか。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 雪捨て場の問題は、頭が痛い問題です。したがいまして、何度もご答弁申し上げてい
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るわけでありますけれども、地域の皆さん方でお互いに地権者との了解の中で捨てさせてほしいと

いうことで了解が得られるならば、それは雪捨て場というのが適切かどうかわかりませんが、堆雪

スペースとしてはいいのではないかというふうに思います。ぜひ自主的な動きとしてやっていただ

きたいというふうに思います。ただ、勝手に行われることによって、行政に現实に苦情もあるわけ

であります。それが農地でありますと、ごみ、空き缶が春になったらまき散らされていると、ある

いは雪解けが遅くて農作物の作付がおくれると、こういうことがないわけではないわけでありまし

て、こういう問題についてしっかりと地域において対忚していただきたいものだと。行政において

問題解決をする部分があれば、それは行政の役割も場合によっては果たさせていただきたいという

ふうにも思っております。ただ、これから除雪、排雪というのは、もう避けられない。ますます要

望は高まってきますし、これは例えば宅地開発指導要綱等で堆雪スペースの扱いをどうするのかと

いうことについては、今後新たな開発をする場合の課題として検討していきたいというふうには思

っております。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 そのとおりだと思います。これも町内会にお願いするなど、あるいは山になったとこ

ろは雪が解けるのが遅いと、野菜をつくるのに、どうしてくれるのだというようなことでは、何回

も私が申し上げていますように重機をもってグレーダー等で１回揺り動かすだけで相当違いがあり

ますし、ごみ等は町内会等にお願いをして除去する、そういう努力がやっぱり必要ではないかと、

こういうふうに思うわけであります。 

 

        ◎４、教育行政 

      １、女児いじめ自殺事件のこの１年間を総括する 

      ２、教育委員会制度を揺るがせた滝川市教育委員会のあり方を問う 

      ３、再び校舎セキュリティについて 

 それでは次、教育行政の方へまいりたいと思います。先ほど田中議員からも質問がありましたよ

うに、女子児童のいじめ自殺事件についてのこの１年間を総括したいと思います。先ほどは市長の

方の見解でありますが、今度は教育委員会自身であります。１点目でございます。いじめによる自

殺事件から１年以上もたって、原因はわからない、いじめと特定できない、遺書ではなくて親や友

達への普通の手紙だと、こういうようなことでずっと議会や記者会見などでも虚偽の報告をしてい

て、結局は隠ぺいをしていた、こういうことになるわけであります。教育委員会としての組織全体

としての責任も極めて重いと思うわけであります。先ほども市長に申し上げました。私の６月にお

ける本会議質問、このときにしっかりと本当のことを答弁をされていたら、こんな事件にならなか

ったと思うわけであります。あのようにはぐらかしと、そして虚偽の答弁をした。こういう立場で

あると、こういうふうに思うわけでありますが、前教育長の発言、本会議でやったわけですから、

その内容は精査したと思います。ぜひ訂正と謝罪の方を、これは教育委員会に要求をいたします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 ６月議会におきます渡辺議員の質問に対しましては、答弁としまして、原因を特定す
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るまでには至っておりません、引き続き調査を継続しておりますというふうに答弁をしております。

先ほど市長のお答えにもありましたとおり、その時点での原因の調査の状況ということで、その時

点の判断というふうに思っておりますので、虚偽には当たらないというふうに思っております。し

かし、結果から見て、教育長としての説明責任を十分果たしていたとは言えないというのは事实で

あります。これらのことから、１０月５日に一連の対忚への適切さを欠いたということで市民や全

国の皆さん、議会の皆さんに対して既に謝罪をしたものというふうに考えております。 

 以上です。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 部長のただいまの後半の方は、納得いたしました。しかし、前半の方、先ほどの市長

と同じなのですが、もう一度申し上げます。６月の時点で６月の２２日の私の本会議質問と１０月

の初めの遺書なるものが遺族からマスコミに出た、その時点でどんなふうに情勢が変わったのです

か。何にも変わっていないと思います。一切変わっていなかったと思いますから、その前半のとこ

ろの部長の答弁については、やはり今回のまとめ報告と前教育長の議会の答弁は違ったということ

を、前半のところをはっきりとそのようにして認定をしてください。お願いします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 報告書の方にも書かせていただいておりますとおり、そのとき、そのときの判断が異

なったということでございます。それは、第２、第３の悲しい出来事が起きないように配慮すると

いうこともあって、最後まで遺書の内容についての公表をする時期の判断を誤ったと、あるいは遺

書の内容を説明をする際に教育的な配慮の部分もあって、遺書の内容については十分な報告をして

こなかったということでございます。それは、そのとき、そのときの判断ということであったかと

思いますが、結果から見ると公表の仕方あるいは内容について言えば、隠ぺいだというふうに言わ

れても仕方ないものであるという結果であったというふうな認識はしておりますが、そのとき、そ

のときの判断としては決して隠ぺいをしようという判断のもとで行ったものではないというふうに

考えております。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 もう一度だけ質問したいと思います。１０月の時点と６月の時点で何にも情勢は変わ

っていないと先ほど申したわけであります。その時点、その時点ではないのであります。６月から

１０月までにどんな進展があったのでしょうか。これで解決すると思います。６月の時点と１０月

の１日としましょうか、その時点でどんな情勢が変わりましたか。その時点、その時点でない。つ

まり６月の時点でもしっかりと隠ぺいは隠ぺい、１０月の１日の段階でもまだ隠ぺい、同じではな

いでしょうか。ここを聞きたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 ６月のご質問いただいた時点、あるいは遺書のコピーを入手した時点、それから１０

月の１日、新聞報道あるいは２日の日の記者会見の時点ということでいいますと、内容として何が

変わったのかと、その中の判断としては何も変わっておりませんので、６月の時点でも１０月の時

点でも同じ申し上げ方をしたということでございます。その時点、その時点の判断というのは、６
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月の時点も１０月の時点も同じ判断をしたということでございます。ただ、それが結果として適切

であったかどうかは別の問題でありまして、その間に何かが動いて、別の判断をしたということで

はございません。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 ということで、そのように何も変わっていない。したがって、６月の時点でも１０月

の１日も同じと、こういうふうにして判断をしたいと思います。 

 ２点目にまいります。それで、その最大の問題は、自殺をしなければならなかった女子児童の心

をないがしろにした、こういうことではないかと思うわけであります。遺族の気持ちを踏みにじっ

てまいりましたこの１年間のツケが今回の騒動になったのではないでしょうか。この１年間に病院

への見舞いとか葬儀とか、その後の遺族に対するケアや慰霊の状況、テレビに映った以外のことで

いろいろあると思うのですが、そこを市民にしっかりと報告していただきたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 今回の事件に関しましては、学校あるいは教育委員会とも事件発生当日から病院に出

向きまして、当該児童のご家族の方にお見舞いを申し上げてきたところでございます。その後、状

況が進展をするまで当分お見舞いは控えてほしいというような遺族からのご要望がありましたので、

控えておりました。また、１月に亡くなられた際には、ご遺族の意思で密葬という形で行われまし

たので、ご自宅へ訪問し、お花を届けてきた。あるいは、四十九日のときにもお参りをさせていた

だいております。また、学校の職員につきましては、月命日にお参りをしているところでございま

す。また、今回の報告書をまとめるに当たりまして、遺族の方と数回にわたってお話をさせていた

だいております。本件にかかわる学校あるいは市教委への要望、質問等につきましても、できるだ

けお答えをしているところでございます。市教委としまして、新しい体制でまだ正式なお参りの方

はさせていただいておりませんので、その部分につきましてはご遺族の方にお願いをしているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 では、この後も遺族に対しましてしっかりとケアとか慰霊の精神を忘れず、よろしく

お願いしたいと思います。 

 それでは、２番にまいりたいと思います。教育委員会制度を揺るがせた滝川市教育委員会のあり

方を問うものであります。１点目、今回のいじめによる自殺事件が５人の教育委員会の席上では余

り議題になったことがないという事实であります。空知教育局とか北海道教育委員会は、素早く

内々にこの遺書の一部まで報告しておりながら、みずからの滝川市教育委員会に報告や意見聴取、

議論、方向の確認もしなかった前教育長に対して、残任の教育委員はみずからの反省とともに、弾

劾の声明発表、こういうものが必要ではないでしょうか、ご見解を求めます。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 今回の事件に関しまして、教育委員会議におきまして事務局から事件の経過や対忚策

について数回にわたり報告や審議を行ってきておりますが、遺書の内容等については正確な情報提
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供が行われなかったことから、事件の解明や踏み込んだ審議がなされなかったという点につきまし

ては、議員さんのご指摘のとおりだと思います。前教育長は、一連の経過において、教育委員会あ

るいは議会、市民に対しまして正確な情報を開示してこなかったということは、辞任の理由の一つ

として重い責任をみずからとったということでございます。また、残任の教育委員からの弾劾とい

うことでございますが、今回の事件に関して教育委員長も会議を主宰する立場としての責任から辞

職をした。あるいは、他の教育委員も同じように責任をとるという形で２カ月分の報酬辞退を申し

出ております。これは、教育委員会として、前教育長あるいは前教育委員長の責任を問うというも

のではなく、教育委員会全体としての責任というふうに受けとめているところでございますので、

残任の教育委員からの弾劾という部分については、みずからも非があるということでございますか

ら、なじまないものというふうに考えております。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 それでは、２点目にまいりたいと思います。教育委員は、教育の専門以外の人が任命

されていることが多いわけであります。しかし、役柄に与えられた課題、状況に対して教育長の報

告とか提案頼りでは、結果的にみずから制度を崩壊することになるのではないでしょうか。反省と

今後のあり方を問いたいと思います。教育委員会のトップが不在の今こそ、しっかりと検討すべき

ではないかと思いますが、見解を求めます。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 教育委員の選任につきましては、田中議員さんへの答弁でお答えしたとおりでござい

ますので、省略をさせていただきますが、もともと教育委員会の教育委員の選任に当たっては、教

育行政あるいは学校運営が教員などの教育の専門家だけの判断に偏ることがないように大所高所か

ら広く社会の常識あるいは住民のニーズを政策に適切に反映するための制度であるということから

の教育委員の選任の仕方になっております。ご理解いただきたいというふうに思います。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 そういうことで、３点目にまいります。議会対忚のすべてが教育長の対忚と権限、責

任、こういうふうに今までなっていたところが極めて問題ではないかと思うわけであります。教育

委員長も本会議出席の恒例化、これをぜひ实現させるべきではないかと思うわけですが、見解を求

めます。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 現状のところは、教育委員長につきましては教育行政執行方針あるいは新年度の予算

審議がある毎年３月の第１回定例会の初日のみに出席をしております。本会議への恒例化というご

要望につきまして、近隣等の状況も見ながら、今のところは不在でございますので、今後選任され

る教育委員長にもお諮りをしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 そのような方向でぜひ善処されていただきたいと思います。 

 次は、最後に校舎セキュリティーについてであります。９月議会においても、旧式学校セキュリ
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ティーについて解消できない教育長の手腕が手詰まりの段階を迎えているのではないかということ

で、教育長の職を賭して实施に力を入れるべきであると、こういうふうにただしたわけであります。

前教育長は、学校の校長、教頭などの管理職に任せる方式を解消する考えを示しませんでした。本

来警備会社等のセキュリティーのような業務を管理職にお仕着せをしておりますから、児童生徒の

命にかかわる教育本来の子供の指導に目が届かなくなると、こういうことも十分あるのではないで

しょうか。警備保障会社へのセキュリティーの試算額も済んでおります。この際、速やかに予算化

を市長部局と協議すべきではないかと、こういうふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 校舎のセキュリティーに関します基本的な考え方につきましては、９月の定例会で答

弁をしたとおりでございます。校舎にセキュリティーを設置しているところと比べて、確かに管理

職の負担が大きいという部分については理解をしているところでございますが、限られた予算の中

で尐しでも児童生徒の教育活動を直接高めるということに向けたいというふうな基本的な考えは変

わっておりません。そのために、今直ちに設置する考えには至っておりませんけれども、予算化に

向けて市長部局とは協議をしたいというふうに思っております。 

〇議    長  渡辺議員。 

〇渡辺議員 では、予算化の方を市長部局としっかりと協議をされていただきたいと思います。 

 最後に、物言えぬ教頭あるいは校長、特に教頭先生方は滝川の学校勤務は極めて地獄だと、こう

いうふうにして申しているわけであります。速やかに解消することを求めて、ぜひ日本一いじめの

ない滝川市の教育の条件整備、この辺にしっかりと努力をしていただくということを申し上げて、

質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議    長  以上をもって渡辺議員の質問を終了いたします。 

 この辺で昼食休憩に入りたいと思います。再開は午後１時１０分といたします。休憩いたします。 

 

休憩  午後 ０時０６分 

再開  午後 １時１１分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 清水議員の発言を許します。清水議員。 

〇清水議員 それでは、通告順に従いまして、質問を行いたいと思います。 

 

    ◎１、財政問題について 

      １、景気への認識、市民の収入はよくなっているか。 

      ２、一時借り入れ３５億円の評価と縮小見通し 

      ３、タッグ計画の２０１０年単年度黒字達成の見通し 

 まず、財政問題についてですが、景気への認識、市民の収入はよくなっているのかということで

お伺いをしたいと思います。市政の根本は、市民生活です。政府は、いざなぎ景気を超えたと述べ、
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戦後最長記録を更新したと言っています。大企業が空前の利益を上げ続けていることは事实ですが、

正社員のリストラとパート、派遣雇用の拡大、工場の海外移転の効果です。一方で、来春卒業予定

で就職希望の生徒の３割が就職未定と言われ、雇用や生活は不況の底が見えず、国民にとっては戦

後最長の不景気ではないのか。市政の根本の滝川市民の収入、雇用は、戦後最高なのか、それとも

下がり続けているのか、市長としての把握を伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 景気は、何々景気を超えたというのは、景気の谷から山までのことを言うわけであり

まして、この谷が低いのか、山が高いのかと、それが景気の生産性あるいは所得へどう影響するか

ということを大きく規定するものだというふうに思いますが、ただ期間が長いということだけで左

右されるものでもないというふうに思いますが、この間都市と地方の格差は、私は大きくなったの

ではないかという感じを持っております。景気の動向について数字で評価するというのは、統計情

報がないだけに難しいのでありますけれども、例えば有効求人倍率、滝川市では過去１０年間、平

成１１年度で０．４７、これが底でありました。平成１８年１０月では１．０５と、これは全国で

あります。全くここには及んでいないわけでありまして、滝川公共職業安定所がまとめている滝川

管内の数字、滝川管内といいますのは滝川市、赤平市、芦別市、新十津川町、石狩市の浜益区のこ

とでございますが、有効求人倍率、平成１０年度は０．３２でありました。これも底でありました。

それが平成１８年１０月、０．４７、有効求人倍率は、全国には全く及びませんけれども、かなり

好転しているという状況があるというふうに思います。 

 それから、もう一つは、市民の収入状況ということでありますが、平成１３年度から１７年度ま

での間について国と滝川市とを比較してみました。市民税の賦課状況から１人当たりの所得を割り

出して比較してみるわけでありますけれども、毎年度前年比でマイナスという状況があります。た

だ、これは滝川市だけがマイナスということではなくて、全国平均でもマイナス傾向であります。

ただ、この地方のマイナス幅が大きいと、したがって滝川のマイナス幅も全国平均よりは大きいと

いうことであります。平成１３年から１７年度の１人当たりの所得を比較いたしますと、滝川市は

マイナス６．５７パーセント、全国平均はマイナス４．８０パーセント、そういう状況がございま

す。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 まず、市民の实態としては、今の統計数値はそういった数値の出し方もあると思うの

ですが、これは北海道の資料で道内全体でどうかということで、家計調査で言えば１世帯の収入は

この５年のうちに平均で５３万から４４万に落ちていると。さらに、非正規労働者は、この１０年

間に２３パーセントから３５パーセントに増大している。また、国保の滞納者はこの１０年間に３

倍など、市民生活は確实に景気に反して下がり続けているということが確認できたと思います。一

方、そういう中で滝川市の財政の今後の見通しという中で一時借入金３５億円、これもいろんな形

で出されておりますので、たしか広報の数字を拾って出させていただきましたが、３セクあるいは

特別会計等、これのタッグ計画期間中の縮小見通しについて伺います。 

〇議    長  市長。 
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〇市    長 タッグ計画上、一時借入金の額の削減目標は定めていません。ただ、基本的に一時借

入金はこれまでに削減してきましたし、これからも削減する予定であります。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 今回の補正予算でも約３億４，０００万ですか、これを起債でもって一時借り入れか

ら脱しているということも含め、２０１０年度にどこまでいくのかという具体的な見通しを伺いま

す。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 ただいまも申し上げましたように、タッグ計画上は一時借入金の削減目標額を定めて

いません。したがいまして、今のところ２０１０年度に何ぼに削減するのかということを明確にお

答えすることはできません。ただ、これから地方交付税も、地方財政計画を中期的なものを立てよ

うではないかというのもなされていますから、これからは滝川市においても、地方財政計画の中長

期的なものができれば私どもとしてはそういうものも考えていかなくてはいけないというふうに思

います。念のために、一時借入金の残高は、平成１０年度は４５億円でありました。１７年度は３

５億円でありました。１０億円この間に削減してまいりました。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 財政問題については、先ほどの田中議員へのご答弁で、次の項目のタッグ計画の中で

の指定管理者化による収支改善、これはこの年度で１，８００万と、残る４年間でどの程度の効果

額あるいは人件費、どの程度一般職職員あるいは嘱託職員がこれらの施設から外れるのかについて

伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 田中議員のご質問でもご答弁申し上げましたけれども、タッグ計画期間中における達

成目標、これはさらに１９年度からやらなくてはいけない部分にあわせて、新たに１億３，０００

万円ぐらいの改革はやらなくてはいけないと。そうしなければ、平成２２年度終わった段階での安

定的な単年度黒字ということにはならないというふうに想定をしております。したがいまして、こ

れまでやってきたことに加えて、さらなる改革が求められると、そういう意味ではコストの低減と

いうものもさらにやっていかなくてはいけませんし、陳腐化した事務事業の再編ということもやら

なくてはいけません。あわせて、新しい時代に対忚するために必要な事業についてはやっていかな

くてはいけないと、そういう基本姿勢で臨みたいというふうに思っております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 効果額ということで、通告でも何名程度の正職員あるいは嘱託職員がこれらの施設か

ら配置転換になっていくのかということもお聞きをしておりますので、答弁お願いします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 ただいまのは、指定管理者制度に関係してのご質問ですか。 

（「そうです。その効果です」と言う声あり） 

〇市    長 指定管理者制度について、これからもいろいろ具体的なご質問もございますから、所

管からのご答弁もありますことをあらかじめお許しをいただきたいというふうに思います。来年度
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から５件８施設に指定管理者制度を導入するということにいたしたところでございますけれども、

先ほども１，８００万円余の財政効果額を生むということでありますけれども、その具体的な内容

については所管からご説明をさせていただきます。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 大変失礼しました。効果額のうち、市の直営から指定管理者制度ということで現在５

件８施設に係る正規職員でございますけれども、正規職員は３名、嘱託職員は９名ということでご

ざいます。 

 以上です。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 確認しますけれども、保育所と社会福祉事業団の分は含まれていますか。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 今回議決いただいた５件８施設につきましては、保育所等事業団関係の施設は含まれ

ておりません。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 余りここで時間とりたくないのですけれども、タッグ計画期間中で、指定管理者か事

業団等に今は派遣していますけれども、そこから配置転換することも当然あるわけですよね。そこ

を聞いているのですけれども、今年度でなく、あと４年間でどれぐらい見込んでいるのかというこ

と。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 タッグ計画の期間中でございますけれども、職員は平成２３年の当初で３５０名とい

うことで正規職員は見込んでおります。その中で、指定管理者制度、さらにまたアウトソーシング

ですか、あるいはまた脱正規職員化、そういうことを含めて職員は３５０人体制というふうに想定

をしております。 

 以上です。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 明快な答弁が得られませんので、次に移りたいと思います。タッグ計画中の最終年度

黒字達成については田中議員へのご答弁で示されましたので、次に移ります。 

 

    ◎２、契約の透明化・公正化 

      １、他自治体で起訴猶予になった業者との契約について 

      ２、公募型、簡易公募型入札の評価 

      ３、分離・分割発注 

      ４、公正入札と市職員の再就職制限 

 ２件目の契約の透明化、公正化です。まず、１項目め、他自治体で起訴猶予になった業者との契

約について。美唄市の入札で競売入札妨害罪で書類送検され、起訴猶予になったドーコンに対し、

市は現在二つの契約を発注しています。一つは、滝川市立病院の基本設計業務、７，０００万と書
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いておりますが、これは予算時は５，６００万円でした。もう一つは、使用済みの食用油の燃料化

事業、これは約６００万。この業者は、起訴猶予、これは嫌疑不十分ではありません、であり、マ

スコミでは、札幌地検の記者会見で談合では従属的立場だったと報じています。市の規定では、逮

捕または起訴などの場合に指名停止となっていますが、明らかに談合に加わっていたことについて、

この業者から事情聴取し、何らかの処分、注意、警告などをする必要があるのではないでしょうか。

渡辺議員へのご答弁はございましたが、起訴猶予の中身についてはもう一度、先ほどの質問と違う

角度でございますので、ご答弁をお願いいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 さきのご質問に対しては、明快にお答えしているのではないでしょうか。ただ、どう

もご質問の趣旨をはかりかねるという部分もございますし、必ずしも通告の中身そのものではない

と。これは、明確にご答弁申し上げておりますので、誤解のないようにお願い申し上げたいという

ふうに思います。 

 それから、ただいまのご質問についてでありますけれども、不起訴となるという要件はいろいろ

あるというふうに思います。明らかに罪とならないというものもあるでしょうし、嫌疑がないとい

うものもあるでしょうし、嫌疑不十分というのもあるというふうに思います。ただ、今回の場合に

ついては、起訴猶予ということであります。起訴猶予は、ご質問のありますように被疑事实は明ら

かだと。しかし、さまざまな状況によって、さまざまな状況というのは被疑者の性格でありますと

か、あるいは年齢、境遇、これは個人の場合を含んででありますけれども、犯罪の軽重であります

とか情状、あるいは犯罪後の状況、そういうものによって訴追を必要としないという場合に起訴猶

予という判断が行われるわけであります。滝川市の指名停止要領の運用指針によりますと、停止要

件に該当しない事案であっても、必要があると認めるときは書面または口頭で警告または注意の喚

起をすることができるというふうに規定いたしております。ただ、これは、基本的には当市の発注

の事案など、事件内容を掌握できるというものに関してでありまして、ほかのまちで行われたとい

うことについてこういうことを行うということを基本的に考えて規定したものではありません。今

回の事件において、当市は不正行為があったか否かということを調査する権限は有していないと。

したがいまして、起訴猶予に至った経緯そのものはわかりません。起訴猶予という事实をもって警

告または注意の喚起を行う考え方はありませんし、そのような判断を行ったということであります。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 刑事法事典によりますと、起訴猶予については、起訴するに足る証拠があり、訴訟要

件が備わっている。しかし、起訴の必要がないことを理由としてなされる不起訴処分と。起訴便宜

主義のもとで検察官の裁量によって行われる処分ということで、ドイツなどではこういったものは

ないと、こういう条件が備わっていれば必ず起訴して、裁判で判断をすると。日本の法律では検察

官が裁量権を持っているというところがこの特徴なのですが、いずれにしましても競売入札妨害罪

が成立するためには談合が起きていたということが証明されて、未来開発の役員２人が逮捕されて

おります。今回ドーコンが談合に加わっていたかどうかということについての認識を伺います。 

〇議    長  市長。 
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〇市    長 執行猶予ということでありますから、談合の事实はあったということを判断したとい

うふうに認識をいたしております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 談合があったというふうに答弁されました。こういった業者が实は市立病院で１０月

４日にプロポーザルの参加業者が２者選定されているのですが、この件以降については話すだけで

は尐しわかりづらいので、資料を用意したのですが、議員及び理事者の皆さんに配付することにつ

いて議長のお許しを得たいと思いますが。 

〇議    長  では、今事務局が配付します。 

 それでは、清水議員。 

〇清水議員 まず、ただいまお配りをした資料１を見ていただきたいと思います。これは、大阪府

建設工事等指名停止要綱、本年度９月１日に改正されたものです。先ほどの渡辺議員へのご答弁で、

滝川は滝川だと、滝川の要領は特殊ではない、全国の停止モデルをもとにということですが、この

裏の資料５を見ていただいてもわかりますように、今急速にこの入札制度が変わりつつあると。資

料の５の②を見ていただきたいのですが、黒い丸印をしてあります。談合した業者は、１年以上入

札参加停止にする。こういう形で、起訴とか起訴猶予とか、そういったことでないことがどんどん

進んでいると。それで、大阪府の要領は、２カ月前にこういった要領ができています。上の方から、

②ですが、書類送検の時点で指名停止処分を発したり、しかし⑩では最後に起訴猶予になった場合、

その指名停止の期間を半分に短縮することができると、こういったことで起訴猶予に対してはきち

んとこういう形で要綱化していると。大阪府というのは、人口１，０００万には足りませんが、２

番目に大きな都道府県ということで、これが今の日本の流れだというふうに私は思うのですが、市

長に起訴猶予についてどのように見るか、また起訴猶予の業者が今後も含めて入札参加にふさわし

いというふうにお考えかどうか伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 先ほどの答弁で起訴猶予と言うべきところを執行猶予と言ったそうであります。これ

は起訴猶予の間違いでありますので、おわびして、訂正をいたしたいというふうに思います。 

 起訴猶予は、不起訴であります。不起訴は、滝川市の基準に対しては指名停止に当たらない、そ

ういう判断であります。いろんな世の中の流れというのは、資料にいただきましたようにあるだろ

うというふうに思います。私どもは、国等が関与する協議会において適切な方針が示されれば、そ

れを基本に物事を考えていきたいというふうに思っております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 今市民が求めているのは、公正、透明な入札にいかにしていくかということで、９月

１日にこういうものが大阪府で出されていると、こういったことや、資料の裏を見ていただきます

と１０月４日にプロポーザルの参加業者を決めているのです。３日後、１０月７日の新聞報道が資

料③、これは道新の７日付です。こういう形でドーコンが書類送検されたことが報道されています。

こういう中で、審査委員会の事務局はこれを審査委員会に対してどのように報告したか、あるいは

どのように調査をしたかについて伺います。 
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〇議    長  助役。 

〇助  役 審査委員会、職員会議ということで私が委員長になっております。私の方から、その

報道されたことに対して、今回忚募があることを含めて、うちの指名停止基準ではどうなっている

かという判断のもとで、私どもの要領の中では起訴または不起訴の判断でしていることであります

から、不起訴ということの中で指名停止に当たらずという委員長としての判断であります。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 今末松審査委員長の立場で、また助役の立場でご答弁されたのですが、委員長はいつ

これについて報告を受けましたか。 

〇議    長  助役。 

〇助  役 報告を受けたのでなくて、新聞報道されたことによって事務局を含めて確認した点で

あります。その根拠はどうする、うちの要綱ではどうなっているということの中で私が委員長とし

て判断したということです。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 新聞報道ですから、遅くても１０月１１日にはお知りになっていたと。改めて助役、

またプロポーザル審査委員長としての末松さんにお聞きいたしますが、起訴ではない、起訴猶予処

分とはいえ、談合に参加していたという認識をこの当時持っておられましたか。 

〇議    長  助役。 

〇助  役 談合の関係で議論がされて、報道がされたのだと思っています。私どもとしては、そ

の新聞報道に対して、当市の事案としてどう判断するか、それを起訴、不起訴という判断でしたと

いうことでご理解いただきたいと思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 この問題が具体的にどの程度の重さを持つものかということを資料４でお伝えしたい

と思います。これは、深川の談合事件です。ご存じのとおり、参加したすべての業者が逮捕されま

した。しかし、これは約１週間前の道新ですが、贈収賄に絡んでいない、あるいは落札をしていな

い業者については、処分保留のまま釈放と。聞くところによりますと、不起訴になるのではないか

と、起訴猶予になるのではないかとも言われています。ですから、検察も統一的な起訴に対する態

度をとるとすれば、ここまで談合をしっかり認めて逮捕までされた業者が不起訴になった時点で、

滝川市の場合これらの業者は指名停止は解けますか。 

〇議    長  助役。 

〇助  役 基本からお話ししないといけない。刑法、憲法の流れから、罪刑法定主義から、類推

適用してはいけないだとかさまざまな論点の中で、それぞれ募集を行うとかが出てきていると思っ

ています。その中で構成要因が該当するとして、構成要因として私どもの判断は起訴か不起訴かで

あると。ただし、処分後に起訴猶予に相当しない事情が生じた場合に、公訴の時効が完成しない限

り改めて公訴を提起することができるということもありますから、公訴がされた、そこで起訴とな

った場合には指名停止をするということにもなると思っています。 

〇議    長  清水議員。 
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〇清水議員 深川の場合は逮捕と、美唄の場合は書類送検と。書類送検と逮捕の場合は、書類で送

検するか、体というのですか、という違いだけだそうです。ほとんど法的には差はないということ

なのです。しかし、現在の指名停止要領においては、歴然とした差があると。しかも、同じ談合に

加わっていても、起訴されるというのと起訴猶予であるのとでは歴然とした差がある。しかし、今

例えば深川市民が、これがもし起訴猶予になったときに指名停止を完全に解除するというようなこ

とがあれば、果たして納得するのかというふうに私は思うのです。明らかに談合に加わっていたと

いう業者をこれから１００億円をかけて建設をしようという、その基本を設計する、これを任せる

ということについて、危険だなと、きちんと調査しなければいけないなと、慎重に進めなければい

けないなというふうに思うのが当然だと思うのです。審査委員会では、そういうような話をされた

でしょうか。 

〇議    長  助役。 

〇助  役 審査委員の中では、議論はこの点についてはなかったです。ただ、清水さん、指名停

止と契約解除というのは別途であると思っていますので、その辺はお含みいただいていると思いま

す。私どもは、要領に基づいてやっております。その要領の区分で指名停止と指名停止をしない区

分は何ですかということで、起訴と不起訴という区分で分けていますということ。その中間のグレ

ーだとか何かということではないのです。起訴か不起訴かということで私どもは区分しているとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 この問題では、大阪府で始めていることもそうですが、８月には検事総長が、そして

１１月には警察庁長官が談合についての捜査やそういったものを強化しなければならない。そして、

この１２月には全国知事会が都道府県の要綱を強化すると。こういう中で、起訴と起訴猶予にこだ

わりつづけるのではなく、談合に加わったかどうかと、こういった事实をもって滝川の要領も変え

ていくということについてのお考えを伺いたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 談合は、あってはならないことでありますし、行われないように制度改正をしていく

ということは必要なことであります。そういう意味では、滝川は入札基準について極めて制度的に

もしっかりやっている方だと思います。率直に言って、滝川はどういうふうにやっているのだ、見

習いたいというところも多いのです。わざわざ来られる。そういうことをご理解いただきたいとい

うふうに思います。いろいろ問題があって、特筆すべきことをやっておられるところもきっとある

でありましょう。しかし、私どもは、公正、公平、そういうものを確保するためにも、先ほど申し

上げたように国等が示した基準に基づいてやっていくのが適切でないかということを言っているわ

けであります。関係機関が談合のないような厳しい対忚をとるというのは、それは好ましいことだ

というふうに思います。しかし、一方で、ただいま助役から申し上げましたように、やはり定めは

定めなのです。例えばことしの５月の閣議でこういうふうに決定されているのです。これは、公共

工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針ということであります。いまだ指名停

止措置要件には該当していないにもかかわらず、指名停止措置要件に該当する疑いがあるという判
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断のみをもって事实上の指名回避を行わないようにしなさいと、こういうことであります。こうい

う公平委員会の考え方についても、例えば立入検査の報道等の段階で行う指名回避の運用は是正す

べきであるということでありますとか、あるいは統一制度をつくるために公共工事契約制度運用連

絡協議会、これは国もかかわっているわけでありますけれども、こういうところにおいても閣議決

定されたような基本の考え方が示されていると。私は、定めは定め、ただその定めは時代の状況に

よって公正、公平でなくてはいけないというふうに思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 市長の言うとおり定めは定め、時代に合わせてやっていただくということを求めます。

５月の国の状況、その後福島県以降３県の知事のこの問題での逮捕、こういう経過を見れば明らか

に５月のはもう完全に陳腐化していると言っていいと思います。最後に、今回の契約については、

こういう約款があります。この約款には、具体的に例えばドーコンがもっと進んだ処分が他自治体

等で、あるいはこの自治体で行われてもなかなか解約できないのかなというふうに思いますが、定

めは定めですが、時代に合わせるということで、これについても見直しを求めて、次の項目に移り

ます。 

 公募型、簡易公募型の入札の評価についてですが、まず１件目、件数、平均落札率について、２

件目、公募、簡易公募型の指名業者数と平均、最大、最小について、３番目、１，０００万円以上

の工事の全体の平均落札率はこの５年間で下がっているのかどうか伺います。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 ただいまのご質問でございますが、公募型指名競争入札につきましては实績がござい

ません。簡易公募型指名競争入札については、これまで１３件、平均落札率は９６．５６パーセン

トです。続きまして、指名業者数の平均でございますが、７社です。指名業者数の最大は１１社、

指名業者数の最小は４社となっております。次に、１，０００万円以上の工事の全体の平均落札率

についてでございますが、この５年間で大きな変動はありませんが、前の年、平成１７年度に比べ

て、今回１８年度から簡易公募型指名競争入札を試行实施しているわけでございますけれども、１

７年度に比べますと０．５６パーセント下がっているということでございます。 

 以上です。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 ０．５６下がったということについて評価できるかどうかは別として、９５パーセン

ト以上は談合の疑いが強いというのが日弁連の調査報告でも出ております。今後談合のない制度化

を求めて、次に移ります。 

 分離分割発注については、市営住宅等でも建具、サッシ、内装、空調、暖房、屋根防水等、分離

分割発注、最低でも道営住宅並みにすることを求めて、時間がありませんので、４番目、公正入札

と市職員の再就職制限について伺います。深川ではＯＢの事務局長さんが逮捕、美唄ではＯＢが天

下りしていたと。道内３５市中２２市のＯＢ配置、滝川市も入っておりますが、今後職員の発注企

業、関係協会への再就職制限規定をつくる考えについて伺います。 

〇議    長  市長。 
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〇市    長 職員の再就職を制限するような定めをする考え方は、ありません。工事関係を受注す

るような企業に就職することを制限するような、そういうようなことがさまざまなところで議論さ

れているわけでありますが、滝川市としてはそういうところに例えばあっせんをするということは

一切やっておりません。さらに、建設協会についても、このようなことがあったから疑惑が招かれ

るということでありましょうけれども、それでは建設協会にＯＢが入っているところについてはみ

んな疑惑か、私は決してそうではないというふうに思っております。今後も、あっせんするつもり

はありませんけれども、それを制限する規定を設けるつもりもありません。ただ、現实に、ご心配

の特に工事受注が行われる業者に市職員が就職しているという事实はないのではないかというふう

に私は思っております。それから、もう一つは、これは誤解を受けないように申し上げておきたい

というふうに思いますけれども、公務員の定年退職は職業から離脱しなさいということではありま

せん。ある意味では公務というどちらかといえば年功序列的な終身雇用的な、そういうところから

の離脱を定めている、あるいはお願いをするというものであります。しかし、働く能力に忚じて、

その能力が適正に評価される限り、働く権利は持つというわけであります。私は、そういうことに

対して行政が過剰に介入することは避けるべきだというふうに思っております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 先ほどの資料の５で最後の方に、都道府県知事会チームもＯＢからの働きかけを防ぐ

ため、課長級以上の職員は退職後２年間、職務に関連した企業、建設業協会もこれに入るのかなと

思います。こういったことを制度化することを求めて、次に移りたいと思います。 

 

        ◎３、子育て負担増について 

      １、本年度の子育て負担増は撤回を求める 

      ２、公立幼稚園について 

 ３件目、子育て負担増についてですが、まず１件目、来年度の子育て負担増は撤回を求めたいと

思います。昨年度の予算では、約２万の署名の中で市長は負担増方針の撤回に追い込まれました。

しかし、今年度の予算では、保育料金の値上げ、また私立幼稚園就園奨励費補助金の削減に対して、

子育て支援連絡協議会、７保育所代表と私立幼稚園連合会が最終的に抗議文を提出する中で負担増

を強行しています。来年度に向け、市長も議員もこの点で選挙による市民の審判を受けることにな

ります。予算案で子育て負担を進めるか、維持するのか、上げないのか、市長のお考えを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 今後とも内なる改革はさらに進めていきますし、外なる改革についてもご理解をいた

だきながら進める考え方であります。ご質問のことについては、滝川市活力再生プランに基づきま

して、受益に忚じた適正な負担をいただくという考え方で市民の皆さん方にお願いをしていること

でありまして、これは市民の皆さん方にご参画をいただいて、ご意見をいただいて、そして活力再

生プランが成立したことでもございます。いろいろご意見をいただきました。したがいまして、経

過措置を設けながら平成１７年度から保育所の保育料の改定及び平成１８年度から私立幼稚園の就

園奨励費補助金の見直しを行っているわけでありまして、適正化の目標であります平成２１年度ま



- 104 - 

 

でに段階的に实行していきたいというふうに考えております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 次の項目も行ってから、再質問をしたいと思いますが、滝川市立幼稚園についてです

が、おおぞら幼稚園の廃園問題で教育委員会は、多くの反対運動の中、２００８年度いっぱいで廃

園する方針を一時凍結し、今回４歳児を募集しました。その結果は、大きく予想を上回って、定員

の７割に当たる申し込みがあった。将来的に廃園される可能性を感じながら、滝川市立幼稚園の必

要性、これを子育て世代が態度で示したということを市教委はしっかりと受けとめるべきです。２

００９年度以降存続するかどうかについては、父母の会に説明を行う中で決定したいとの方針です

が、撤回を求める声は強いと考えます。設置者としての市長のお考えを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 これまでもまちづくり懇談会を初め申し上げてきたことでありますが、民間でできる

ことは民間でという考え方に変わりはありません。行政が何もかにもすべてやるという時代ではあ

りません。公立で設置をした経緯ということは、これまで何度もご説明を申し上げてきたとおりで

あります。その経緯も尊重しつつ、民間でやれることは民間に移行することが今後重要だというふ

うに思っております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 この二つあわせて、市政の進め方として経費節減、２０１０年度黒字化、黒字といっ

てもとんとんです。こういったものを目指して、職員を１２０名以上減らす、また水道料金から、

この間国保税、各種料金、指定管理者制度、また施設をコミュニティの団体に管理していただく等

やってくる中で、子育て世代を支援すると、ここに重点を置く、すべてマイナスではなくて重点も

置く施策ということで、このままでは夕張の子育て世代と何が違うのかと。学校の統廃合をあそこ

まで一気にはしないということは当然ありますが、負担という点では夕張並みになるのだというこ

とを私は市民に言うべきだと、それでたくさんの批判があれば、負担増をさせないで来年度を迎え

ると。選挙で審判を仰いで、先ほど出馬表明されましたので、審判を仰いで進めるということにつ

いてのお考えを伺います。 

〇市    長 幼稚園について、私立でできることについて公立でやる必要はないというふうに申し

上げたわけです。民間でもやる。公立でもやる。両方ともあきでがらがらだ。こういう状況をつく

り上げる、そういう時代ではないのではないのかと申し上げたわけであります。私は、このことに

よって子育て世代を軽視をするというふうなつもりは全くありません。私立で幼児教育は、キャパ

シティーからいっても能力からいっても十分できるわけであります。公立にすれば公立のよさは、

それはあるかもしれません。民間には民間のよさがあるわけであります。私は、そういう中で幼児

教育がしっかり行われていくということについて何の疑いも持っておりませんし、民間の私立のよ

さを十分生かしてしっかりとした幼児教育を行ってほしいというふうに思います。これは、保育所

も全く同様であります。それと、もう一つ、私はこれまで市民の皆さん方にも赤字再建団体になっ

てはならないと、断じてしないという決意が必要だと。そのためには赤字再建団体になったつもり

でやらなくてはいけないということを申し上げてまいりました。それは、皆さん方のおおよそのご
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理解をいただいたのではないでしょうか。率直に言って、人件費の削減もこれほど長期間にわたっ

て重い、そういう人件費の削減を先駆けてやったところは、私は余り知らない。これは、やっぱり

痛みは内部から分かち合わなくては市民の皆さん方のご理解をいただけないということであります。

したがって、そういうことに立って、国が定めた基準までは何とかご協力いただけませんでしょう

かと、そういうことをお願い申し上げ、提案をしてきたわけであります。今後とも子育て世代に対

する対忚については、先ほどもご質問にお答えいたしましたけれども、やっぱり重視してやらなく

てはいけない。その負担の状況も、国の政策が手厚くなる、そういう状況も勘案しながら地方政策

も考えなくてはいけない。それとこれとは、やはり別問題としてしっかり議論し、考えなくてはい

けないというふうに思っております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 公立幼稚園については、１カ月１万円の負担が違うという声が大変多く、保護者の代

表もほとんど忚募はないのではないかと言われていたのが何と７割の忚募と。また、負担増につい

ては、道内３４市のうち、国基準まで上げるのは夕張も入れて今のところ４市ないし５市だという

ことで、財政赤字再建団体にしないという名のもとに子育て負担増は撤回できないという、その答

弁は市民には納得できないということを述べて、次に移りたいと思います。 

 

        ◎４、高齢者福祉 

      １、緊急電話対策 

 ４件目、高齢者福祉ですが、緊急電話の対策です。待機者が大変出ています。どれぐらい待機が

あるのか。また、型式が古く、入れかえることができないと、そういう中でＮＴＴで売っている市

販のもの、これを利用するシステムの構築を提案いたします。経費や課題についても伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 今の装置は、火災、ガス漏れ、緊急通報、この三つの機能を備えているのです。した

がって、値段も高いと、待機者がいるという状況であります。ただ、待機者は年間数名解決はされ

ているようでありますけれども、やっぱりサービスを希望される皆さん方はこれからどんどん多く

なってくるのではないかなというふうに思います。私は、民間のシステムは火災、ガス漏れ、緊急

通報の三つの機能をすべて果たして、かつ単価も安いというのであれば、それはそれで考えなくて

はいけないというふうに思いますけれども、今だんだん希望する人が多くなる可能性がありますか

ら、どういうことが求められているのか、そしてサービスの仕組みが低コストで満足できる方法論

はないのか、そういうことについては今後検討していきたいというふうに思っております。その経

費等は、まだ積算できる状況にはありませんので、これはお許しいただきたいと思いますけれども、

課題として認識していきたいというふうには思います。 

〇議    長  清水議員。 

 

        ◎５、國學院短期大学用地隣接の農業振興地域除外について 

      １、ホーマック移転は、实質的にダイエーの２．４倍の大型店の進出に匹敵 
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      ２、商業の一極集中が進み、市民が住みにくいまちづくり、既存商業地域のゴースト 

        タウン化につながる 

      ３、街なか居住推進事業の効果について 

      ４、バイパス沿い農業振興地域を守り、ホーマック拡大移転を止めるべき 

〇清水議員 時間もございませんので、多尐まとめながら話を進めたいと思います。５件目、國學

院短期大学用地隣接の農業振興地域除外についてですが、ホーマックの移転は、これは単なる移転

でなくて、实質的にダイエーの２．４倍の大型店が進出すると、こういったものなのです。１１月

には説明会が行われましたが、店舗名は１１月中に発表すると言われていましたが、どのように把

握されていますか。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 通告にさまざまな数字が入って通告質問されているので、私どもの知らないことまで

情報収集能力がすごいなというふうに思いますけれども、私どもは１１月の３日に総合福祉センタ

ーにおいてホーマックの出店計画説明会が開催されまして、このときにご質問のありました１１月

末までには出店者をすべて固めたいということでありました。ただ、確認してみますと、尐しおく

れているようであります。今のところ出店候補業者と交渉中であるということで、１月に契約予定

というふうに聞いております。さらに、これは２月に予定しているというふうに聞いております大

店立地法に基づく届け出の段階では面積も明らかになるだろうというふうに思いますけれども、し

たがってそういう手続があっての１月契約予定ということだというふうに思いますが、その段階ま

で明言はできないというホーマック側からの情報であります。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 ただでさえ、都市計画法から逆算すると３月までには農振除外等をしないと間に合わ

ないと言われております。そういう中で既におくれが出ているということは、地元市民に対する誠

意に欠けるなと。おくれたままで北海道のガイドライン、知事の意見がどう出るか。これは、様子

を見なければなりません。しかし、誠意がないということは言えると思います。 

 次、２点目ですが、商業の一極集中が進んで、市民が住みにくいまちづくり、既存商業地域のゴ

ーストタウン化につながるのではないか。とにかく跡地も有効活用するということになりますと、

東町の大型店舗面積は現行の３万１，０００から４万３，０００平方メートルへと１．４倍化する

のです。さらに一極集中が進むという中で、これはさすがに商店街の皆さんは一生懸命努力されて

おります。しかし、ゴーストタウン化にまさにどんどん圧力をかけるというものではないかと思い

ます。市長は、コンパクトシティという言葉をよくお使いになります。小さくまとまったまちづく

り、こういった構想は完全に崩れ去るのではないでしょうか。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 中心市街地は中心市街地としての機能をしっかり持つということが必要でありますし、

中心市街地における商業機能も郊外型の大型店、郊外に立地する店舗と違う土俵で勝負をすること

が必要だというふうに思いますし、その準備、その体制というのは気構えも含めて着々と進んでき

ているのではないかというふうに私は思います。通告にありましたように、跡地については既存店
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と競合するような、そんなことになっては困ると。また、ホーマックの方も地域に迷惑がかからな

い形で活用したいというふうに言っていますから、私としてもホーマックに対しましては既存商業

施設と競合しない形での利用を求めていって、郊外店がどんどん入ってくるという状況にならない

ような努力をしたいというふうに思いますが、一方中心市街地は中心市街地として自立できるよう

に関係者とともに行政的な支援も万々怠りなくやりたいというふうに思っています。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 ホーマック跡地に郊外店が来ない努力をしたいと述べられましたが、具体的にどうい

った手法でそれを实現していこうとされるのか伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 既存商業施設があるところでありますから、この状況を都市計画的に、土地利用計画

的に色塗り、線引きして誘導するという考え方はありません。ただ、オーバーフロー状態にさらに

拍車をかけるというような商業立地は、ホーマック側も望まないのではないでしょうか。私は、あ

の土地が既存商業施設と競合しないという形で滝川の発展に結びつくような提案をホーマック側が

してくれればいいなと、そういうふうに思っておりますし、もし競合するようなことがあれば、そ

れはやっぱり望ましくないということを表明する必要があるというふうに思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 今の点を評価すると、國學院のところに移転していいということになりますので、私

はあくまでも移転のための農振除外はすべきでないという立場です。 

 次、市長はコンパクトシティ構想を目指されて、市民もみんな望んでいるのですが、その一つの

あらわれとして集合住宅がどこに建っているかということで、市内集合住宅建設状況についてまず

伺います。また、街なか居住推進事業の効果についても伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 これまでもご答弁申し上げてまいりましたように、コンパクトシティとはどこか１カ

所にがんとまとめて、ほかはなくするということではないのです。私は、これから高齢社会を迎え

ていく、そういうときに当たって、小さくしなければ住みづらいまちになる。その小さな単位とい

うのは、それぞれのコミュニティにおいて小さな単位にしていかなくてはいけないということと同

時に、中心市街地についてはやはり人が住まなくなっているわけでありますから、中心市街地の利

便性を求めて来られる皆さん方が住むようしなくてはいけないということであります。これは、こ

れまでの公営住宅の建設においても、その方針でやってきたつもりでおります。 

 街なか居住推進事業補助制度は、木造であれば６戸以上、鉄筋コンクリート構造であれば１０戸

以上ということでありますが、現在１件の認定を行っておりまして、平成１９年１月末には１６戸

の共同住宅が完成をするということになります。さらに、ケアつきの有料老人ホーム的な施設もか

なり立地が進んできているところであります。今後とも公的住宅の導入含めて、街なか居住の促進

ということに力を入れていきたいというふうに思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 私は、市内集合住宅建設状況をお聞きしておりますので、ご答弁をお願いします。 
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〇議    長  市長。 

〇市    長 市内集合住宅建設状況、通告からすればそういうご趣旨だったのかというふうに今理

解をいたしました。市内における集合住宅、タイトルは街なか居住ですから、街なか居住の中で市

内集合住宅がどういうふうに建設されているのかというふうに理解するのが当然だというふうに思

っているのですけれども、どうもそうではなさそうでありますが、そういう意味ではここまでしか

ご答弁申し上げることができません。共同住宅建設の申請状況、これは平成５年に建設戸数が１０

０戸を大きく割り込んでから、平成８年以降一時回復を見せておりましたけれども、平成１２年か

ら１４年にかけて、また落ち込みを見せたところであります。平成１５年から徐々に回復をして、

昨年、それからことし、建設戸数は２００戸を上回ったと、そういう状況があります。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 要は、市内全般に広がって、かなりアパート、賃貸マンションが建っているというの

が市民の实感です。街なか居住推進事業、これは１００戸以上の申し込みが出た場合どのようにさ

れますか。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 集合住宅であれば何でもかんでもというわけではありません。先ほど申し上げました

ように、木造であれば６戸以上、ＲＣ構造であれば１０戸以上ということにしてあるわけでありま

す。ここで極めて該当する申請が多くなったということは、好ましいことではありますけれども、

片一方では財政上の問題もありますから、そういう状況が生じたときの判断ということに考えてお

ります。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 あわせて、街なかへの支援として、「く・る・る」、「とんとん」、これは今年度で

恐らく道の補助金が切れるのですが、切れた後、市単独で続けていくのかについて考え方を伺いま

す。 

〇議    長  市長。 

（何事か言う声あり） 

（「関連」と言う声あり） 

〇議    長  関連とは申せ、通告外ですので、答弁できないですね。調査していないでしょう。 

（「議長から求められれば答弁いたします」と言う声あり） 

〇議    長  清水議員、適切に今まで通告のとおり質問しておりますよね、ですからそれはまた改

めて通告してください。清水議員。 

〇清水議員 ここで一つ、街なか居住の２，５００万、これは申し込みがほとんどないというふう

に聞いております。そういう中で、最低でもあと５，０００万円かける、この効果というのはなく

ても進出してくる可能性も私は強いのかなというふうに考えますので、これを続けていくこと、あ

るいは違った形でやっていくことについてのお考えを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 集積は集積を呼ぶわけでありまして、私は自動的に集積が集積を呼ぶのであれば、こ
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ういう呼び水的な政策は必要ないというふうに思います。どんどん来たらどうするのだということ

でありますが、そのときに集積が集積を呼ぶというサイクルができ上がっていけば、呼び水的な政

策は必要がないと、むしろそういういいサイクルになるような最初の政策だということをご理解を

いただきたいというふうに思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 この件につきましては、ホーマックの移転を認めるかどうか、これをやればコンパク

トシティ、要するに街なかを壊すことになるのです。バランスをとる意味でも、これをやるのであ

れば國學院のところは移転をさせないということでないと矛盾するのかなと。税金の使い方という

ことをしっかりと考える。ここで尐なくとも５，０００万円、また「く・る・る」、「とんとん」

を入れれば億単位のお金をどう使っていくかという話にもなりますので、子育て負担増、またまち

づくりの観点で税金の使い方をこれから一緒に考えていきたいと思います。 

 最後に、この件でバイパス沿い農業振興地域を守って、ホーマック拡大移転をとめるということ

で、農業振興地域除外を認めることは市民にとって住みにくいまちづくりをすることであります。

まちづくりの観点、ゾーニングの観点から、農業振興地域除外は絶対に認めず、ホーマック複合大

型店の進出をとめる決断を求めます。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 誤解しないでいただきたいのは、ホーマックほかによる複合店の出店というのは市が

誘致するものではありません。ホーマックの強い出店要請、それと地権者が合意した中で出店しよ

うとするものであります。私は、郊外型大型店、これ以上オーバーフロー状態にするということに

ついては基本的には反対です。しかし、地権者とホーマックとの法的な合意の中で進めていくわけ

であります。しかも、それには背景としてホーマックの強い進出意向があるわけです。私は、そう

なったときに市内の交通はどうなるのだということをよく考えなくてはいけない。農業振興地域除

外を認めるか認めないかということについては、市内の交通処理ということも含めて当然ホーマッ

クがどういう形態で申請をしてくるのかと、そういうことを大店立地法の立場からも公正、公平に

考えて判断しなくてはならないことだというふうに思います。何にも解決しないで、最悪の状況を

生むということが一番よくないというふうに思っております。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 ホーマックの移転に基本は反対だと、初めて述べられたというふうに思うのです。市

長がしっかりと今の３町歩の田畑を守るという立場に立つことは、今の滝川の農政上、また日本の

食糧自給率を守るため。あそこは、せっかく納屋も建っている。遊休地ではございません。今耕作

放棄地がどんどんふえていく流れの中で、あそこを守るということと基本的に郊外型大型店反対だ

という、これが合わされば市長の決断すべき方向というのはもう明らかではないでしょうか。もう

一度、除外について市長はやめるべきだと、やめる判断をすべきだということについてお考えを伺

います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 農振農用地の除外は、どういう場合に除外できるのかということが決まっているわけ
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です。私は、農振農用地の除外というのは、その除外要件に該当すれば、それは除外しなくてはい

けないというふうに思っております。問題は、ホーマックがどういう形であそこに進出してくるの

かということについては市長としての意見を大店立地法に基づいて述べますし、進出してきてしま

って、非常に大きな問題を、禍根を残した、市民にも大きな迷惑をかけたと、こういうことではま

たおさまらないわけでありまして、私はそういう中での総合判断が求められていくというふうに思

っております。市が積極的に誘致してやっている案件であれば、今清水議員がご質問になったよう

なことになるでありましょう。しかし、そうではありません。地権者とホーマックとが合意の中で

進めている案件でありますことを、これはご理解をいただきたいというふうに思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 次の件については、私は総務文教常任委員でもありますので、大変残念ですが、この

件について最後の時間を使い切りたいと思います。この地域、中空知で農振が除外されたというの

は、恐らくこの１０年間ないのです。それで、４要件を満たそうと思ったら、同じように満たせる

ところはたくさんあるのです。だから、ここで前例をつくってしまったら、次の郊外型大型店が来

たら、もうそれを断る理由ってなくなるのです。ですから、市の整備計画をきちっと守る、市の農

業生産面積、これを守るという立場、市長がその立場に立ちさえすればいいわけです。逆に今後に

対して問題点を残すようなことになりませんか、ほかも４要件を満たしますよ、もし申請が出れば。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 優良農地は守らなくてはいけないと。それと同時に、農振農用地、これを除外してい

く、そういう条件に該当するところについては、これをむげに阻止をするということも法的にでき

ないわけであります。私は、全体の滝川市の発展ということがどうなっていくのかということを優

良農地を守りつつ考えていかなくてはいけないというふうに思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 尐なくとも、バイパスの坂上については要望書も出ています。あそこだけ認めたら、

この４要件はどこでも満たすことになるのです。そういう前例をつくることについて、市長として

は絶対にやるべきでないというふうに考えますが、４要件というのは簡単にほかのバイパス沿いで

も適用され得るということについて市長のお考えを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 バイパス、沿道沿いという限定つきのご質問でありますけれども、私は今都市計画マ

スタープランの点検をやっているところであります。片一方にはコンパクトシティということもあ

りますから、それに基づく滝川市の都市構造と土地利用のあり方、そういうのを議論しているとこ

ろでありますが、沿道立地型のバイパス沿いの土地利用というのは、これはある程度色を塗って担

保する必要があるというふうに思います。それは、沿道立地型のサービスをしなくてはいけないか

らです。しかし、これは沿道立地型でありますから、幅広く除外をするという性格のものではない

というふうに思っております。 

〇議    長  清水議員。 
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    ◎６、いじめ・不登校問題 

      １、いじめ定義への誤った理解の改善といじめの現状把握について 

      ２、不登校について 

〇清水議員 質問は、これで終わりたいと思います。教育委員会には１件２項目の答弁を用意して

いただきましたが、ここで時間がなくなって質問できなくなったことを深くおわびをしたいと思い

ます。次回の総務文教常任委員会で深くやりたいと思いますので、そのときはご協力よろしくお願

いいたします。 

 これで終わります。 

〇議    長  以上をもって清水議員の質問を終了いたします。 

 この辺で１０分程度休憩をいたします。 

 

休憩  午後 ２時３６分 

再開  午後 ２時５０分 

 

〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 酒五議員の発言を許します。酒五議員。 

〇酒五議員 日本共産党の酒五隆裕でございます。先ほど窓から外を見てみますと雪がかなり降っ

ておりまして、今まで大分雪が尐なかったのですけれども、かなりこれからまた降るのかなと。き

ょうの質問も晴れの質問もございますし、また大雪の質問もございますけれども、よろしくご答弁

のほどをお願いいたします。それでは、通告の順に従いまして、質問いたします。 

 

    ◎１、市民負担増と市長の認識 

 第１番目、市民負担増と市長の認識について。引き続く大増税について伺います。今お年寄りを

中心に負担増の波が襲っています。突然住民税の大増税が襲ったのは、小泉政権によって０４年度

と０５年度の税制改正で増税を決めたからです。それは、老年者控除の廃止、公的年金等控除の縮

小という年金課税強化、さらに高齢者の住民税非課税限度額の廃止、定率減税の半減、廃止です。

問題は、それにとどまりません。住民税の増税に伴って、介護保険料や国民健康保険税なども重く

なり、医療費、介護料を初め各種の減免制度や助成制度の適用からも除外されることに連動します。

政府は、税制改正による高齢者の負担増や社会保障の改正による实費負担は、現役世代、高齢者世

代がともに公平に負担を分かち合うことにより持続的な経済社会の活性化を目指し、将来にわたる

国民生活の安心、安全を確保していかなければならないとの認識に立ったとしていますが、これら

の庶民大増税と社会保障の連続拡大は、格差をさらに増幅させるものではありませんか。問題は、

社会保障の連続改悪です。低所得者、貧困層を社会保障制度から排除してしまうという現实があり

ます。我慢の限界は、滝川市民の中の現实ではありませんか。市長は、この現实についてどう認識

しているでしょうか。地方自治法で住民の福祉の増進をうたう地方自治体の長として、手を差し伸

べることこそ政治を語る者の務めではないでしょうか。国の税制改正による市民負担増をどのよう
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にご認識されているかお伺いいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 地方議会で天下国家を論じるということは、したくないというふうに思います。ただ、

確かに人口構造がピラミッド型の時代は若年層が高齢者をしっかりと支えるような、そういう時代

もあったというふうに思いますが、今人口のピラミッド構造は逆ピラミッドになっていると。若い

世代の方が尐ないと、こんな状況になりつつあるわけであります。こういう中で、天下国家をどう

いうふうにしていくのかということを国会の場で我々国民の選良がしっかり議論をして、定めてい

ってもらいたいものだというふうに思います。今ご質問のありましたように、地方自治体の長とし

てどう思うのかということであります。私は、もし滝川市が地方交付税を受ける必要のない富裕基

礎自治体だとすると、新しい制度を考えられるかもしれません。しかし、地方交付税を受けている

以上は、独自な対策をとると独自な対策の部分だけ地方交付税が減るわけではないのです。倍返し

になるのです。私は、地方のことも考えながら国において適正な政策、しかも高齢化社会に忚じた

みんなで支え合う適正な仕組みというものをしっかり考えていただいて、それに立って地方自治体

はしっかり住民の命と福祉を守るということにならなくてはいけないというふうに思っております。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 関連いたしますので、次の医療費負担増についてお伺いいたします。医療制度改革関

連法の一部が１０月から施行されました。これまで７０歳以上の高齢者の医療費負担は、一般が１

割、現役並み所得者は２割でした。それが１０月からは、現役並み所得者の自己負担が３割に引き

上げられ、現役世代と同じになりました。税制改正でことし８月から現役並み所得者の範囲が拡大

しています。老齢者控除が廃止され、公的年金等控除も縮小されたため、課税所得１４５万円以上

という基準を超える人の数がふえ、収入の基準額が引き下げられたためです。その結果、収入は以

前と同じなのに新たに現役並み所得者に仲間入りし、自己負担が１割から３割にふえてしまう人が

います。政府の推計によると、税制改正前の現役並み所得者は７０歳以上人口の６パーセントに当

たる１２０万人だったが、改正後は１１パーセント、２００万人になるとのことであります。月ご

との医療費の自己負担限度額は、すべての年齢について１０月から引き上げられます。また、２０

０８年４月からは、７０歳から７４歳で所得水準が一般の人でも自己負担が１割から２割にふえる

ことになります。７０歳以上の窓口負担を２割、３割に引き上げる、高齢者の保険料は年金から天

引きする、重症患者の治療費は老いも若きも負担増となる。その上、長期入院用のベッドをなくし

たり、また病院からお年寄りを追い出す。こうした医療改悪の影響についてどのようにお考えか、

市長のお考えを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 持続可能な医療制度の設計が求められているわけであります。どこかで破綻してしま

っては元も子もないわけでありまして、そういう意味では今までとは違う、そういう医療制度のあ

り方が議論されているということはそれなりに評価しなくてはいけないというふうに思います。し

かし、できる限りその負担が尐なくなることを望んでもいるわけであります。いろんな制度改革が

進んでいきますけれども、現役世代も負担するわけでありますから、高齢者の皆さん方にもその一
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部を負担していただかなければ社会保障制度そのものが崩壊するという側面も持っているわけであ

ります。そういう意味では、高齢社会はある意味では病気さえなければ長生きできる幸せな時代で

ありますから、お互い健康づくりということには十分配慮しながら、できるだけ病気にかからない、

全体的に罹患率の低い、そういうまちにしていかなくてはならないなということを申し上げて、ご

答弁といたします。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 先ほどと一緒に再質問をしますが、こうした引き続く大増税というものが来年度以降

も続くわけでございますけれども、来年度で税源移譲として税制が変わりますけれども、その内容

について確認したいと思います。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 １９年度の主な税制改正については、１８年６月の議会でも可決いただいたとこ

ろでございます。一つは、フラット化により住民税が一律１０パーセントになる。これによって、

平成１８年度の課税ベースで、これはまちづくり懇談会でも申し上げておりますけれども、約３億

７，０００万ぐらいの増収見込みとなります。もう一点は、定率減税、これの７．５パーセントの

減額がございまして、これでは平成１８年度課税ベースで約７，０００万円の見込みでございます。 

 以上でございます。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 ０７年度での税源移譲で２月の年金から所得税が減り、６月に統一される住民税が増

ということになりますけれども、広報では減った分がふえるだけで、イコールのように書かれてお

ります。しかし、实際には０７年で定率減税が全廃となるために、６月に統一される住民税は所得

税が減った以上の増税となると思いますが、こういった考えでよろしいかどうか確認したいと思い

ます。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 定率減税につきましては、１９年度、来年度から廃止になりますので、その分に

ついて７，０００万円ほどの实質の増額となりますが、１人当たり約３，５００円程度の負担増と

なるというようなことでございます。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 今までの負担増に加えてさらに負担増となると、こうした雪だるま式な負担増の問題

について、先ほど市長は住民の暮らしと命を守るためにという話をしましたが、实際にこれだけの

負担増になれば市民の命と暮らしを守ることというのも非常に困難になるというふうに思います。

こうしたことについて反対の声を上げるべきだと考えますが、市長のお考えを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 定率減税は、もう決まったことであります。いろんな議論がなされましたけれども、

定率減税の廃止による増税というのはやむを得ないことだというふうに思います。これからこうい

う減税措置を廃止をしていくということでどういうことがあるのか私はわかりませんけれども、や

はり地方は地方としての意見を言っていかなくてはならないというふうに思います。ただ、フラッ
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ト化の方は、国民の負担は何も変わるものではありません。国税から市税、所得税から市道民税へ

かわっていくという話でありますから、基本的にはプラス・マイナス・ゼロであります。ただ、私

は、これはある意味ではいいことだというふうに思っています。４億４，０００万円、定率減税の

廃止も含めてふえますけれども、一方地方交付税だとか地方譲与税だとかが削減されて、プラス・

マイナスだったら結構大幅なマイナスになるだろうなというふうなことも想定されますけれども、

これは地方の財源の割合が高くなる。自主財源の割合が高くなれば、それは地方自治にとっていい

ことだというふうに思いますけれども、私は残念ながら地方交付税改革と一体となっているという

ことにはいささか疑問を感じつつ、いろんな場面でそれは要望しているところであります。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 地方の自主財源がふえることについて、市長はよいことだというふうな形で言ってい

ましたけれども、实際にはイコールになるといっても定率減税廃止分で負担はふえるわけでござい

ます。こうした国民だましの負担増について、私は反対していることを述べて、次の質問に移りた

いと思います。 

 

    ◎２、高齢者対策 

      １、要介護認定者への障害者控除適用 

 次は、２件目、高齢者対策について。要介護認定者への障害者控除適用についてお伺いいたしま

す。この要介護認定者への障害者控除適用は、障害者手帳の交付を受けていない人でも税金の障害

者控除が受けられる制度であります。所得税法や地方税法では、所得申告する本人または扶養親族

等が障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが決められてい

ます。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても年齢が満６５歳以上の人で精神または身体に

障害があり、その障害の程度が前記の人に準ずるものとして市町村長の認定を受けている人も障害

者控除を受けることができます。しかし、これまではそうした認定を受けることが困難で、事实上

控除を受けることができないでいました。今回の制度实施により、本年収入の申告分から身体障害

者等の手帳を持っていない高齢者のうち障害者等に準ずると判断される方に対し、申告用認定書が

交付されます。これにより、所得税や住民税に障害者控除が適用されることになります。これまで

も日本共産党は、介護を受けられている高齢者の税負担軽減のために、要介護認定者に障害者控除

対象者認定書を交付し、市民負担を軽減するように滝川市に申し入れするとともに、市議会の一般

質問等でも提案してきました。この制度が实現に至ったことに対し、理事者、職員の皆様に深く敬

意を表します。私からは、この制度を完全に实施するため、幾つかの点について質問します。まず、

この制度の対象人数は何人になる見通しか、効果額はどれくらいか、非課税になる人数の見通しは

どれだけか伺います。また、厚生常任委員会での私からの質疑には、可能性のある介護認定該当者

には個別に通知するとともに広報により周知を行うと答弁されました。ここでは、制度運用に当た

って、該当する方が知らなかったということがないようにすることが重要であります。具体的にど

のような通知や周知を行うのか伺います。 
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〇議    長  保健福祉部長。 

〇保健福祉部長 酒五議員さんのご質問にご答弁を申し上げます。 

 要介護認定者への障害者控除の適用でございますが、要介護１から５までの方が平成１８年の９

月現在で１，１４４名おられます。そのうち既に非課税の方、また手帳を持っていらっしゃる方も

おりますので、今回影響を受けると考えられる方につきましては３３９名でございます。うち非課

税に変更になる方につきましては、５７名でございます。影響額につきましては、試算でございま

すが、３５３万９，０００円というふうに考えてございます。また、ご質問にございました申請漏

れがないようにきちっとした周知をというお話でございますが、先般お話を申し上げましたとおり、

広報たきかわに掲載するとともに、また年末調整の説明会、これが１１月の１７日に行われてござ

いますけれども、これでも障害者控除の認定についてお話をしているところでございます。また、

個人あてには１２月の６日にこういった控除について行う旨、それぞれ発送をしたところでござい

ます。また、滝川地域介護サービス事業者連絡協議会といったグループホームですとか介護支援事

業所の会報がございますが、そういった中にも掲載をしていただいて、漏れのないよう配慮してま

いりたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 この障害者控除の適用についてでございますけれども、所得税の方では厚生労働省社

会局長通知で老齢者の所得税法の取り扱いについてとして、障害者及び特別障害者であることの認

定は市町村長が認定書を交付することで行うとなっており、障害者控除認定書が交付された要介護

認定者は障害者控除が適用されることになり、所得税では要介護認定日にさかのぼって障害者控除

が適用となります。確定申告していなければ、過去５年以内、要介護認定に伴う障害者控除の適用

をしないで申告をしてしまった場合には法定申告期限から１年以内の場合には更正の請求書提出で

減額更正、１年を超えて経過している場合には職権により減額更正を行うと伝えています。国税当

局によると、所得税についてはさかのぼって適用されるということでございますが、このような理

解でよいのかお伺いいたします。また、住民税ではさかのぼって控除適用はされないということで

ございますが、住民税の控除申請の期限はどのようになっているのかお伺いいたします。 

〇議    長  保健福祉部長。 

〇保健福祉部長 所得税につきましては、国税の方の担当者の判断ということに当然なるとは思い

ますが、私どもが今住民税で考えておりますのは、今回滝川市がこの障害者控除の適用について検

討した内容につきましては、先ほど酒五議員さんからもお話がございました老年者控除の廃止等に

よって高齢者の税負担が非常に大きいものになる、あるいは介護保険法の改正によって要介護を要

支援２と要介護１に区分をされたことによって介護度がある程度明確になるといったことの要因が

ございました。そういった内容を判断した中で、この障害者控除について認定をしたいというよう

なことを考えたのですが、そういった意味であくまでも今年度からの適用ということで考えている

ところでございます。 

 以上です。 
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〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 今年度から適用されるということで、よい制度ですので、ぜひ周知徹底して、高齢者

の負担軽減のためにＰＲなどをよろしくお願いしたいと思います。 

 

        ◎３、社会福祉事業団民営化について 

      １、民営化前後の市の課題 

      ２、老人ホーム移転 

 続いて、次の質問に移ります。３件目、社会福祉事業団民営化についてでございます。第１番目

として、民営化前後の市の課題について。これまでは、民営化の時期について４月より行うという

ことで示されておりましたが、民営化の時期について４月にこだわらないとの方針に変わりました。

そこで、民営化についてお伺いいたしますが、民営化になると本市から基本財産の提供というのが

不可欠になるというふうに考えます。提供する財産は何と考えているのかお伺いいたします。また、

その時期と条件について、有償や無償、時価との関係などについてお伺いいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 事業団の一般法人化は、来年４月を目指して、事業団にとっても市にとっても、どち

らもメリットがあるという自立プラン、財政シミュレーションを念頭に協議を進めてきたところで

あります。ただ、滝川市社会福祉事業団はかなり多くの施設を委託しておりますし、３００人以上

の職員が働く大きな組織であります。将来経営を担っていただかなくてはいけない職員が共通の認

識で進めてもらわなくてはいけないということがありまして、今盛んに社会福祉事業団内において

もプランを取りまとめ、議論していただいているところであります。時間をかけるべきところは十

分かけながら、進めていきたいというふうに思っております。そういう意味では、４月にこだわら

ないということでありますが、目標は４月１日にできれば一番いいことであります。しかし、無理

にそれに拘泥することによって本来自立するという趣旨の共通認識が得られないような形になるの

であれば、それは本来目的とすることではありませんから、そういうことも含めて時期的にも弾力

性を持って対忚していきたいというふうに思っております。今社会福祉事業団内部で自立プランを

まとめているところでありまして、事業団の理事会にもそう遠くないうちに基本の考え方が提案さ

れるというふうに聞いておりますし、私滝川市長としても滝川市の施設を委託運営していただいて

いるわけでありますから、これをどういうふうに移譲するのか、あるいは引き続き委託をしていく

のか、そういうことの具体的なことについてはまだ決まっているものではなくて、検討中でありま

す。プランがおおよそまとまりました段階で、また委員会にもご報告をしながらご意見を賜りたい

というふうに思っているところであります。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 まだ検討中で決まっていないということでございましたけれども、いつごろこうした

ものについて示されるのかという目安などについては全くない状況なのだろうかと私も思うわけで

ございます。滝川市として財産を提供するかしないか、これについてはかなり重要な問題だという

ふうに考えます。その上で、例えば３月にいきなり出されて、４月ということには当然ならないわ
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けでありますし、そうした考え方が示される目安としてはいつごろを目標に考えているのか、それ

について再度お伺いします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 そういう財産の譲渡だけの問題ではありませんで、たしか昭和４９年からずっと社会

福祉事業団は歴史があって、しかも４６通知によってある意味では守られてきた、そういう組織で

あるだけに、今慎重にさまざまな課題について議論をしているところでありまして、そう遠くない

時期に素案的なものはまとまるというふうに思っておりますので、またおおよそこの案がまとまっ

た段階で、先ほど申し上げましたように市の財産をどうするのかということは極めて重要なことで

ありますし、しかし一般社会福祉法人化が求められる方向であるとしても、そこに働く人たちの状

況がどうなるのかということも、これも極めて重要なことでありますから、こういう重要課題を１

セットそろえて、またご意見をいただくということにしたいというふうに思っています。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 そこに働く人という問題が出ましたけれども、この事業団の中にはかなり多くの市職

員が派遣されているわけでございます。こうしたものもまた引き揚げるということになれば、事業

団としても運営していくのが大変になるのではないかなというふうに思います。それから考えると、

４月にこだわらずということであったものの、市長の答弁では目標は４月１日であるということで、

基本的な考え方自体は変わっていないことが示されたというふうに思います。私からは、こうした

重要な問題についてはさらにじっくり議論をしてやっていく必要があるのでないかというふうに思

います。 

 次の質問に移ります。民営化後の問題であります。民営化後の市の課題、将来の負担などについ

てどのように考えているか、市民負担はゼロであると考えているのか、これについてどのように考

えているのかお伺いいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 一般社会福祉法人になることによって、市民負担が上がるというのは基本的には想定

しておりません。経営主体が変わるということでありまして、民営化することによって市民負担を

ふやすのだと、そんな考え方は持っておりません。しかし、自立した後においてどういうふうに自

立した運営をやっていけるのかということは、やっぱり問われることだというふうに思っておりま

す。しかし、一般社会福祉法人化した後は、やっぱり自主的な努力が中心になるわけでありますけ

れども、すべてが一遍に施設譲渡できて、運営されるわけでもないでしょうから、私どもは法律に

定められた、そして市が施設を持って委託する部分があるとすれば、それはしっかりと運営してい

っていただくと、これを過大に住民の負担におっかぶせるということであれば、当然ほかの施設と

の戦いが始まるわけでありまして、入る人が出てこないのではないでしょうか。そのことこそが自

立していくことの大きな目的でもあるというふうに思っております。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 それでは、次の質問に移ります。老人ホーム移転についてであります。軽費特養の一

部を中心市街地に移す考えが以前に示されました。現在特養や老健施設などは、江部乙に設置され
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ています。これを移すということであります。中心市街地活性化もありますが、江部乙のまちの活

性化も必要です。市長のお考えを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 江部乙の緑寿園を初め福祉村は、存続をいたします。ただ、一方、時代の要請に合わ

ないと、古いものは昭和４９年だったと思いますけれども、つくっているわけですから、老朽化し、

時代の要請にも合わないと、そういうものも出ているというのは事实でありますし、一方住んでい

ただく皆さん方についても、あれができ上がった段階では、高齢というけれども、高齢でもなかっ

たのです。入っている方々は、まだ若かったのです。平均年齢がどんどん、どんどん高くなってき

て、そういう時代の変遷もある。したがって、入居者のニーズというものもある。一方、今ご質問

をされました設置されている地域の願いもあるというふうに思います。それをやっぱりバランスを

持って、どう対忚していくのかということが重要なことではないかというふうに思います。江部乙

の福祉村は、存続をいたします。しかし、施策は、単純に１かゼロかというデジタル判断では終わ

らないということもご理解いただきたいと思います。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 福祉村についてはそのようなご答弁でございましたけれども、仮に施設が老朽化した

ということでありましたら、江部乙の中心地、例えば農協の近くですとか、そういったところに一

部を移転するということについても可能だと思うのです。こういうことについてどのようにお考え

か、再度お伺いいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 中心市街地に一部移転するのが適切な判断ではないかというふうに思って、さまざま

検討しているところでございますけれども、それはあるいは通院でありますとか、買い物等の利便

性でありますとか、高齢者の居住ニーズはどういうふうになっているのかでありますとか、経済効

果でありますとか、あるいは入所されている皆さんと地域住民との交流がどういうふうに図られて

いくのかということでありますとか、あるいは最近特に話題になっております孤独感に対してどう

対忚できるのかであるとか、そういう多様な面から考えていくべきだというふうに思っております。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 市長の答弁された買い物の利便性などについては、江部乙でやれないという理由はな

いわけでございます。また、経済的な部分からいいますと、仮に江部乙にその一部が移転されてつ

くられたということになれば、その部分でも江部乙の経済のために役に立つと私は思っております。

これが中心市街地の方に移ってしまうことによって、例えば５０人いた人がそのまま中心市街地の

方に移っていくことによって、そうしたものが全部移転してしまうと、こういうことにもなってし

まう。それから考えれば、先ほど福祉村は残すということでご答弁がございましたけれども、江部

乙の中心地での建てかえも検討の課題に加えてほしいというふうに思います。 

 

        ◎４、病院問題 

 それでは、次の４番目、病院問題に移ります。まず、最初は、基本計画づくりと適正規模につい
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ての徹底検討についてであります。現在特別委員会でも議論されておりますが、市立病院の建てか

えについて伺います。先日特別委員会による留萌、深川市立病院での視察が行われました。留萌市

立病院は、２００１年に新病院が建設されました。旧病院が入院病床２３２床でしたが、計画段階

で地域医療の必要性を理由として、最終的に３５０床となり、経営を圧迫する原因となっています。

現在は、１病棟分５２床を閉鎖して運営しています。深川市立病院は、２００４年に新病院が建設

されました。現在３０５床のうち５３床を閉鎖して運営しています。どちらの病院でも新病院にな

ることで患者数が増加することを見込んでいましたが、想定より低い患者数となっています。留萌

市立病院、深川市立病院ともに、診療報酬改定などの影響を推定できなかったことなどから、不良

債務を抱えています。留萌市立病院では、計画段階から、投資を過大にすれば経営を悪化し、不良

債務を出す原因となることが説明されました。それでは、本市の状況はどうでしょうか。新病院の

病床数について、タスクフォース会議による新病院基本コンセプトでは一般病床は２１０から３０

０床と示されています。あくまでもＤＰＣ導入後による推計ということですが、かつて３５０床あ

ったものを５０床削減されました。これをさらに削減することもあり得るといったことは、重要で

あります。市民にとって必要な診療科目、病床数確保は当然のことですが、同時に経営についても

不良債務を出さないことなど、安定して運営できるようにしなければなりません。したがって、基

本計画づくりと適正規模について徹底検討することが必要であります。特別委員会では、タスクフ

ォース会議による新病院基本コンセプトで経営に大きな影響を与える産婦人科や救急体制、リハビ

リなどについて示されていないことについて、私も含め何人かの委員から疑問が出されました。以

前に市長は、中空知の産科体制はモデルになっており、医師の確保について難しいといったような

ご答弁をされました。このような問題もクリアされていない状況では、基本計画策定は難しいので

はないでしょうか。私は以前から、早期の病院建築は市民みんなの願いでありますが、建築を急ぐ

ばかりに基本計画が不十分なものになってはいけないと指摘してまいりました。場合によっては基

本計画策定をおくらせてでも、よいものにしていかなければならないのではないでしょうか、市長

のお考えを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 既に滝川市立病院は、５０床削減しているわけです。基本構想では、したがって一般

病床３００床、それから精神病床５０床、これを上限とするということにしているわけです。これ

を超えることはない。ただ、いろんなところで、議会でも調査をなさったところにおいても閉鎖病

床があるというところもあるようでありますし、つくったものが閉鎖しなくてはならぬという状況

になっていくというのはやっぱり適切な選択ではありませんから、これは建てる段階でしっかり吟

味をして、しっかりした計画を立てたもとに整備されなくてはいけないというふうに思います。そ

こら辺は、ご質問のありましたように趣旨を十分勘案をしながら、適切な適正な病床数、そういう

ことも含めて基本計画をしっかりとしたものにすると。そのために、院内での議論、あるいは改築

準備委員会での議論、そういうものを徹底して、目標年度に住民の命と健康を守る市立病院がしっ

かり建つように努力したいというふうに思っております。 

〇議    長  酒五議員。 
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〇酒五議員 改築のスケジュールでは、以前でも委員会で質疑を行いましたが、来年の３月末に基

本計画が完成すると、同時に３月議会の中で实施設計の予算が計上されるということで、かなり基

本計画について議論するというのも時間が限られる。基本設計が完成するのは、同年の８月末とい

うことで、半年足らずしかないわけでございます。この点で、急がずつくっていくということが一

番大事なことではないかなというふうに思います。 

 そこで、次の質問に移りますが、基本計画をつくる前に市民合意を得なければならないというよ

うな問題であります。以前に市民や患者を対象としたアンケートが实施されました。そこでは、建

てかえが必要かどうかや現在地での建てかえ、また駐車場、通院手段など、こういった項目につい

てアンケートの結果が出されまして、そのことが基本構想の策定に生かされました。現在は、基本

計画を策定する段階であり、以前とは状況が異なります。こうしたアンケートの第２弾を实施して、

市民や患者の声を基本計画策定に生かすべきであります。その中で、基本計画をつくる前に市民合

意を得ることが一番大事ではないでしょうか。そうしたお考えをお持ちであるかどうか、お伺いい

たします。 

（「議長、議事進行」と言う声あり） 

〇議    長  田村議員。 

〇田村議員 これは、特別委員会に付託、調査しているところでありますから、議長の方で整理を

してもらって、ここでもって取り上げる問題ではないと思います。 

〇議    長  市民アンケート第２弾を实施すべきか云々というのは、よろしいのではないですか。 

（「いや、最初からさ」と言う声あり） 

〇議    長  もう既に１番目は終えていますから。市民アンケートの实施については、酒五議員の

質問は私はいいと思います。 

（「そうしたら、３番目はどうするんですか」と言う声あり） 

〇議    長  いいのではないですか。 

（「そうしたら、特別委員会なくてもいいんじゃないですか」と言う声あり） 

〇議    長  これは、特別委員会と性格が違いますよね。市長に対して質問しているのです。 

 答弁を求めます。市長。 

〇市    長 基本構想の段階で、市民アンケートをやっているわけです。市民委員会も立ち上げて、

皆さん方のご意見もお伺いしました。その後においても、病院内に患者サービス評価委員会を設置

して、患者満足度調査を实施して患者ニーズの把握をしておりますし、あるいはいろんな意見は意

見箱を通じて施設面にも及んでいろいろご意見もいただいて、住民の皆さん方の考え方というのは

相当蓄積されているというふうに私は思っています。ただ、基本計画をつくったということ自体が

つくったかつくらないかわからないということでは、やっぱり問題がありますから、それは議会の

皆さん方にもお示しをして、議論をいただきたいというふうに思いますのと同時に、市民の皆さん

方にもこれはお示しをして、やっぱりご意見をいただかなくてはならないというふうに思っており

ます。ただ、それが第２弾アンケートという形になるかどうか、それは別の問題でありまして、基

本計画についても市民の皆さん方のご意向の反映はしなくてはいけないというふうに思っておりま



- 121 - 

 

す。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 アンケートというものに私はこだわるものではなくて、市民の考え方や意見を、先ほ

ど蓄積はされたけれどもということでございましたけれども、ぜひ検討していただきたいなという

ふうに思っております。 

 それでは、第３番目、最後の質問に移ります。診療報酬改定などで現在どの病院も経営が大変に

なっています。各病院は、看護師確保や急性期医療への対忚を強めていることなどでこうした問題

に対処しているということでございますが、この滝川市立病院でも例外ではありません。０５年度

の病院決算については、収益的収支で３３２万円の赤字となりました。そこで、今年度決算見込み

はどのように推計しているのかお伺いいたします。 

〇議    長  病院事務部長。 

〇病院事務部長 ただいまのご質問にお答えいたします。 

 １１月過ぎまして１２月ということでございますけれども、まだ年度の途中ということでござい

ますので、結果的に、まだ３月までございますので、今の状態でどうなるかということは申し上げ

ることはできませんけれども、昨年は酒五議員が今言われましたように黒字化に努力をしたのです

けれども、残念ながら３３０万ほどの赤字になったと。そこで、１８年度につきましては、またこ

れからの目標といたしまして医療収益の確保ということで総額で５３億、月々に直しますと入院、

外来で４億４，０００万という目標設定をして、それの確保に努めておりますし、さらにまた経費

の節減ですとか、仕入れ単価の引き下げ、効率化の推進ということで院内全体的に取り組んでまい

りました。上半期の状況でございます。診療報酬につきましては３．１６パーセント、全体的にマ

イナスになったわけですけれども、上半期、１０月末までの状況といたしましては医業収益では対

前年比で８．３パーセントの増加ということで、月々に直しますと先ほど言いました入院外来では

４億４，０００万の目標をほぼ達成しているという状況にあります。また、経費につきましては、

対前年比では２．４パーセントの減と、こういう状況にあるということでございます。今後とも努

力してまいりたいと思います。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 本年度決算の見込みについて努力していくというような答弁がされたわけでございま

すけれども、以前に財政計画について基本計画とあわせて出されるというような答弁があったとい

うふうに思います。市のスケジュールによりますと、起債協議が实施設計予算と同じ時期に始まっ

て、起債申請は０７年度中になっております。ここで重要なのが起債の見通しであります。先ほど

申し上げましたとおり、０５年度は３３２万円の赤字、０４年度は９，２００万円の赤字、０３年

度は１億３，１００万円の黒字ということで、０７年度中の起債申請となれば、こうしたもの、特

に０５年度分の３３２万円の赤字や今年度決算などが非常に重要になるというふうに思います。こ

こで、お伺いします。市長として起債を獲得するために、絶対に獲得しなければならないというふ

うに思うのですけれども、こうした部分においてどのような見込みを持って行動しているのかお伺

いいたします。 
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〇議    長  病院事務部長。 

〇病院事務部長 起債につきましては、今年度から許可制から協議制ということになりましたけれ

ども、病院事業債は基本的には１００億以下については都道府県知事の認可、協議ということにな

りますけれども、しかし事前に国との協議というものは必要ということで、今年度道の担当者の方

といろいろ進めていく中で、私どもの方での現時点でのいろいろな計画、そういうものを詳細に打

ち合わせをさせていただきまして、１０月に道の担当者が総務省の方へ行きまして、うちの方の計

画等について説明をし、終えたということで、その結果としては現計画の部分については今の時点

では起債については問題なしということをいただいているところでございます。 

〇議    長  酒五議員。 

〇酒五議員 終わります。 

〇議    長  以上をもちまして酒五議員の質問を終了いたします。 

 

        ◎議事延長宠告 

〇議    長  本日の会議は、議事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 窪之内議員の発言を許します。窪之内議員。 

〇窪之内議員 それでは、本日最後の質問者でありますが、４時を過ぎるというふうになりますけ

れども、私の方でも深呼吸をして、元気いっぱい質問をさせていただきたいと思います。 

 

    ◎１、教育行政 

      １、教育再生会議のいじめ問題緊急提言について 

      ２、小学校女子児童の自殺事件にかかわる調査報告書について 

 まず、１件目です。通例と違いまして、教育行政を最初にやらせていただくということにしまし

た。後段、解明されている部分もありますので、一定省いて質問するということもありますけれど

も、よろしくお願いしたいと思います。まず、１件目ですが、教育再生会議のいじめ対策緊急提言

についての質問です。教育再生会議では、合宿討論を行うなど、教員の資質向上や学力向上、学校

制度の改革など教育全般についての検討が行われ、来年１月には１次報告が取りまとめられるよう

です。本日の質問は、いじめによる自殺が連鎖的に発生するなど、いじめによる深刻な实態の解決

が急がれたことから、いじめ問題への緊急提言が１１月２９日に発表され、この提言に盛り込まれ

たいじめた子供への指導、懲戒基準と滝川市の取り組みについて伺うものです。この緊急提言では、

いじめた子供への指導、懲戒として、社会奉仕や個別指導、別教审での教育などの規律の確保とと

もに、いじめを見て見ぬふりする者も加害者であるとして指導することを求めています。いじめた

子供に対する教育的な指導は当然ですが、別教审での教育や見て見ぬふりする者も加害者といった

判断について、私は簡単に納得できる気持ちにはなりません。滝川市教育委員会は、緊急提言のこ

うした指導や懲戒をどのように受けとめ、学校現場に求めていくのかお伺いしたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 窪之内議員さんのご質問にお答えをいたしますが、まずいじめを受けた子供から見れ
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ば、直接いじめた子供だけではなくて、その周りではやし立てをしたり、あるいは傍観していたと

いう子供も加害者として感じてしまうものでありますことから、集団的な指導というものについて

は日常的に欠かせないものだというふうに思っておりますし、当然そういう必要性もあるだろうと

いうふうに思っております。また、いじめに加わった子供への指導につきましては、保護者の協力

を積極的に求めながら指導を行っていくということが必要ですが、別教审での教育あるいは出席停

止などの措置については、本人の懲戒という観点ではなく、他の児童生徒が義務教育を受ける権利

を保障するというためにあるというふうに考えているところでございます。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 いじめを受けた側から見ればすべてが加害者というふうに見えるということは、そ

のとおりだと思っています。だから、そういったことで学級あるいは学校全体への教育的な指導と

いうのは欠かせないというふうに思っているのですが、本人の懲戒という観点ではなくて、他の生

徒が義務教育を受けるということの保障だというふうになった場合に、それではすべてが加害者と

いうことになれば一体どの部分の人たちを別教审で指導するのか、教育をするのか、その判断をだ

れがするのか、その教审で受けた人たちがその後どういった形で教审に戻ってこれるのか、そうい

ったことを考えたときに、いじめを受けた側の子供たちにとっても義務教育を受ける権利はあるわ

けですから、義務教育ということで言えば小学校、中学校までで、高校は違うということなのです

けれども、そういうことから考えたときに、こういった別教审での指導というのを簡単にやること

によって、その加害者である子供たちがまた集団の中に返ってこれないという場合も十分想定され

るというふうに思って、こういうことを暗に簡単に取り入れて進めていくということでは問題ある

のではないかと。もし仮にこういうことをするのであれば、先生方、生徒、児童、保護者、地域も

すべて納得できるような基準なり、そういうものが示されていかないで、こういうような懲戒とい

うことをとるというのは、私はふさわしくないと思いますが、そういう基準も含めたお考えについ

てお伺いします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 ご質問のありましたとおり、ではどの部分にどこまでのいじめの程度になれば例えば

別教审になるのか、そこは先ほど言いました直接的にいじめにかかわった者だけなのか、傍観者も

含めてなのかという部分の基準をつくるということについては、非常に難しい問題だというふうに

思っています。現实問題として、各学校、一義的には校長の判断ということになると思いますけれ

ども、そこの部分の基準というものについては明確にこうなれば、あるいはこうしてからという部

分については非常に答えづらい部分があります。したがいまして、今回の提言を受けて、具体的に

検討していく中身だというふうには思っておりますけれども、まだほかの議論も含めてもう尐し考

えさせていただきたいというふうに思っておりますので、ただちに懲戒的な処分を各学校におろす

ということについては今のところはまだ考えてはおりません。 

 以上です。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 今答弁されましたように、直ちにということではないということもありましたので、
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具体的な形での検討ということについては慎重な形で検討されたいということを求めて、次に移り

たいと思います。 

 次は、教育行政の第２項目ですが、小学校女子児童の自殺事件にかかわる調査報告書についての

質問です。第１要旨は、なぜいじめが行われたのか、その背景について調査は实施されたのかにつ

いてです。調査報告書では、女子児童に対する具体的な言葉や事例から、いじめがあったことを認

め、自殺の原因がいじめにあったと結論づけた報告書となっています。この点についての報告は素

直に受けとめますが、なぜいじめが行われたかについては全く触れられていません。なぜという大

きな問題を解明しないで、いじめた子供の心に迫る指導や本当にいじめをなくすことができるとは

思われません。子供は学校だけで生活しているわけではなく、家庭や地域のかかわりの中で育って

きているわけです。また、学習への不安などさまざまなストレスを抱えて、その不安やはけ口がい

じめという形であらわれていると指摘する教育者も多くいます。いじめ問題に正面から取り組んで

いくためにも、さまざまな角度から背景を分析することが求められているのではないでしょうか。

私は、一人一人のことはプライバシーにかかわることも多くありますので、公開すべきではないと

いうことは言うまでもありませんが、こうした観点で背景についての調査を行わなければ、子供た

ちの本当の解決には結びつかないのではないかという点でお伺いしておりますので、ご答弁をお願

いしたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 加害者になるいじめはどうして行われたかという背景なのですが、これは議員さんお

っしゃるとおり、子供のストレスによるもの、あるいは子供が子供を支配をしようとする心理とい

うふうに言われております。これらのいじめが起こる背景としましては、一般的には例えば学業不

振であったり、家族関係であったり、場合によっては例えば失恋であったりとか、転校であったり

とかというさまざまな要因がそのストレスを生むというふうに言われておりますし、その具体的な

背景に気づかないまま、そのストレスが生まれてくるということも往々にしてあるというふうに認

識をしております。したがいまして、今回の調査報告書では、それらの背景を調査をするというこ

とではなく、いじめに結びついた事实の特定の調査を实施をしたということでございます。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 次の質問の要旨ともかかわりますので、次の要旨にかかわっての質問を行ってから、

今の質問に対する答弁も含めた再質問という形をとらせていただきたいと思います。調査報告書で

は、保護者の理解や協力も得ながら、当該学級全体に対して第１に自殺の原因はいじめであること

を認識させて、死という現实と向かい合って、その償い方を考えさせるとなっています。一方で、

みずからを追い込むような罪悪感や孤独感、疎外感を与えることのないよう配慮するとなっていま

す。しかし、いじめが起きた背景や心の分析などが行われていない中で、子供たちだけに責任があ

るかのように結果に対しての償いを求めることが本当に教育的な指導のあり方だと私は思わないの

ですが、この点についての考え方についてお伺いします。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 いじめにかかわった子供たちへの指導としまして、自殺の原因はいじめであると認識
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させるということについては、これは避けては通れないものだというふうに思っております。女子

児童が仲間外れに遭い、悲しく苦しい思いをしたことは明らかであります。人の痛みがわかる人間

に育てていくためには、やはりクラスで行われていたことを全員に思い起こさせ、その時点から具

体的な指導がなされて、一人一人が成長することを願うというのが教育だというふうに考えており

ます。死という現实と向かい合って、償い方を考えさせる。このことは、当該児童の気持ちになっ

て、また児童を失った家族の気持ちになって、クラス全体が、あるいは個々の生徒が命のとうとさ

を知り、家族愛の大事さを気づかせて、その上で行動を通して人間社会の倫理観や人を愛する心と

いうものをはぐくむことにつながるものと確信をしております。また、先ほど言いましたいじめを

行う背景としてのストレスの解消という部分がまず一義的には大事なことになるというふうに思っ

ております。スクールカウンセラーの相談あるいは道徳教育、それからそういうカウンセリング技

術を身につけた教員の養成等もあわせて行いながら、心理的、教育的な援助を学校としても委員会

としても最大限図っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 先ほどの答弁と今の答弁で、ほとんどは同じような認識になっていると思うのです。

一つは、自殺の原因がいじめであることを認識させるというのもそのとおりだし、そこと正面から

向かい合うということもしてもらわなければならないというふうに思っているのですが、償い方と

いうことにちょっとこだわっているのです。というのは、この報告書の中でだれに償いをさせるの

かというのがちょっとよくわからないのですが、償い方のことについて書かれてあるのは、学校の

先生でも学校でもなければ、教育委員会でも何でもなくて、子供たちにだけ償い方を考えさせると

報告書に出てきていて、ここの部分にひっかかっているのです。後段にありますように、子供たち

に罪悪感や孤独感を与えない中で自分たちのしたことがどういうことで死に結びついたのかと考え

させながら、私はその死から何を学び、どう生きるかということを子供たちに受けとめてもらうと

いうことであって、償い方ではなくて、今後自分たちがどう生きるのかということだというふうに

思っているのです。細かいことなので、そういう意味が償い方ということに含まれているというこ

とであれば納得できるのですが、償いということで、先ほど言ったように補償という言葉との関係

で、具体的に遺族とかそういうことへの償いを求めているかなという気持ちがするので、誤解があ

るといけませんので、そのことについてお伺いしたいということと、そういう意味からも、子供た

ちが向かい合っていく意味からも、子供たちのストレスになっていることとか、そういうことに深

く向き合っていくためにも保護者の理解をということが書いてあります。先日地域参観日があって、

教育委員会の方たちも参加されていましたが、私も授業を参観させていただきました。直接この学

級の参観も２時間ばかり授業を参観させていただいて、その後いろいろ校長先生なんかとも懇談さ

せていただきましたが、保護者の方たちもこういった現实にどう子供と向かい合っていいのか、ど

う語り合っていいのかということの迷いや不安や、そういうものがあるというふうなことをお聞き

しました。そういう点で、私はただ学校任せ、教員任せにしていいのかなという不安が物すごくあ

って、そういった保護者の不安、そして保護者が子供たちときちんと向き合える援助、こういった
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点も必要でないかなと思うのですが、あわせてお伺いしたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 報告書で書かせていただきました償い方というのは、決して補償とかという意味では

なくて、例えば一つの行動としてお参りだとかということもあるでしょうし、そういうような意味

での償い方というふうにとらえております。また、償うだけではなくて、学校生活にどういうよう

な目的を持ってこの先の学校生活を送るのかということについてもあわせて指導していくというこ

とも報告書の方に記載をさせていただいておりますので、その意味では議員さんのおっしゃるのと

一致をしているのかなというふうに思っております。また、保護者の方につきましても、今定例的

に保護者会を開催をしてやっております。今回の報告書をきっかけに、子供さんと話し合うことが

できたというようなご意見も聞いております。当然スクールカウンセラーにつきましては、保護者

の方もカウンセリングを希望者については实施をしておりますので、今後とも児童生徒だけではな

く保護者の方も含めて、基本的に子供と保護者の方が議員さんおっしゃるように向かい合わなけれ

ば、その次のステップにはいかないものというふうに考えております。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 認識に違いはないということだと思います。受け身ではなくて、保護者の人たちが

悩んでいないかどうかということも学校を通じるなどして教育委員会としても働きかけをぜひ行っ

ていただきたいということを言って、次の第３要旨に入りたいと思います。学校や市教委と遺族の

認識の違いについても報告書では書かれております。新体制での教育委員会も亡くなった児童の母

親との面談が一度もできていないというふうに聞いています。一番大切なお母様の認識について、

どのように確認しているのか伺いたいのと、報告書に示されなかったほかに深刻な仲間外しが行わ

れたという遺族の認識があるというふうに記載されています。こうした違いについて、教育委員会

として遺族の要望に全面的に協力していくとの姿勢が示されていますが、この認識の違いを一致さ

せるために、今後どのような調査が求められているのか、同級生や保護者、教師からの再聞き取り

といったこともあり得るのかについて伺いたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 まだ母親については直接私どもお会いをしておりませんが、大おじさんを通じまして

報告書の内容についてはお母様についてもご理解はしているというふうに承っております。また、

認識の違いの部分について、どういうふうな埋め方をしていくのかということで、今ご遺族の方と

いろんなお話をさせていただいております。ご遺族の方の目的を果たすためにどういう方法が一番

いいのか、それは再調査をするのか、あるいは別の方法があるのかも含めて慎重に行っていきたい

というふうに考えております。ただ、家族を亡くされた遺族の気持ちというのはそう簡単にいえる

ものではないだろうというふうに思っております。そこの部分の難しさというのは現实的にはある

のですけれども、委員会としてはできる限りご協力をしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 一つは、お母様にお会いできていないということで、私が心配するのはお母さんの
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精神的なケアがきちんと行われているのかということなのです。長い間かからないと気持ちは落ち

つかないのかもしれませんけれども、こういった点で何らかの援助とかは求められてはいないのか

どうかが１点と、どういう方法がいいのかということもおっしゃっていましたが、ご遺族の方が直

接この間同級生や保護者などへの調査を行ってきたというふうにも聞いていますが、こうした調査

についてご遺族の方が今後も行っていくということについての教育委員会のお考えをお聞きしたい

というのと、この報告書が一たん出されましたけれども、その認識の違いがあるということであれ

ば、いろんな再調査をするかどうかも含めて、仮に新しい事实が出れば調査報告書としてはまだ完

了していないというふうに言えるのか。心配しているのは、私はこの調査報告書が出された時点で、

これからこのことを受けとめて子供たちにとっては今後の生き方を決めようとするときに、またさ

かのぼって何度も昔のことに入るのが決していいことだというふうには思っていないのです。だか

ら、子供たちを対象にした調査が今後とも行われるということについては私は反対の気持ちを持っ

ているのですが、そういうことが行われるのかという懸念もあるものですから、こういった調査が

終了する時期というのですか、そういう見通しを持っているのであれば、その時期についてもお伺

いをしたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 お母さんの方から私どもの方にそういうケアについて求められているということは、

ございません。ただ、必要があれば遺族の方を含めて、何らかのケア、その辺についてはご相談を

してみたいというふうに思っております。また、どういう方法がいいのかということでございます。

ご遺族の方は、事实の真相が知りたいということで、議員さんおっしゃられるように直接保護者の

方等に電話なり、お会いになったりしております。ただ、そのことが双方の認識を埋めるような形

を生まないような結果になるのであれば、これは長くかかってしまう話ですから、そこの部分も含

めてご遺族の方とご相談をさせていただきたいというふうに思っております。また、調査の結果、

さらに新しい事实というのが出るのであれば、これはやはり調査報告書の中でつくり直す必要があ

るかどうかという部分を含めてなのですが、そういう事实が確認できれば何らかの方法は考えなけ

ればならないというふうに思っております。教育委員会が考えています認識の埋め方とご遺族の考

え方とまだ完全に一致をしているわけではございません。今後とも話し合いの中で詰めていきたい

というふうに思っておりますので、現段階ではいつまでという見通しについては立ててはおりませ

ん。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 １点だけ確認したいと思いますが、今の答弁であれば遺族の方との認識の違いを埋

めれるということであれば、遺族の方が直接同級生や保護者などへの調査を行うことについても、

今後こういう調査を行うことについてもやむを得ないという考えというふうに受けとめてよろしい

のでしょうか。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 やむを得ないというふうに考えているわけではございませんが、ただどういう形でそ

の認識の違いを埋められるのかというのについては、非常にナイーブな問題も含んでおります。完
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全に埋まるかどうかという部分についても、断言をすることはできません。そういうような中で、

ご遺族との話し合いは引き続き続けていきたいというふうに思っております。先ほど申し上げまし

たご遺族がとる行動が果たして本当に問題の解決に結びつくような方向になるのかならないのかと

いうようなことも含めてお話し合いをさせていただきたいというふうに思っておりますので、今の

段階で直接ご遺族の方が保護者あるいは児童の方に会って調査をするという部分については、私ど

もとしては今の段階でそのことをやるのがいいのかどうなのかという部分についてお話をさせてい

ただいているところでございます。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 なぜこの問題を聞くのかということは、实際に調査報告書が出された後もこうした

動きがある。これは教育委員会ももちろんつかんでいると思いますが、こうした動きもあるという

ことで、私はその間を取り持つのは教育委員会の方たちだろうというふうに思っていますので、い

じめた子供さんだから、何度も何度もいろんなことを突きつけてもいいということではない。この

調査報告書が出て、それでこれからきちんと向き合おうとしているときだから、そういう点ではこ

ういうことは慎重に行わなければならないというふうに思っていますので、そうした私の気持ちだ

け伝えて、次の質問に入りたいと思います。 

 

    ◎２、福祉行政 

      １、要介護者の障害者控除の周知について 

 ２件目ですが、福祉行政です。福祉行政の要介護者の障害者控除の周知については、前段酒五議

員の方で行いましたので、私の方からは質問するものではありませんが、１点だけ。制度としてこ

の控除を認めるように一番先に質疑したのが予算か決算委員会で私だったということもあって、や

っとこういう制度が導入されたということをうれしく思っているものですが、先ほど漏れがないよ

うにしていきたいというふうになったので、通知の漏れがないというのはもちろんなのですが、申

請漏れがないようにというのは、書類とかいろいろ書かなければならないところとかも出てくると

思いますので、申請漏れがないようにぜひしていただきたいということを要望したいと思います。 

 

        ◎３、医療制度改正 

      １、北海道後期高齢者医療制度 

 それで次、３件目の医療制度改正についての質問に入ります。北海道後期高齢者医療制度の周知

についての質問です。先日の本会議で北海道後期高齢者医療広域連合の設置についての議案が可決

されました。来年２月ごろには広域連合議会議員の選挙が行われ、来年の１１月ごろに保険料が確

定し、再来年、平成２０年４月より实施といったスケジュールで進むというふうに聞いております。

しかし、この制度の対象者である７５歳以上の後期高齢者を初め、ご家族の多くがこの制度の仕組

みはもちろん、移行時期についても理解されていないのではないでしょうか。制度開始までに約１

年３カ月ありますが、高齢者ということもあり、病気や介護を受けている方もいらっしゃいます。

スムーズな实施のためにも、周知には特別な対策が求められるというふうに考えていますが、周知



- 129 - 

 

時期や方法についての方針をお聞かせください。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 過日の本会議でも議決いただきましたように、後期高齢者医療広域連合が１９年３月

までに設置されるわけであります。これ以降具体的な議論が粛々と進められていって、準備が進ん

でいきますから、ご質問のありましたようにこういうふうに制度が大きく変わるわけですから、私

どもとしても該当される皆さん方には十分ＰＲしていきたいというふうに思っております。いろん

なことが決まる段階で、ばらばらにやってもしようがありませんので、適宜適切な時期にまとめて、

一度と言わず数度ＰＲしていきたいというふうに思っておりますが、まずは早い時期に広報でお知

らせをしたいと。詳細が明確になり次第、まちづくり懇談会、あるいは出前トークというのもやっ

ていますから、ご希望のあるところについては出かけていってご説明を申し上げたいというふうに

思いますのと、電話での相談受け付け、あるいは被保険者証の発送にあわせた説明とか、医療機関

等との連携とか、さまざまなことでこういう新制度に移行していくのだというＰＲをしていきたい

というふうに思いますが、これは私どもだけでなくて国もやっていただかなくてはいけないし、北

海道や広域連合もやっていただかなくてはいけないと。どういう方法でやるのが一番効果的なのか

ということをいろんな組織を通じて国だとか広域連合にも要請していきたいと思いますし、必要な

ことは滝川市独自でやるというふうに思っております。 

〇議    長  市民生活部長。 

〇市民生活部長 先ほど窪之内議員さんからの広域連合の議会議員の選挙、私前回のときに２月ご

ろというようなお話ししたのですが、申しわけございません。訂正させていただきたいと思います。

来年統一地方選挙等がございまして、今の予定なのですが、その選挙後に広域連合議会議員選挙の

告示があるような流れになっておりますので、おわびして、訂正いたします。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 市長からいろんな方法や機会を通じてということでしたので、中身がわからないと

周知してもだめだということもありますので、大きな改正だということもありますし、今政府管掌

健康保険の扶養家族に入っている人たちが抜けて、保険料を払わなければならないと思っている人

たちは余りいないというふうに思っていますので、そういうことも含めて、わかり次第いろんな形

で周知をしていただくことを要望し、次に移りたいと思います。 

 

        ◎４、病院行政 

      １、看護師確保対策 

 次は、病院行政です。病院行政の看護師の確保対策についてお伺いしたいと思います。第１要旨

では、潜在看護師の勘取り戻し体験实習を生かした確保についてです。滝川市立病院の将来にとっ

て医師と看護師の確保は最も重要な課題の一つですが、看護師確保について、視察をさせていただ

いた留萌の市立病院では全道トップクラスの給与条件を提示しても効果がないというふうに嘆いて

いらっしゃいました。全道的に熾烈な看護師確保競争が始まっていると言っていいような状況にな

っているのかなというふうに考えています。本市の場合、研修制度の充实などで看護学校卒業生の
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確保に全力を挙げているというふうに聞いています。しかし、看護師配置基準を１０対１から７対

１へ充实させ、これを維持していくには創意を凝らした獲得作戦を展開する必要があるのではない

でしょうか。こうした点で潜在看護師の現場復帰を促す勘取り戻し体験实習を成果あるものに生か

していくことが大切ですが、实習の現状と現場復帰の展望についてお伺いしたいと思います。 

〇議    長  病院事務部長。 

〇病院事務部長 看護師の業務というのは、かなり専門性が求められるということがありますし、

医療の進歩に従って、その求められる専門性というのが変化をしている状況にあります。また、勤

務の形態ですとか勤務条件ですと、３交代あるいは業務の内容がハードということもありまして、

結婚ですとか出産などを契機に第一線から引いていかれるという方もたくさんいらっしゃるという

のも事实でございます。第一線から引いてから期間が長期になってまいりますと、先ほども言いま

したように医療の進歩に自分が対忚できるのだろうかというような不安があるということなどもご

ざいまして、これについては当院でも平成３年からですけれども、１日ですけれども、勘の取り戻

し体験というものを实施をいたしております。最近の例でいきますと、１６年度では２名、１７年

度は２名の方が受けられまして、１８年度、まだ上期だけですけれども、１名の方がこの体験に参

加をしていただきまして、１７年度、１８年度でそれぞれそれを契機に、この場合は臨時職員とい

うことでございますけれども、当院でお勤めいただいているという状況もあります。今後もこれら

の部分について内容の見直しも含めてさらに充实をして、勘取り戻し体験を引き続き实施していき

たいと、こういうふうに考えております。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 引き続きこういった勘取り戻し体験で成果を上げていくということでしたので、そ

ういうふうに生かしていただきたいというふうに思っているのですが、思ったよりも参加者が尐な

いなというふうに思っているのですけれども、潜在看護師として何か、そういった看護師が滝川市

にどの程度いるのかとか、そういった点は個人のプライバシーにかかわることで、なかなかそうい

ったルートはないのかなというふうにも思うのですけれども、一定数いる看護学校の卒業生であれ

ば卒業生名簿とかを取り戻せば、もうちょっと参加していただく方をふやすような努力もできるの

かなと思うのですが、そういった点では広報に掲載するだけになっているのでしょうか。 

〇議    長  病院事務部長。 

〇病院事務部長 基本的にはやはり広報での周知ということですが、ただ卒業生などで市内にいら

っしゃる方、以前病院に勤めておられた方でいらっしゃる方と、いろんなそういう人のつてもござ

いますので、そういう方に呼びかけをしたりということは实施しております。引き続き、それらの

内容も含めてさらに努めていきたいと思います。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 引き続く努力をお願いしたいと思います。 

 それでは、第２要旨ですが、看護師採用における年齢制限の引き上げを求める質問です。看護師

採用についての募集要項は、広報で年に数回か掲載されていますが、年齢制限はその都度変化して

います。今年度のを見ても、変化しております。なぜその都度年齢制限に違いがあるのかわかりま
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せんが、ほぼ４０歳前半までは機会があるようですが、それ以上の年齢では対象外のようになって

おります。先ほど部長が答弁されましたように、看護師の仕事は専門的な技術が求められるととも

に、肉体的にも重労働なわけです。こうした技術を持つ優秀な看護師を安定的に確保するためには

正職員としての看護師採用年齢の引き上げについて検討すべきではないかと。もちろんいろんな家

庭の事情で嘱託で働きたい、臨時のパートで働きたいとおっしゃる方はいいのです。そうではない

方たちもいて、４５歳でも定年までかなりの年数があるわけですから、そういった点をぜひ考慮す

べきではないかというふうに思いますが、ご答弁をお伺いします。 

〇議    長  病院事務部長。 

〇病院事務部長 看護師の採用の年齢制限ということについては、規定では特別ございません。現

在の募集の年齢といたしましては、臨時職員の場合については一忚５０歳以下ということにしてお

りますけれども、正規職員の場合については外来だけでなくて当然病棟勤務ということになります

と、３交代ですとか、いろいろと相当ハードな勤務形態、あるいはその内容もハードということも

ございまして、今では基本的には４０歳以下ということをめどに募集をかけています。先ほどお話

ありましたように、募集は正直言いましてそのときで年齢が幾らかずつ変化しています。募集する

人数ですとかいうようなことでその辺は尐し変わっているところですけれども、基本的には現在の

この考え方でいきたいと思っていますけれども、ただ今後の看護師の需給の動向などによってはこ

れらの部分についての再検討も考えていきたいと思っております。 

〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 基本的には、正規だと４０歳以下ということのご答弁でした。それで、４０歳を超

える看護師さんになると、ちょうど子供さんの進学とかにお金がかかるという時期で、きちんと勤

めたい。３交代であっても、子供から手が離れた、そういうことで勤めても構わないよという人た

ちも当然いらっしゃるのではないかと。現に私の知り合いでもいて、年齢制限のために受けられな

いということになっております。それで、いろんな需要を含めて今後検討していただくことを求め

て、次の最後の５件目に入りたいというふうに思います。 

 

    ◎５、指定管理者制度 

      １、新たに指定管理に決定した施設 

 これは、指定管理の問題で議案質疑やきょうの答弁で明らかになっている部分がありますので、

その部分は割愛させていただきます。まず、第１要旨については、明らかになりましたので、この

点については質問は避けたいと思います。 

 それで、第２、第３、第４をまとめて行いまして、ご答弁をいただきたいと思います。第２要旨

ですが、指定管理による利用者へのメリットと周知をということで、实際には経費の問題を含めて

市としてのメリットがあるということはわかるのですが、一方で利用者にとってもこの指定管理が

メリットあるものにしていかなければならないということだと思います。受けた方も尐ない経費で

効果を上げるためには、やっぱり利用者増というのが欠かせないわけで、指定管理者任せにするこ

となく、市としても利用者へどういうようなメリットがあるのかということを積極的にアピールし
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ていくべきかなというふうに思っていますので、この点についての考え方をお伺いしたいと思いま

す。スポーツをやっておりますが、指定管理になってからの方がスポーツセンター等の備品などが

きちんとなったというふうな、そういうような受けとめもありますので、こうしたことからも指定

管理者によってのメリットは必ずあると思いますので、この点について伺いたいと思います。 

 第３要旨ですが、先ほど現在勤務している嘱託職員や正規職員の人数も答弁されました。臨時職

員についての人数は示されませんでしたけれども、議案の中で丸加高原伝習館の指定管理について

のときのご答弁では雇用継続を希望する場合は地元を優先されるというふうに考えてよいというふ

うな答弁がありましたが、これは全体の施設についてもそういった考え方を持っているのかという

ことをお伺いしたいと思います。 

 第４要旨ですが、地元農産物の使用や地元での仕入れといった点ですけれども、こうした点につ

いても契約の上からも明確にしていくとの答弁が議案の中でありましたが、そういうことが確实に

实行されていくのかということについて、やっぱりチェックとか協議といった点も必要ではないか

と思うのですが、こういうことについても検討されているのかお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

〇議    長  総務部長。 

〇総務部長 ただいまの指定管理者制度に関するご質問でございますが、まず最初に利用者へのメ

リットとその関係の周知ということでございます。もちろん市の財政的なメリットもそうですし、

やはり指定管理者のもう一つの制度の意義と申しますか、それはやはりサービスの向上、質の向上

ということも挙げられております。その点については、今後５件８施設のさまざまないろいろな提

案等もございますので、それらの提案と、あるいはまた募集要項、さらにまた提案書も含めて、チ

ェック、確認と申しますか、そういうことを含めていきながら、今後協定書の中に盛り込んでいく

という考え方でございます。そこで、具体的なメリット、先ほど議員さんの方からも体育施設の例

ということもお話ございましたように、例えば地域管理の場合、コミュニティ施設なんかも、市の

直営がだめということではないのですけれども、委託管理あるいはまた指定管理によって、その点

の改善が早いとか、もろもろいい面の効果も見えておりますので、それらについても今後さらに周

知も含めてすべきだというふうに考えております。 

 続きまして、嘱託職員、臨時職員の雇用継続の関係でございます。議案の質疑の中で、丸加高原

伝習館の関係での説明ということでございますけれども、基本的には各指定管理予定者からの提案

書においては地元の採用、雇用継続という点を重視をしているというのがほとんど大半でございま

すので、この点についてはそのようにご答弁をさせていただきます。 

 また、最後の農産物の使用とか地元の仕入れ関係です。これについても、募集要項、さらにまた

協定、また提案というものもすべて生きてくると思います。生かせるように、私どもも一たん指定

管理をしたから、後はもう知らないということではなくて、この点の業務計画書に基づく管理がさ

れているかどうか、さらにまたご質問の具体的な細かな仕入れ等、そういう点についてもチェック、

確認を十分やっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 
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〇議    長  窪之内議員。 

〇窪之内議員 答弁がありましたので、そういうようなことで利用者へのサービス向上や地元にと

っても効果があったと言われるような指定管理にしていくということで、そういうような努力を求

めて、質問を終わりたいと思います。 

〇議    長  以上をもちまして窪之内議員の質問を終了いたします。 

 

    ◎延会の件について 

〇議  長 お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しました。 

 

    ◎延会宠告 

〇議  長 本日はこれにて延会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

延会 午後 ４時３７分 
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開議 午前１０時０１分 

    ◎開議宠告 

〇議    長 ただいまの出席議員数は、２０名であります。 

 欠席の申し出は、大谷議員であります。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員指名 

〇議  長 日程第１、会議録署名議員指名を行います。 

 会議録署名議員は、議長において本間議員、大累議員を指名いたします。 

 

    ◎日程第２ 一般質問 

〇議  長 日程第２、前日に引き続き一般質問を行います。なお、この場合５名の方の質問が既

に終了しておりますので、プリントの順位６番目の方の質問に入ります。 

 質問、答弁ともに要点を簡潔にするようお願いいたします。また、質問は通告の範囲を遵守し、

議案審査で既に解明された事項にわたらないようにご留意を願います。 

 三上議員の発言を許します。三上議員。 

〇三上議員 おはようございます。公明党の三上です。今回は、教育行政に特化して質問させてい

ただきます。 

 

    ◎１、心の教育推進プランについて 

      １、現在の推進・進捗状況は 

      ２、２４時間いじめ相談専用電話開設後の实態と相談件数は 

      ３、学校、地域、家庭、関係機関とのネットワークづくりはどの程度進展しているの 

        か 

      ４、スクールカウンセラーの配置は充足しているのか 

      ５、教師へのカウンセリング研修会は实施されたのか 

      ６、保護者アンケートの結果と意見交換会での成果は 

 １０月１６日にいじめに関する心の教育推進プランが策定されておりますけれども、向かい合う

心を主題として作成されたと思いますが、今現在の推進状況と進捗状況、その辺をまず伺いたいと

思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 おはようございます。三上議員のご質問にお答えをいたします。 

 １０月１６日に作成をしました心の教育推進プランにつきまして、これまでも行ってきた内容で

ございますが、いじめ相談専用電話及び相談メールの開設を行ってきたところでございます。また、

スクールカウンセラーにつきましては、引き続き当該の中学校に連日配置をしております。また、

いじめ防止のための計画としまして、広報たきかわにシリーズでその内容について記載をしている
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ところでございます。また、法務局と連携をいたしまして、小学生、中学生に向けてＳＯＳミニレ

ター、こういうものを配布しております。これは、各児童生徒が直接法務局に対してミニレター、

手紙を書いて封筒に入れて、それを送るというようなことで、法務局の方の人権擁護委員さんがそ

れに対して子供に返事を書くといった内容になっているものでございます。また、道教委が实施を

しております小中高校生のいじめに関するアンケートがきのうからきょうにかけまして各学校に配

布をされております。終業式までに提出をしていただくということになっておりますが、それにあ

わせまして保護者へのアンケートというものも同時に配布をして、今それぞれご回答いただいてい

る最中でございます。また、ＰＴＡ連合会を通じまして自主事業活動等の支援。これらが現在取り

組んで行っている内容でございます。 

 以上です。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 今全体的に大まかにお答えいただきましたけれども、それでは細かく聞いていきます。

２４時間のいじめ相談電話を開設しておりますけれども、まず児童生徒に周知徹底されているかど

うかということと、それと今現在の相談件数、あるいはその後における対忚策、その辺を伺いたい

と思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 いじめ相談の専用電話につきましては、１０月１２日から開設をしております。周知

の方法としましては、各学校を通じて学級だより等に記載をしておりますほか、終業式までに相談

電話の電話番号と、それからメールのアドレスを書いたカードを今週中に全児童生徒に配布をする

予定になっておりますので、そちらの方でさらに周知を図りたいというふうに思っております。ま

た、相談の件数につきましては、現在６件受けております。いじめに関することが４件、あと家庭

内の悩みに関することが２件でございます。いじめに関する件につきましては、いずれも直ちに学

校と連携をとりまして、深刻化する以前に解決をしております。今後とも、先ほど申し上げました

カードを配布することによりまして、相談窓口についてより明確にしたいというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 いじめ相談電話なのですが、全部で６件ということで、いじめに関しては４件。それ

で、電話を受けた際に、子供たちというのは名前を言って学校を言うものなのでしょうか。例えば

言わなかった場合は、追跡方法というか、そういうのがあるのかどうか。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 明らかに自分の名前、学校名、学年を言わない場合もありますが、専門の相談員、指

導員がおりますので、おおよそ学校ですとか学年だとかをこちらの方で特定ができて、その４件に

ついては全部できております。本人から来た部分というのは、１件でございます。それ以外では保

護者の方ですとか、あるいは保護者の友人、同学年の子供の保護者の方ですとか、そういうような

ものもありまして、４件については大抵学校が特定をできていますので、あと学校の方で大体何年
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生ぐらい、尐なくとも男の子か女の子かというのはわかりますので、その部分を学校の方に伝えま

すと、学校では大体特定できる形になっていますので、ただ本人が余り知られたくないというよう

な部分があるのであれば、そういうことに配慮して学校の方で対忚してもらっているという状況で

ございます。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 今本人からは１件の相談だと。まだ子供たちに徹底されていないのではないかなと思

うのです。いじめに関してだけでなくて、気軽に電話できるような体制を早急に築いていただきた

いなと思います。 

 それでは、次に移ります。緊急プログラムには、学校もそうなのですけれども、地域、関係団体

と連携を図りながらいじめ撲滅を推進していくということになっておりますけれども、市民は地域

全体で取り組んでいく機運が盛り上がっているというところがまだ見えてきていないのではないか

と思いますけれども、現状について伺いたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 これまで報告書の方の取りまとめがございまして、正直言ってプランの方は進みが遅

いというのは我々自身も感じております。そのような中で、過日報告をさせていただきました調査

報告書に沿って、各学校でも具体的なアクションを起こしてもらうように校長会でお願いをしてき

たところでございます。また、児童会、生徒会が自主的に行ういじめ撲滅宠言というのが滝川市以

外でも行われておりますが、これはいじめの問題に直接かかわる当事者として大きな成果が期待で

きるものというふうに思っておりますし、道徳教育を中心に全部の教育活動において豊かな心を育

てるという視点の中で学習活動の基本として、このいじめという問題についても取り組んでいくと

いうことでございます。具体的な機運という部分につきましては、今第三小学校で児童会、保護者

会両方で、１２月２２日の日に撲滅宠言を児童会とＰＴＡの両方の立場で行うということを聞いて

おります。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 やはり学校、地域、家庭が一体となって進めていくことが最重要かなと思いますので、

ぜひスピードを持って進めていただきたいと思います。 

 それでは次に、スクールカウンセラーの配置に関して伺いたいと思います。スクールカウンセラ

ーが導入されたころは、現場の先生方も半信半疑、果たしてそんなに効果があるのだろうかという

声が間々聞かれたのですが、最近はスクールカウンセラーはやはりすごいと、効果があるという認

識がふえているそうです。そういったことで、前回の臨時議会でもスクールカウンセラーの配置と

いうことで市単独でも予算づけしましたけれども、今現在どういう状況にあるのか。巡回するとい

うことになっておりますけれども、本当にそれで足りているのだろうかということが心配でござい

ます。その辺について。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 スクールカウンセラーにつきましては、現在のところはまだ市の単独ではなく、道の

予算で措置をして派遣をしていただいております。江部乙中学校につきましては、毎日勤務してお
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ります。江部乙小学校については、週１回、４時間勤務しております。また、ほかの学校でも要請

があれば、今江部乙中学校に常駐しておりますスクールカウンセラーがほかの学校にも出向いて対

忚しております。いずれの学校においても児童生徒のケアを行うということで、必要があれば、き

のうも申し上げましたけれども、保護者へのケアも行っております。だんだん信頼関係が生まれて

きているのは事实でございます。ただ、スクールカウンセラーの会合などでお話を聞きますと、本

来は学校の先生にカウンセリングの技術を身につけていただくというのが本来の、教師をサポート

する役割というのが本来的なスクールカウンセラーの業務だということもおっしゃっておりました。

また、教員がスクールカウンセラーがいることによってスクールカウンセラーに全部預けてしまう

というようなことがあっては、本来教師としての役割ということでは逆にそこで、責任転嫁とは言

いませんけれども、そういうふうになってしまうということについてもちょっと危惧する部分があ

りますので、今後ともこれからカウンセリングの技術を教員の方に磨いていただくというような形

での取り組みも強化をしていきたいというふうに考えております。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 相談审に子供たちが行くという状況の学校から、学校というか保護者から相談を受け

ました。そこで、教育委員会に、ぜひ一日も早くスクールカウンセラーを配置してほしいのだと話

しました。ところが、２週間たってもなかなか配置できないという状況だったものですから、果た

してスクールカウンセラーの配置状況が本当に充足しているのかなと疑問に思ったのです。それで、

今まだ道の予算でスクールカウンセラーを配置しているということですけれども、なぜすぐに市の

あれでやらないのですか。市で予算とりましたよね、なぜすぐ配置しないのですか。その辺を伺い

ます。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 １０月に臨時会で補正させていただきましたスクールカウンセラーの予算につきまし

ては、道の助成がまだ確定していない状態でありました。ですから、道の補助がもしなければ、市

の単費でもスクールカウンセラーを配置をするということでの補正対忚をさせていただきましたの

で、現状は道の方でまだ滝川にスクールカウンセラーが必要だということで、当面２学期が終わる

までについては道の方で費用を負担していただけるということでしたので、道費の負担のまま今も

配置しておりますが、道の方の予算がなくなるということがあれば、市の方の単独の予算を使って

引き続きスクールカウンセラーを配置をしたいというような内容になっておりますので、スクール

カウンセラーそのものの数が非常に尐ないというふうになっています。空知でも２名か３名しかお

りません。その方が空知管内の全部の学校を手分けをしてやっております。そのうちの１名を滝川

に入れていただいているという状況になっておりますので、先ほど議員さんが言われました２週間

たってもまだ配置していないという部分につきましては、学校側との調整だというふうに思ってお

ります。もし詳細がわかりましたら、担当の方からその部分についてはご答弁させていただきます。 

（何事か言う声あり） 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 先ほど議員さんのおっしゃられました部分につきましては、一、二回程度スクールカ
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ウンセラーが行っているというふうに聞いております。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 スクールカウンセラーは、全国的に見て、空知では二、三人ということだそうですけ

れども、だんだん、だんだんふえてきているのです。それで、道教委の取り組みとかは、その部分

で本当に積極的に動いていないのではないだろうかというふうに思うわけです。それで、江部乙小

学校と江部乙中学校だけでいじめが発生しているわけではなくて、それ以外の小中高で、我々には

わからないけれども、あるかもしれないのです。そういった面で、巡回するということは非常に大

事なことだと思います。ですから、いち早く各学校を巡回できるような体制にしていただきたいな

と思います。 

 それでは次に、教師のカウンセリング研修会が昨日の答弁の中にも若干出てまいりましたけれど

も、教師からの反響がもしあれば、それを伺います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 教師のカウンセリング研修会につきましては、現在講師の要請をしておりまして、冬

休み期間中に行う予定でございます。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 これは、年度末までに２回ぐらい实施されるのですか、そういうあれになるのですか。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 １回きりの研修会というふうには考えておりません。今やり方を考えているところな

のですが、受講された方々が例えば受講者の会といいますか、そういうような形で自主的な会みた

いなものをつくっていただいて、継続的に行っていく必要があるのだろうというふうに思っており

ます。あと、カウンセリングというのは教師だけではなくて、講師をお願いしている先生のお話で

すと保護者ですとか児童生徒と一緒にやるという場合もあるというふうに、当然教員も含んでです

が、そういうふうにお聞きをしておりますので、そういうような中で例えばＰＴＡ活動の中で研修

を受けた先生が中心になって、今度は自分の学校で取り組みをしてみたいということがあれば、そ

ちらの方の支援というのもＰＴＡの支援事業の一環として考えられるのではないかというふうに思

っております。いずれにしても、カウンセリング研修会について年度内に２回やれるかどうかは、

先生方の研修の日程の都合もありますのでわかりませんけれども、継続して行っていくという考え

ではおります。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 いじめ問題もそうなのですが、生徒に幾らいじめはよくないよと話しても、なかなか

直らない部分というのがあると思うのです。生徒を変えるのは、やっぱり先生だと思います。先生

が生徒を変えるためには、やはり教師自身が変わらなければ子供たちは変わらないと私は思います。

そういったことで、教師のカウンセリング研修というのは非常に大事だと思いますので、ぜひ冬休

み期間中にやっていただいて、その後も継続してできるような形でお願いしたいと思います。 

 次に、保護者アンケートの結果と意見交換会の成果ということで伺いたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 
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〇教育部長 先ほど申し上げましたように、保護者アンケートを現在行っている最中でございます。

道教委の方の生徒、児童へのアンケートの結果に間に合うような形で市独自の集計も行いたいとい

うふうに思っております。その結果をもちまして意見交換会等を開催していこうというふうに思っ

ております。 

〇議    長  三上議員。 

 

    ◎２、教師について 

      １、児童・生徒と向き合える状況にあるのか 

      ２、教師に対する人事権は 

〇三上議員 それでは、教師について伺いたいと思います。私の周りにも先生が結構おります。そ

れで、その中でお話しする中では、やはり最近はなかなか子供たちと向き合う時間がとれないのだ

と。早い話が子供たちにかかわる以外のこと、雑務と言ったら言葉があれですけれども、仕事がふ

えている。だから、子供たちに向き合える時間がなかなかとれないのだという話を聞きます。それ

で、現状どうなのだと。先生方は、そういう声は当然あるのでしょうけれども、現状どうなのでし

ょうか。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 今日さまざまな教育課題を抱えて、その解決に向けて大きな期待が学校に寄せられて

いることは、議員さんおっしゃるとおり教職員についてはこれまで以上に多忙感を感じているとい

うことだと思います。ですから、児童生徒に寄り添って向かい合うゆとりを生み出すということが

非常に難しくなってきているというような現状だと思います。その中で、運営組織の見直しを図る、

あるいは会議の効率化を図る、あるいは学校行事の見直しをする等も含めて、近年では長期休業中

に職員会議を開催するとか、なるべく平日の授業日にはゆとりを持って児童生徒に対忚できるよう

な工夫というのが各学校で行われてきているというふうに思いますので、今後ともそういうような

取り組みを含めて、直接児童生徒にかかわる時間を確保していきたいというふうに思います。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 教育委員会が学校現場をどのようにサポートできるかということが大事なのかなと思

いますけれども、いろんな仕事がふえたのであれば、私は特に思うのですけれども、滝川って先生

の退職者、ＯＢと言われる方々が結構多いのです。そういった方々の活躍の場というか、そういっ

た方々にご協力願って、何とか学校周辺というか、そういった部分を改善できないだろうかと、軽

減できないだろうかと思うわけなのですけれども、その辺をぜひ考えていただきたいなと思います。 

 それでは次に、校長の人事権について伺いたいと思うのですが、もちろん人事権は道教委にある

というのはわかっています。实際のところ、学校現場の責任をとるのはやはり校長だと思うのです。

人事権はないわ責任は校長だというと大変だというのがあると思うのです。それで、实態はどうな

のか伺います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 校長が持っています、人事権につきましては。空知管内で人事異動要綱というのがご
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ざいまして、滝川市に例えば７年勤務である、あるいは新採用後４年であるといったような場合に

ついては、異動対象というふうになります。あるいは、それ未満であっても異動希望というのが出

てくる場合がございます。その異動希望が出てきますと、校長は学校経営という観点の中から、学

校の特色づくりあるいは生徒指導体制がどういうふうになるのか、教科がどういうふうになるのか、

あるいはクラブ活動のちゃんとした指導者がその異動によって賄えるかどうかというさまざまな観

点から市教委に対しまして意見を述べるということができます。市教委といいますか、我々が面接

等をする中で校長の意見を聞くということもありますし、人事権を持っていますのは道教委ですか

ら、道教委の校長のヒアリングという場面もありますので、その中で校長が学校経営全体の部分を

考慮して人事の希望を道教委に伝えるという場所も確保しております。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 結局は、現場の校長には人事権ないのですね。先日の政府の教育再生会議では、現場

の校長に人事権を与えるようにしていきたいという答申もありましたけれども、結局はないのだと

思います。そこに今日の学校の荒廃があるのかなと思うのです。どうですか。 

〇議    長  教育部指導参事。 

〇教育部指導参事 ただいま部長から申し上げましたとおり、校長にはそういう機会が確保されて

おります。その中で校長の意欲、意思、構想を述べる場がありますので、それらを明確にしておく

ことが必要だと思います。近年校長の裁量権というのが、徐々にではありますけれども、確立され

てきている状況であります。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 長の一念という言葉があります。責任もある、権限もあるということであれば、長の

一念で組織はどうにでも変わると思います。ぜひ現場の校長先生には長の一念で学校改革に取り組

んでいただきたいなと思います。 

 

        ◎３、スクールカウンセラーとの連携について 

      １、ピアサポート活動の推進を 

 それでは次に、ピアサポート活動の推進についてでございますけれども、以前にもお話ししたこ

とがあるかと思いますが、子供たちになぜいじめがだめなのかということを先生から、親から言っ

ても、なかなかすんなりすとんと落ちないと思うのです。ですから、子供たちがみずから考えて、

そしてなぜいじめがだめなのだという答えを導き出すような、そういうような活動というか行動を

とらせると、そういうことが重要だと思うのですけれども、そういった意味でピアサポート活動と

いうのはすごく効果があると聞いております。これについての見解を伺います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 ピアサポートと申しますのは、カナダなどで行われている生徒同士のカウンセリング

活動がもとになっておりまして、ピアというのは仲間という意味でございます。仲間同士で支援を

するという活動をピアサポート活動というふうに呼んでおります。これは、相手の気持ちを引き出

す話の聞き方ですとか、対立しているものの解消方法ですとか、対人技術のトレーニングを行うと。
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それを受けたものが仲間を助けるシステムというふうに言われております。非常に有効なものだと

いうふうに私ども認識をしております。子供同士のコミュニケーション能力が低下をしてきている

という現状から、いじめの予防策として有効な方法だというふうに思っております。今後先進国の

实施状況などを情報収集をして、研究していきたいというふうに思っております。 

〇議    長  三上議員。 

 

        ◎４、市立幼稚園について 

      １、今後、市立幼稚園の存在意義をどのように考えるか 

      ２、過去において、市立幼稚園と私立幼稚園との連携はどのようなものがあったのか 

      ３、今後の幼児教育（幼稚園教育）をどのように考えるか 

〇三上議員 それでは、滝川市立幼稚園の今後について伺っていきたいなと思います。まちづくり

懇談会で市長は常々言われているのですけれども、滝川市立幼稚園については、私立幼稚園の補完

的な立場で設立した。そういったことで、今現在においてはもうその役割と使命は終わったのだと

いうような発言をよくされますけれども、私は果たしてそうなのかなと思いますので、もう一度確

認の意味を含めて、役割と使命は終わったのでしょうか。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 まちづくり懇談会の場でも申し上げていますし、これまでのおおぞら幼稚園の保護者

説明会等についてもお話ししておりますが、基本的に今おっしゃったように私立を補完する意味で

設置をしてきたという経過がございます。現在子供が尐なくなってきている中で、私立の幼稚園に

おいても受け入れの人数に余裕があるということでございます。当初の設置の目的は、公立幼稚園

においては達成したものというふうに考えております。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 それは、人数の部分ではそうなのでしょう。尐子化になってきて、私立幼稚園で十分

受け入れできるということなのだろうと思います。そこで、次の質問に移りますけれども、市とし

て今まで私立幼稚園にはどのようにかかわってきたのか。例えば滝川市立幼稚園がなくなるという

ことは、今後は幼児教育に対する予算も当然減りますよね。そういったこともあるのでしょうし、

過去において私立幼稚園と滝川市というのはどのようなサポート体制があったのかなと思いますの

で、その辺を伺いたいと思います。 

〇教育部長 公立幼稚園と私立の幼稚園のみならず、今は小学校も含めた連携というのが大変重要

というふうに考えております。そういう意味では、ことしの２月になりますが、市内の公立の幼稚

園あるいは私立の幼稚園の先生と第三小学校の先生による交流研修会というものを設けまして、幼

稚園の先生が自分たちが卒園させた１年生はどういうような授業になるのかというようなことも幼

稚園の先生方に見ていただいたというようなことを行ってきております。幼稚園教育に関する意見

交換というばかりでなく、小学校教育との連携というようなことで、発達段階を踏まえて、互いの

教育活動を理解し合うということから、大変好評だったというふうに思っております。今後におい

てもこのような交流研修会を開催をしていきたいというふうに思っております。 
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〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 それは、もっと前はどうだったのでしょう。私は、市立幼稚園がせっかくあったので

すから、使命というのはこう思うのです。これまで市立幼稚園が蓄積してきた幼児教育の研究成果

や、それから教員の豊富な経験なりを利用し、モデルとなる取り組みや研究などを行う研究实践園

としての使命と意義があるのではないだろうかと私は思うわけなのです。仮に公立幼稚園がなくな

った場合に、例えば障害を持った子供たちは私立幼稚園では受け入れてくれるのですか、過去に受

け入れた事实があれば教えていただきたいと思います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 市内の幼稚園のうち１園においては、過去に障害児の園児を受け入れたということが

あったというふうに記憶しております。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 それは、今後についても確約できるのですか、どうなのですか。幼児教育を望む障害

をお持ちのお子さんがいたときに、私立幼稚園は確かに園児が尐なくなって、経営も厳しいと思い

ます。障害児を受け入れるということは、それなりの経費もかかってきます。そういったことで、

滝川市として私立幼稚園に受け入れてくださいって言えますか、伺います。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 確かに障害児の園児を受け入れる場合については、幼稚園側も例えばトイレですとか、

いろんな改修だとか、そういったようなものも必要になってくるというふうに思いますし、一定の

助成もたしかあったと記憶をしております、市の方ではなくて。そういうような形の中で、受け入

れについては引き続きお願いしたいというふうに思っております。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 それでは最後に、３番目の質問なのですが、もう既にしているところでもありますけ

れども、今後市立幼稚園がなくなっても、幼稚園教育というか幼児教育というか、への影響はない

ということで考えられると思いますか。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 先ほど議員さんおっしゃいましたように、人数的な部分については問題はないという

ふうに思っております。ただ、幼児教育そのものを、公立幼稚園がなくなったからといって教育委

員会が幼児教育全体の方針といいますか、出さないということではございません。引き続きそうい

う部分については重要な問題であるというふうに認識をしておりますし、就学前の教育につきまし

ては幼稚園ばかりではなくて保育所も含めて連係してくるものというふうに思っておりますので、

子育て忚援課の方とも協力しながら今後幼児教育の推進については進めてまいりたいというふうに

思っております。 

〇議    長  三上議員。 

〇三上議員 滝川市も財政的に大変苦しいと。それで、２園あったうち１園はわかります。ただ、

一つは、何らかの道筋をつけて市民の納得のいくようにしていただきたいなと思うのです。例えば

学校教育法第５条の規定には、特区において公私協力学校法人を設立した場合のみ公設民営の学校
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の設置が可能となる。それと、公設民営については、障害児の受け入れや安価な保育料を設定でき

るというふうになっています。ですから、滝川市も何らかの道筋をつけて、市民、保護者が納得の

いくような形で公立を廃止するなら廃止するという形にぜひしていただきたいなと思いますので、

最後は要望になりますけれども、私の質問を終わらせていただきます。 

〇議    長  以上をもちまして三上議員の質問を終了いたします。 

 水口議員の発言を許します。水口議員。 

〇水口議員 それでは、質問させていただきますが、昨日の一般質問から比べますと本日は大変ス

ムーズに進んでいると思いますので、私もその波に乗って簡潔に質問してまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

    ◎１、市長の基本姿勢 

      １、予算の編成について 

 それでは、まず市長の基本姿勢について。活力再生プラン着手以降、市長は予算編成について聖

域はないというふうに明言をされておりますが、この考えに今後も変わりはないのかという点につ

いてお伺いをいたします。この質問は、昨日も教育にかかわる視点での質問がございましたけれど

も、私の立場から改めてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。今から２年近く前に

なりますが、平成１７年の３月、ちょうど活力再生プラン導入の際に、幼稚園の就園奨励費、そし

て保育所の保育料値上げ、さらにはスキー場の廃止ということで、子育てに関する市の姿勢に対し

て、保護者の皆様は１万人を超える署名を集めて、そして子育ての現实を切实に訴えて、そのとき

はある程度保護者の意向が通る形の中で１年先送りという形になったわけでございますが、本年の

３月、また同じような訴えがあったわけでございますが、その点については受け入れられず、ほぼ

市の提案どおりということで、子育ての環境が変わりました。平成１８年度の市政執行方針では、

子育てという視点を最重点項目に掲げられ、そして子育て忚援課の創設など、子育て元年というべ

く私自身は大変注目をしておりましたが、一方では２年間にわたる保護者の訴えも实らず、子育て

の環境は悪化の方向をたどる結果となり、この間市長は聖域は設けず、当該の市民の皆様に積極的

に理解を求めていくと、こういう一貫した考え方を表明されておりました。また、本年９月には、

先ほど来三上議員の質問にもございましたが、おおぞら幼稚園の廃園の提案により、保護者を初め

関係者の皆様の廃園反対にも当初は貫く姿勢でございました。ただいま申し上げたことが直接の要

因ということではありませんが、本市にとりましては歴史上前代未聞ともいう逆境に立たされたい

じめ問題。これは、これからの子育ての難しさを象徴しているように私は感じているところであり

ます。その後直ちに９００万円弱の補正予算を組み、再発防止に努め、おおぞら幼稚園も廃園延期

になりましたが、やはり私はここ数年の本市の財政状況の厳しさは十分に承知をしながらも、今の

教育は聖域として数え切れないほどの関係者の要望に一つでもこたえ、そして子供たちの健やかな

育成を市を挙げて支援をしていく、こういうことが必要であるいうふうに考えるわけでございます

が、このような痛ましい事件を契機といたしまして、きのうの答弁でも教育の再生は優先されるべ

き、子育て世代は重視をしていく、受益に忚じた適切な対忚をしていくなどのご発言もございまし
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たけれども、改めまして市長の聖域ということに対する見解をお伺いをいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 水口議員のご質問にお答えをいたしますが、私は予算に聖域をつくってはならないと

いうふうに思っています。やはり時代に忚じてしっかりと投下されてきた施策を点検していく、そ

ういうことが重要だからであります。聖域をつくっていくというと、ある意味では漫然と継続する

という問題も生じてくるのではないでしょうか。私は、そうでなくて不断の点検が必要だと。その

上で、改善すべきは改善する、切るべきものは切る、新たに時代に要請されるものはしっかりとそ

れに投資をしていくと、そういうことが必要ではないでしょうか。私は、重点的に予算を配分すべ

き事業であるというふうに考えられた分野には優先的に配分をしていきます。しかし、これまでも

申し上げてまいりましたように、あれもこれもというものはこれからは成り立っていかない。事業

の効果、継続の有効性、そういうものを検証しつつ、重点的に实施すべき事業については、選択を

して集中的に予算をつけていくと、そういうことこそがこれから求められる行政運営のやり方だと

いうふうに思っております。 

〇議    長  水口議員。 

〇水口議員 今ほどの答弁を伺っておりますと、私の聖域という、この表現の仕方がもしかすると

不適切なのかなというふうにも今市長のご答弁を伺って感じたわけでございますが、しかしながら

今の市長のご答弁ですと、重点的に投下をしていくものに関してはお金をどんどん、どんどん積ん

ででもきちっとやっていくと。この姿勢をそのまんま私なりに解釈をすると、私が求めていた質問

の中身と私が理解をする答弁だったのかなというふうに思うわけでございますが、私も教育に対し

てどれだけの予算を確保していくのかということに関しては、ここずっと十分な確保がされている

というふうには思っておりませんでした。それが私の言葉で言うと聖域というふうになるわけでご

ざいます。本市の置かれている昨今の財政状況をかんがみれば、きのうのご答弁でもありました受

益というものをどう考えるか、そして国の基準に持っていくものは国の基準に合わせていきたい。

これもやはり市民の皆さんには理解をしていただかなければならないと、こういうようなこともご

ざいましたけれども、昨日と本日と質問の中でも出ております。滝川市がいじめに端を発したこの

状況をどう教訓として、これからの滝川市の市政、そして教育に反映をさせていかなければならな

いか、そういったことを考えますと、次代を担う子供たちのために十分に子育て世代に対して満足

のいく対忚をしていくことが今急務でないのかなというふうに私は考えるところでございます。幼

尐期の善悪の分別、そして道徳心、情緒教育、こういったものを幼尐期から養っていく、こんなこ

とも、滝川市の教育というものを考えた場合にこれを市政としてつくっていく、こういったことも

可能ではないのかなというふうに考えるわけでございます。これは、重点に考えるところは重点に

考えていくということでございますので、今私が申し上げたことと市長がお考えになっている子育

てという部分に関して、私の考えと相違がないのか、それともまた別のお考えをお持ちなのか、そ

の点について改めてお伺いいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 未来を担っていく、そういう子供たちに対する施策は、極めて重要な施策として優先
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をしなくてはいけない。周産期、乳児期、幼児期あるいは小中学校における義務教育の時期、高等

学校教育、青年期。これは、小さければ小さいほど人格形成に極めて大きな影響を持つわけであり

ますから、特にそういう時期における教育、学習活動、子供たちが優しく頼もしく育っていくため

の施策は優先しなくてはいけないというふうに思います。だからこそ、時代に合う形にしなくては

いけないというふうにも思っております。ご質問にありましたように、厳しいご意見をいただきま

した。そのご意見に基づいて、激変緩和措置をさらにとらせていただいて提案をさせていただいて

いるわけであります。国は何のために基準を設けているかというと、必要だから基準を設けている

わけです。そして、それ以上の財政措置はしないわけです。私は、国の基準にできるだけ合わせて

いくということが今の時代に重要なことだというふうに思いますし、それは何かというと、行財政

改革をやることは新たなニーズにこたえるために行財政改革をやるわけでありますから、ふんだん

に財政があるのであれば、それは今までのことは今までと同じくやりましょうと、必要なものは新

しくやりましょうと。そういうことができる時代でないだけに、不断の点検が必要であると。その

ためには、聖域を求めずに点検し、必要なものはしっかりと施策として投入していく。私は、子育

て及び教育というのは極めて重要な課題であり、優先しながらやっていかなくてはいけないという

ふうに思いますが、その中で何を優先するのかというのもまた優先順位を決めなくてはいけない課

題だというふうに思っています。 

〇議    長  水口議員。 

〇水口議員 今ほどの市長のご答弁で、やはり子育てというのは重要な課題であり、優先されるべ

きものはやっぱり優先しなければいけないと。このご答弁をいただきましたので、私はこのことを

十分に理解をしながら今後の市政の中で反映をしていっていただくことを要望させていただきたい

というふうに思います。 

 

    ◎２、観光行政 

      １、観光振興計画について 

      ２、丸加高原の観光振興について 

 それでは次に、観光行政の観光振興計画についてということでありますが、私の方からは、１番

目、２番目、３番目とすべて関連がございますので、こちらを一括してお伺いをさせていただきた

いというふうに思います。ここにございます観光振興計画でございますが、こちらは平成８年度か

ら平成１７年度の１０年計画として、当時の林市長は真心と感動の観光づくりと題して、外部機関

には依頼をせず、２年間にわたり市民の皆様に埋もれた文化、素材について足を運んでいただき、

議論に議論を重ね、汗と情熱を傾けてまとめた手づくりの計画であり、市民の情熱の結晶である観

光振興計画を市民の皆様とともにさらに情熱を傾けて实現させ、新たな滝川市の発展を期待すると

いうふうに当時の林市長は結んでおり、この１０年間の本市の観光に寄与してきたことと推察をし

ているところでございます。私は、以前より滝川市の観光というのは潜在的な資源、こういったも

のをどう引き出して観光に結びつけ、そして観光という視点でのまちづくりも非常に大局的には重

要な施策であると、それがひいては滝川市の発展にもつながっていくと、そういうふうに考えてお
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ります。市長も当時この振興計画を策定されたときには、責任あるお立場としてこの計画策定には

深くかかわっていたことというふうに思いますが、１７年度をもって計画期間が終了となり、１８

年度以降計画策定の考えがあるのかどうか、まずお伺いをいたします。 

 次に、本市の目指す観光振興の方向性についてでありますが、現状の本市の観光施策がどの方向

を向いているのか、私は現在暗中模索状態にあるのではないのかなというふうに考えております。

１７年度で終わりました観光振興計画では、滝川観光の基本的な考え方として、住んでよく、訪ね

てよい観光地づくりというように記述がされており、イベント、コンベンションの振興、地域産業

との連携、ホスピタリティーの充实など、市民向け観光、外実誘致、イベント型、体験型とすべて

を満足させる計画となっておりますが、昨今の経済情勢などから勘案いたしますと、明確な方向性

を打ち出し、特化した取り組み方、こういった考え方も必要ではないのかなというふうに感じると

ころでもございます。ここ一、二年のことでございますが、しぶき祭が２０回の節目を終え、そし

て昨年からジンギスカン王国「たきかわ夏まつりＧＯＫＡＮ～亓感～」、本年度で１１回目を迎え

るたきかわ冬まつり、そして日本一の栽培面積を誇る菜の花、定着しつつあるジン丼、ファームス

テイなどなど、挙げれば切りがないほどの事業があり、今後も定住、移住という、こういったもの

も多分観光という視点からも考えられるというふうに思いますし、体験型ツアーモデルの策定提案

と、こういったような新規事業も計画、企画をされているというふうに伺っておりますが、滝川の

目指す観光振興としてのコンセプトがいまいち抽象的であることも私は否めないというふうに考え

ております。本市の目指す今後の観光振興策について、市長の考え方をお伺いをいたします。 

 次に、市観光审と観光協会の事務の分掌について伺います。このことは、私の日常的に映る感覚

として申し上げることであるということを前提に聞いていただきたいというふうに思うのですが、

私には市観光审も観光協会も同様の業務を別々の組織でそれぞれに執行しているというふうに思え

てならないわけであります。もしそうだとすれば、予算、そして人をつけて、すべて観光協会の業

務として進めた方が機能的であるように私は感じるわけであります。旧観光振興計画では、プログ

ラムの推進に当たっては官民一体による観光推進機構を形成して一体的に推進するとの記述がござ

いますが、現状ではそういう状況にありません。私は、市観光审は本市の観光振興について戦略を

構築する組織、そして観光協会はその戦略を企画、立案、实行する組織として明確に位置づける必

要があるというふうに考えますが、この点についても市長の見解をお伺いいたします。 

 以上３点をお願いいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 滝川の新たな発展の可能性ということを考えますときに、一般に言う有名な観光地で

はありませんけれども、観光によって滝川を発展させる。滝川はいいまちだ、行ってみたいまちだ

と、そういうイメージも情報発信をして、そして实際に来ていただいたら、ああ、よかった、また

来たいという思いの残るまちにする必要があるというふうに思っております。そういう意味で、平

成８年から１０カ年の観光振興計画をご質問のありましたような形でつくったわけであります。観

光振興計画は、重要であります。ただ、今思っておりますのは、平成８年に相当議論しました。こ

こでつくり上げた基本的な考え方、豊かな自由時間、交流文化都市という基本のコンセプトはまだ
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まだ陳腐化していないし、それでは完全にこういうふうに達成できたかというと、そうでもない。

したがって、私は現状何が行われてきて、どこまでいったのかということを十分点検しつつ、１０

カ年の観光振興計画のコンセプトは生かしながらやっていきたいというふうに思います。したがっ

て、計画としてこの計画を一部修正して何年度かまでに延長するのかしないのか、これは尐し考え

てみたいというふうに思いますが、基本的には私はいろんなものはできれば総合計画の期間に合わ

せるべきだというふうに思っています。個別の計画がばらばらな年次で進んでいく、総合計画は総

合計画だというのは、ちょっとどんなものかなというふうに思っております。そういう意味では、

滝川市総合計画は平成２２年度までの計画です。したがって、平成２３年度から新しい総合計画に

移行するわけであります。このときに構想をつくって、私は地方自治法に定める基本構想であるべ

きだというふうに思いますから、そうなれば議会の議決が求められるということにもなります。あ

るいは、都市計画マスタープラン、滝川市農業農村振興ビジョン、健康滝川２１計画、これらはみ

んな２２年度に終わるのです。したがって、観光振興計画を新たにつくるポイントは、やはり２３

年度からの計画だということにするのが一番適切ではないのかというふうに思っています。しかし、

それまでの間、それでは観光振興計画なくてやるのかというと、そうではなくて、これまでの計画

の達成状況を勘案しながら、この計画の延長というものを一部変更を加えながらやっていくべきで

はないかというふうに思っています。 

 ２点目の滝川の目指す観光振興は何かと、市民向け観光、それとも外実誘致かと、イベント型、

体験型かと。暗中模索と言えば暗中模索です。滝川はイベント観光でいくのだと、あるいは体験型

観光に絞っていくのだと。これがやっぱり一番いいことかもしれません。絞り切れていないという

のは、ある意味では暗中模索の感は否めないというふうに思いますが、ある意味ではバランスいい

振興というのも必要なのだというふうに思います。観光でありますから、市民が来て楽しむのは観

光ではありません。市外から市民以外の皆さん方が滝川に来ていただくというのが厳密な意味での

観光ということになるというふうに思います。しかし、なぜ滝川市も観光協会も、水口議員さんも

亓感の祭りでは大変なご努力をされて、いい祭りになっておりますけれども、なぜああいうことを

やるのかと、市民のお祭りだけにとどめておけば観光と関係ないではないかという議論も出てくる

のだというふうに思います。しかし、市外にお住まいの皆さん方が滝川はわくわく、どきどきする

楽しいところだと来てくださるところに市民は全然無関心だと。イベントも市外の皆さん方が対象

で、市民は関係ありませんと。そんなところに市外の皆さん方が来てくださるはずはないと。もと

もといろんな地域における伝統的なイベントは、地域の皆さん方が必要だというふうに思って情熱

を上げて、何百年も維持して発展させてきたイベントもある。それは地域のイベントだったのだけ

れども、こんなに楽しいものはほかのところからも来て楽しもうというプラスアルファの体制を整

えた。それがさまざまなイベント観光に結びついているのだろうというふうに思います。そういう

意味では、市民が最大限楽しめるものは、それはやっぱり市外から来られる方も最大限楽しむこと

ができると。そういうことからいいますと、観光の目的は市外から来ていただいて、そして観光産

業が育っていくということが最終目的でありますけれども、市民の皆さん方がこれであれば皆さん

楽しんでいただける、その役割を我々が果たそうというふうに一緒になったときに初めて観光とい
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うのは大きな成果をもたらすものだというふうにも思っておりますから、市民総体で力を合わせて

やっていく必要があるのではないかというふうに思います。 

 観光は、今まで反省しなくてはいけないのは、巨大なテーマパークをつくって、そしてやってき

たということについては反省しなくてはいけないというふうに思います。それがさまざまな地方自

治体に暗い影をもたらしていると。私は、いろんな意味で、行政施策もそうですけれども、観光施

策もソフトパワーでいかなかったらだめだというふうに思っています。ソフトパワーによる観光振

興という道をより探っていかなくてはいけないと。現在の観光振興計画は、体験と食と花文化を重

視しようと、そういうことで拠点を設けて、そしてプロジェクト主義でいこうということでやって

おりまして、そういう意味では先ほど申し上げましたように陳腐化していないというふうに思いま

す。体験観光としては、農業体験あるいはグライダー、カヌー、そういうアウトドア体験、このこ

とによって子供たちが優しく力を合わせて、頼もしく育っていただける環境を滝川市民だけでなく

て市外の皆さん方にも十分提供できる、そういう優位性を持っているというふうに思います。 

 食観光、ご質問にもございましたようにジンギスカンやアイガモ、ハルユタカ小麦のラーメンと

か、新しい芽も出てきております。本物の味をできるだけ本場でおいしく味わっていただける、そ

ういう優位性に富んでいるというふうにも思います。野菜もある、フルーツもある、おいしい米も

ある。私は、ある意味では食観光ということの延長線上に、滝川の農業を含めて滝川市全体は農業

のテーマパークだとも思います。羊、それから豚がいろんな形でこれから可能性を持っておりまし

て、その進出の要望もいろいろ今協議をさせていただいているところであります。既に肉牛はある。

アイガモもある。そういう意味では、滝川はミートピアかもしれないというふうにも思います。お

いしい。そして、有機農法で市民農園を組み合わせる。農業体験のオアシスにもなる。ここは、機

能促進を進めていくことにもつながっていくわけです。これが移住、定住を促進する可能性はある。

さらに、これからはスローライフ、農村型の新しいライフスタイルを提案していかなくてはいけな

いと。都市と同じ生活をしていったってだめなのです。滝川の優位性、私は農村型の新しいライフ

スタイルの確立ということがあるというふうに思います。そういう意味では、食観光がかなり滝川

の優位性を生かした新しい展開方法に結びついていく大いなる可能性を持っているというふうに思

います。花、文化観光、さらに現在菜の花、コスモスあるいは岩橋英遠先生、一木万寿三先生、さ

らにチョッちゃん、いろんな可能性があるわけであります。文化性に満ちて、しかもそこに形とし

て花で彩られていると。そういう意味では、暗中模索かもしれません。その中で何が一番先にやら

なくてはいけないかということを現实的に点検しながら観光振興計画を当面は延長していくと、そ

ういう道を探るのが適切な選択でないかなというふうに思います。一般論で言われております観光

の要点は、亓つあるそうであります。一つは、歴史、物語性、夢。ご質問のどこかに市長は観光に

対する夢を語れというような言外の言葉があるような、そういう受けとめ方もさせていただきまし

たから、尐し冗々話しているわけでありますけれども、一つは歴史、物語性、夢。二つ目は、音楽

と食事だと言われます。三つ目は、女性とギャンブルだそうであります。四つ目は、景色と気候、

例えば気候協会なんていうのがありますけれども、これは温泉も含みます。亓つ目は、ショッピン

グだそうであります。問題は、この亓つやったら失敗するというのです。この亓つをやらないで三
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つを組み合わせろと、それがポイントだと。したがって、暗中模索の中に、三つぐらい組み合わせ

る幾つかのパターンを考えたいなというふうに思っております。 

 観光協会と市の観光行政の役割でありますが、ヨーロッパの観光局というのは、行政で余り観光

をやっていないのです。観光局がしっかりやると。それは行政組織かというと、行政組織でもない

のです。半官半民的な組織です。行く行くは、私はそういうふうにすべきだと。ご質問のありまし

たように、行政は方向性を定めていくと、そして民間活力、もしくは半官半民における組織、そう

いうところに対して方向性を与えていくのが行政の役割だというふうに思いますし、それを行政が

直接やるべきところはやる。しかし、誘導していくところには誘導政策を講じる。民間の皆さん方

は、現实に即した形でやっていくと。これが望ましい姿だというふうに思います。しかし、決して

滝川は観光先進地ではありません。だから、こういう形で滝川の観光はいくのだという方向性が定

まる間は、観光協会と滝川市行政とは車の両輪でいくべきではないかというふうに思います。水口

議員からご質問のありました行政は中長期戦略をしっかりせよと、観光協会はそれを实行する、そ

ういう明確な役割分担ということには極めて賛成であります。そういう方向が望ましいというふう

に思っておりますが、そういう方向性を具体的に見つけ出していくためにも、当面は車の両輪、協

力し合いながらしっかりやっていく必要があるのではないかというふうに思います。 

〇議    長  水口議員。 

〇水口議員 今ほど市長の本当に熱い思いを聞かせていただきました。この思いが实現できるなら

ば、滝川の将来は本当に明るいものだというふうに感じさせていただきました。大リーグに行きま

す松坂大輔投手がチームが決まったときに、私は夢という言葉が嫌いですと、これは見ることがで

きてもなかなかかなうことができないと、やはりもっと現实を見てというような意味合いでござい

ましたが、夢を見ることもできなければ实現もできないということからすると、今の市長の熱い思

いというものをぜひ实現できるように、私も先ほどエールを送っていただいたような部分もござい

ました。私も微力ながら頑張っていきたいなというふうに思います。 

 それでは次に、丸加高原の観光振興についてということで、こちらは新年度より指定管理となり

ますが、市として丸加高原一帯の観光振興についてどのような施策の展開を図っていくのかについ

てお伺いをいたしたいというふうに思います。この当該指定管理者は、施設の経営を多数手がけ、

实績もあり、自主事業も含めて十分に期待できるというようなことが本会議の初日の議案審議の中

で出されておりました。そういったところでは、私も大いに期待をするところでございます。今後

そらぷちキッズキャンプの開設など、本市の意向と指定管理者との連携をどう図りながら施策の展

開を図っていくのか、こういったところが今後課題になってくる部分でもあるというふうに思いま

す。この点について、丸加高原一帯の観光資源をどう生かしていくのか、その点について市の考え

る施策の部分と指定管理者とどう連携をしながら振興策を図っていくのか、この点についての見解

をお伺いいたします。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 丸加高原は、観光振興計画にも位置づけされている一つの重要なゾーンということで

ありますが、先ほど申し上げた体験もできる、食観光にも極めていい場所である、あるいは花、文
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化、自然、こういうものが１セットそろっているところであります。したがいまして、丸加高原に

おける観光振興というのは、重要なポイントの一つとして力を入れていくつもりであります。その

ためにも、指定管理者制度によって、従来の行政と市民の力だけではない企業の力もかりながら、

あそこを振興していく手だてを確かなものにしたいというふうに思います。これまで取り組んでま

いりました丸加高原の集積を生かしたさまざまな行催事、あるいは地元食材を使用した料理の提供、

こういうことについてもあの資源や素材を生かしながら、どうしたらより発展させることができる

のかということを議論し、協力し合いながら双方でアイデアを出して、丸加高原の新たな観光者あ

るいはリピーターをふやすということに取り組んでいきたいというふうに思います。さらに、丸加

高原忚援団もスタートしていますから、そういう意味では指定管理者と行政と丸加高原忚援団を初

めとする地域を支えてくれる皆さん方と、ばらばらでなくて一体となって議論し、それを实行して

いくと、そういう対忚が必要だし、そのことによってさらに丸加高原の魅力は高まっていくという

ふうに思っております。 

〇議    長  水口議員。 

〇水口議員 それでは、丸加高原につきましては理解をいたしました。 

 

        ◎３、教育行政 

      １、給食費の未納対策について 

 それでは最後に、教育行政の給食費の未納対策について。現在ＰＴＡにおいて、給食費未納者に

対して法的手段实施を検討しているが、教育委員会として法的手段についてどう考えるのか、この

点についてお伺いをさせていただきます。給食費の未納対策については、年々深刻化をしておりま

して、以前は各学校単位での課題という嫌いがございましたが、最近では市全体の課題として、各

学校ＰＴＡも極めて深刻に受けとめており、徐々に慢性化の一途をたどっております。このまま推

移をしていきますと、極端には給食会計の破綻もかなり現实味を帯びてきているとの实感さえ覚え

るほどの状況でございます。以前は、学期末、年度末などにＰＴＡ役員が当該保護者を訪ね、支払

いを促すことをＰＴＡも不本意ながら督促の軸に置いておりましたが、最近では常習、悪質な未納

者が多いことから、昨日の教育部長の答弁にも訴訟についての発言がございましたが、一部のＰＴ

Ａにおいて学校給食費について期限まで滞りなく納入することを確約しますと、そのような旨の確

約書を保護者と交わし、未納者には尐額訴訟を講じることを具体的に検討すると書面にて通知をし

た学校も出てまいりました。市内全校が同様の課題を抱えているということではありませんが、以

前に複数のＰＴＡ会長が集まり、常習、悪質な未納者は尐額訴訟行使に出ることが確認をされ、日

常の督促のあり方、給食運営会会則の見直しなど準備に入ったところであります。ＰＴＡ会員がＰ

ＴＡ会員を訴えるということは、本当に苦渋の英断であり、私も訴訟に踏み切ることが最善の手段

と考えているわけではございませんが、現状を打破するためにはやむを得ないという判断でもござ

います。教育委員会としても、私会計という規制のある中で、以前には教育長発信の給食の円滑な

運営に関する文書など、未納対策に若干の支援をいただいているというふうに私も感じております

が、抜本的な解決策にはなっておらず、尐額訴訟の最終手段に踏み切ろうというＰＴＡの意向にご



- 154 - 

 

理解をいただき、全面的に支援をしていただけるかどうか、この点についての見解をお伺いいたし

ます。 

〇議    長  教育部長。 

〇教育部長 学校給食の未納対策につきましては、議員さんおっしゃられるとおり深刻な問題とい

うふうに認識をしております。これまで各学校の運営委員会の中での取り組みに対しまして、心か

ら敬意を表したいというふうに思います。ただ、こうした努力にもかかわらず、未納率の改善とい

うのはなかなか進んでいない状況にあるというふうに思っております。より効果的な方法というよ

うなことで、法的な措置も検討されているということでございます。教育委員会としましては、昨

日の田中議員さんのご質問にもお答えしましたが、連絡会議等を開催しながら、法制度に係る支援

など、法的手段の实施による未納率の改善につきまして、私も短い間ですが、税務課におりました

ので、持てる力でなるべくご支援をしていきたいというふうに思っております。具体的な部分につ

きましては、訴訟の前の支払いの督促ですとか、いろんな部分で法的な措置を行うためには行う側

が法的な部分をちゃんとしていないと対忚に後で問題が出る場合がありますので、そういうような

面も含めて、きちっと教育委員会としては忚援をしたいというふうに思っております。 

〇議    長  水口議員。 

〇水口議員 今の答弁で理解をさせていただきましたが、いずれにしましても我々ＰＴＡの一保護

者という立場でございますから、法的手段に出るときにいろいろと指導を仰がなければいけない部

分、そういった部分が多々あろうかと思います。その辺についてぜひ教育委員会より適切なご指導

をいただけることを改めてお願いを申し上げさせていただいて、私の一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

〇議    長  以上をもちまして水口議員の質問を終了いたします。 

 本間議員の発言を許します。本間議員。 

〇本間議員 たくさんの時間を残していただきまして、三上、水口両議員には感謝を申し上げます。

それでは、３項目にわたります質問をさせていただきたいと思います。 

 

    ◎１、農業振興 

      １、農産物の輸出について 

      ２、農産物のインターネット販売について 

 まず、１件目は、農業振興の１項目め、農産物の輸出についてでございます。これについては、

滝川がずっと国際貢献ということで国際交流協会などを中心にやってきたものをもう尐し経済交流

で進めていくことはできないかというテーマの一つでもございます。本年の２月に、皆さんご存じ

のとおり台湾使節団というものを組織しまして行ってまいりました。そうした中から、５月には台

湾への米の实験的輸出が行われたという経過がございます。ただ、このことは、もちろんこれで終

わってはいけませんし、このことが台湾一本でこれ以上どんどん大きくなるのか。いろんな制約も

实際にございますし、そういった意味ではいろいろ勉強するというか、实験をしているという段階

なのかもしれません。もちろん台湾にはさらに成果を上げていくということが必要だというふうに
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思いますけれども、もっと違う場所もターゲットとしてあるのではないかということでございます。

今後中国とロシアというのは農産物というのは水の関係だとか気候の関係等で十分ではないのでは

ないかというふうに思いますし、人口もたくさんいる。また、経済状況も激変してきているという

こともありますので、そうしたところも視野に入れた農産物の直接輸出について調査研究を進める

ことが将来の農業政策について重要だというふうに考えておりますけれども、市長のお考えをお聞

かせいただきたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 このたび議会の有志の皆さん方、そして農業団体が力を合わせて、台湾へ状況視察に

行かれて、さまざまな意見交換がなされ、また实態もご視察なされて、大変すばらしいことだと。

これからの協調の中に進めていく一つの新しい可能性がここに見えるというふうに私は思っており

まして、敬意を表するところであります。ご質問にございましたように、裕毛屋さんに輸出させて

いただいた米、これは一つのきっかけでありまして、これをきっかけとして拡大をしていかなくて

はいけないというふうに思います。あわせて、中国、ロシアというふうな国を明らかにしてのご質

問でございますが、私はこれから東アジアが大きく経済発展していく、それは極東ロシアも含めて

でございますが、大きく経済発展していく時代だろうというふうに思います。しかも、そういう皆

さん方に対して滝川の農産物、北海道の農産物がどういう役割を果たし得るだろうかというと、ま

ずは極東ロシア、東アジアのこれから富裕層になっていく皆さん方、今の富裕層、そういう皆さん

方にどういう滝川の農畜産物を送り込むことができるのだろうかという視点が重要だというふうに

思います。今回の裕毛屋さんにトンボの会の米が行っているわけです。ここは、極めて減農薬栽培

で一生懸命やっていると。こういうわけありの農産物なわけです。私たちは、東アジアを中心とす

る富裕層に商品を売り込もうとすると、それは知恵の値打ちを含む農畜産品でなくてはいけないと。

したがって、それはそれなりの価格で買ってもらわなくてはいけない。そういうことにこれから大

いに伸びる可能性を持っているのではないかというふうに思います。それでは、台湾のように向こ

うからも出かけてきてくれると、こちらからも行くという環境をつくり上げるというのは、これは

なかなか大変なことですから、ＪＡの組織でありますとか、あるいは国、北海道にも中国担当者も

ロシア担当者もいますから、あるいは北海道経済連合会、こういう皆さんのところに出かけて、ま

ずその可能性の道を調査研究するというところからスタートしていきたいものだというふうに思っ

ております。 

〇議    長  本間議員。 

〇本間議員 この件につきましてご賛同をほぼいただいたものということで、感謝を申し上げます。

ついては、台湾に行ったときに感じたのですけれども、多大なお金はしようがないのですが、調査

費というのはどうしても市の中では必要になる。それ以外のことは、もちろん自前でやることは構

わないと思います。ですけれども、そうしたお金が必要になるのではないかと考えるのですけれど

も、その予算化についてもしお考えがあれば。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 今直ちにそのための調査の予算を計上するという考え方は持っておりません。東京な
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り札幌なり、あるいはホクレンなり、いろんなところに出かけて情報収集するというのは既存の予

算の中でできることでありますから、次のステップに進んでいくときにいろんなところの補助金、

交付金の導入含めて、どういうふうに調査費を組んでいくのかというのは次のステップの段階で考

えるべき課題かなというふうに思います。 

〇議    長  本間議員。 

〇本間議員 理解いたしました。あとは、何とかこのことについては継続的に進められるように担

当を配置されたいと思います。ぜひそういう部分でお力を出されていただきたいなというふうに思

います。 

 続きまして、若干似た感じの話になるのですけれども、農産物のインターネット販売についてで

ございます。近年滝川においても、先ほど来水口議員の質問なんかでも、滝川の特色のあるという

か、競争力の高いものが例示されております。例えばトンボ米とか、最近はおぼろづき、そうした

新品種米とか、それから低農薬のタマネギだとか、もちろん畜産物などもございますでしょう。そ

うした全国的に高い競争力を持った農産物が本当に意欲的に生産されているというふうに思います。

これは、そうした現状を何とか生かしていくとしたら、全国に直接訴えかけるということがやっぱ

り必要なのかなというふうに思いますし、またこれは先ほどの観光という意味からも、似通った部

分であろうかというふうに思います。その中で、まず導入部分としては、やはりインターネット販

売というのが一つの大事なポイントになるのかなというふうに思います。どうしても情報発信とい

うことが主に、例えば市のホームページでも、やっぱりそういうところが主ですけれども、双方向

になるということが今インターネットという方法を使うという意味ではどうしても大事な部分では

ないかなというふうに思うわけでございます。買い物をすると、その土地に興味を持ったりもする

のです。そういう効果もあるのかもしれないと思います。そして、インターネットによる食の販売

というのは非常に伸びておりまして、私も衣料品を販売していますけれども、そうたくさんでもな

いのですけれども、食べ物はすさまじい売れ方をしているようでございます。实態はつかめないこ

とだというふうに思いますけれども、かなりのボリュームで売れているということだというふうに

思います。实際には、基本的には民間がやることだというふうに思うのですけれども、その誘導部

分としては行政の役割があるのかなというふうに思うのであります。例えば共同による直売、滝川

産品を全体的にインターネットサイトに出して、そこに共同で出して売っていく。中にはそれぞれ

にやる場合のノウハウを提供するとか、そうした誘導策という部分での行政の役割があるのではな

いかなというふうに思っていますけれども、市長の考えをお伺いしたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 数は尐ないのですけれども、農業経営者の方々がホームページを開設する。ホームペ

ージを開設しているだけの方もいらっしゃいますし、あるいはそこでインターネットで農産品を販

売しているという方も一、二名おられると、そんなふうに聞いております。最近は、無店舗販売あ

るいは通販初め、インターネットという新しい通信技術を使って新たなビジネスチャンスをつくっ

ていくということが極めて有効であると。その陰には失敗している人もたくさんいるというふうに

思うのですけれども、これはもう尐しよく勉強して促進する必要があるというふうに思っています。
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しかし、なかなか踏み込めないという方々もいらっしゃるでしょうし、自分一人ではできないとい

う方もいらっしゃるかもしれません。したがって、どんなことをしていけば失敗のリスクを尐なく

して効果を生むことができるのかということについてトータルにこれまで研究したことはありませ

んから、尐し農業者の皆さん方にも働きかけて、勉強する機会を設けてみたいなというふうに思い

ます。個々の農家がそれぞれ販売されるという方法もあるかもしれません。あるいは、そらぷちキ

ッズキャンプの農産物販売のように何人かが集まっていただいて、そしてアセンブリー商品で売り

込んでいくと、そこに内祝、お歳暮、中元はこれだということで売り出せるかもしれませんし、そ

のときにどういう組織が、例えば観光協会と協力関係はどうだろうかとか、農協ではどんな考え方

になるだろうかとか、そこら辺を余りトータルに考えたことはありませんから、ご質問を機会に尐

し勉強させてほしいなというふうに思っております。 

〇議    長  本間議員。 

〇本間議員 これにつきましてもご賛同いただいたということでご答弁いただきまして、感謝申し

上げます。コンピュータの得意な職員の皆さんは、たくさんいらっしゃると思います。農政の中に

もいらっしゃると思いますし、ご担当などもいらっしゃる中で、ぜひこうしたことを推進していた

だきたい。また、これについても予算などもかかるかもしれませんので、予算化なども検討してい

ただければありがたいなというふうに考えております。 

 

    ◎２、行政機構 

      １、教育委員会における社会教育機能の市長部局への移行について 

 次、行政機構でございます。教育委員会における社会教育機能の市長部局への移行について。こ

れについてのテーマは、責任と判断ということです。読み上げながらいきたいと思いますけれども、

尐子化対策の関係から社会教育課と子育て忚援課における業務の線引きが難しくなっている現状を

例として、今後もこうした横断的な施策が展開される場合に、総合的な判断や責任の所在があいま

いになるおそれがあるのではないでしょうかということでございます。また、業務の執行と予算編

成における分担については、学校教育を除いて市長部局へ一本化することが現实の執行状況に合っ

た姿であると同時に、判断と責任を明確にする上でも重要だと思います。实は、市議会議員になり

ましてずっと感じていたことでございまして、予算を編成する権限、そして執行する権限、これは

学校教育ということに対しては違う分野で、権限が一本化するのはよくないというふうには当然思

いますけれども、实際には例えば文化、スポーツだとか、生涯学習だとか、それから施設の管理、

いろんな部分で市長の意向が出ないのかなというふうに思うわけです。そこは、教育委員会を一度

通して執行していかなければならない。また、予算を上げるときも、教育委員会から市長にお伺い

を立てていかなければならない。そうしたちょっと不合理な部分もあるのではないのかなと思うの

と同時に、責任が明らかにならないと判断が分散化されてしまうというのがどうしてこうなってい

るのかなというふうにいつも疑問に思っていたのですが、それと同時に、そしていじめの関係でず

っと質問がありましたけれども、一つ大事な部分としては教育委員会が教育委員の皆さんと、それ

から教育委員会の事務局も含めて、学校教育に集中できる環境づくりというのが今の滝川にはきっ
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と求められるのではないかなというふうに感じているところであります。そのことにつきまして、

市長のお考えをお伺いしたいと思います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 今の教育委員会制度、それからその運営の仕方というのは、主にアメリカの制度、レ

イマンコントロールを中心とするアメリカの制度を基本として導入しているわけでありますが、当

初は教育委員さんも選挙をやったのです。それで、選挙をやるということについていろんな問題が

出てきて、今の制度になっています。それから、かつては教育委員会に予算編成権がありました。

この予算編成権も、いろんな課題があって、今の形になっているわけであります。したがって、時

代の変化に伴って、一番いい形は何かということが議論されて、そういう方向になってきているの

が今だというふうに思います。ただ、私は、それではこれが最善の仕組みなのかというと、必ずし

もそうではないというふうに私自身は思っています。そこで、ご質問の件でございますが、私は今

地方制度調査会で議論されたり、あるいは中央教育審議会で議論されたり、こういう中に芸術、文

化、スポーツというのは教育委員会ではなくて市長部局でもいいのではないかと、あるいはそれぞ

れの自治体の選択に任せたらどうかという発想もあるわけでありまして、そういう意味ではこれは

検討してみる価値のある課題だというふうに思っています。ただ、社会教育を切り離せるかという

と、私はなかなか難しいと思っています。特に義務教育と家庭教育の役割というのは、極めて密接

な関連を持つというふうに思います。しかし、ここらあたりがしっかりやられているかというと、

決してそうではないというふうにも思います。特に滝川は、学校教育と家庭教育、あるいは地域に

おける教育力の活用ということにもう尐し力を入れていかなくてはいけないというふうに思います。

そういう意味では、これは教育委員会と十分協議をし、関係者の皆さん方のご理解もいただかなく

てはいけないわけでありますけれども、芸術、文化、スポーツについて国や審議会等が考えており

ます方法は一つの時代に合った方法ではないかというふうに思います。 

〇議    長  本間議員。 

〇本間議員 最後になります。家庭教育と地域教育、これも学校教育だけが教育ではなく子供の教

育という意味では完全につながるものであろうと思います。ただ、違う部分については、今市長の

答弁のとおり、そういうふうに全国に先んじて推進する意向を見せるというのも滝川の現状の中で

大事なことだというふうに思いますし、機構を現实のものと合わせていくというか、機能的にして

いくというのは積極的にやるべきではないかなというふうに思っています。前向きなご答弁いただ

きまして、ありがとうございます。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議    長  これをもちまして本間議員の質問を終了いたします。 

 一般質問を終了いたします。 

  これにて昼食休憩といたします。再開は午後１時といたします。休憩いたします。 

 

休憩  午前１１時５１分 

再開  午後 １時００分 
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〇議    長  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

    ◎日程第３ 議案第２４号 教育委員会委員の任命について 

〇議  長 日程第３、議案第２４号 教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。市長。 

〇市    長 ただいま上程されました滝川市教育委員の任命についてでございますが、現在欠員と

なっております２名の滝川市教育委員会委員につきまして、そのうち１名について上田英二氏を教

育委員会委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規

定により、議会の同意を求めるものであります。 

 上田英二氏の略歴書については、参考資料として印刷配付しているとおりでございますので、お

目通しを賜りまして、ご同意をいただきますようにお願い申し上げ、議案説明といたします。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。清水議員。 

〇清水議員 それでは、議案第２４号について３点につきまして質疑を行いたいと思います。 

 まず、１点目は、任命される方の選定の経過といいますか、これについてお伺いをしたいのです

が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、教育委員については公正な立場に立ち、教育

について大局的判断をなし得る広い識見の人材を選任するとなっておりますが、この選任の過程に

ついて１１月の総務文教常任委員会で質疑をしました。市長お一人で人選をしているのか、または

庁内の職員による選考委員会等をつくって選考しているのか、そういう質疑をしましたところ、市

長が人選をしていると、特に職員による選考委員会等は設けていないというご答弁がありました。

今教育委員の人材については、広く人材を探して、最善の選択をするべきと。そういう点で言えば、

市長の人脈というものももちろん広いものがあるというふうに思うのですが、より広くということ

でいうと、例えば部長職以上の職員会議なんかであると多くの名のない、しかし有能な方、公正、

識見ともにすぐれた方というのを探すことができるのではないかなというふうに考えるのですが、

選考経過について今の点を踏まえてご答弁をお願いしたいと思います。 

 ２点目は、地行法の１６条には教育長を置くというふうに定められています。教育長が欠けた場

合には、職務代理者でかえるとも書かれておりますが、１０月以降、今回任命される提案がある方

は……常勤の教育長について通達の中では教育行政に練達な者というようなことも触れている。決

してそれに限定されるものではないと思いますが、教育長として教育委員会で選ぶような方ではな

いのかなというふうに推測がされるのですが、今１２月ですから、いつまで教育長不在のまま置か

れようとしているのか、また教育長は教育委員会が選ぶのだから、全くそれにはタッチしないのか、

そういうお考えであればそういうお考えをお聞かせをいただきたいと思います。 

 ３点目は、地行法の中には教育委員の兹職禁止ということで、社会教育委員とは違法ではないが、

好ましくないということが書いてあります。今回提案されている方は学校評議員を今されている方

ですので、議会が同意をした場合、評議員はどのようになるのかについて。 
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 以上３点、お伺いいたします。 

〇議    長  清水議員、今は教育委員の選任なのです。教育委員会から教育長が出てくるのは当た

り前なのですけれども、教育長の不在の関係についてはこの場はふさわしくないと思うのですよ。 

〇清水議員 ですから、通達の中に教育委員の選任の場合、委員の中から常勤の教育長が任命され

ることになるのであるから、委員の任命に当たっては教育行政にも熟達の者を含めておくことが必

要であると。だから、委員の任命の時点で、教育長にふさわしい者はこういう人だよという通達が

出ているのです。だから、そういう通達に従って、これまでも、前教育長などはそういう任命の仕

方をしたのだと思うのです。今回は、そういう任命の仕方ではないと、教育行政に熟達された方で

はないということの確認でも結構です。ですから、教育長を選ぶのは市長ではありませんので、そ

の部分についてはよろしいです。 

〇議    長  この選任の経過についての中で、教育委員の不在というのは２名なわけですから、教

育長を選任するわけではないですから、今。 

〇清水議員 ですから、通達にあるような委員の任命のされ方かどうかをお聞きしたいのです、今

回について。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 ご質問にお答えいたしますが、選定の経緯というご質問でありますが、内部組織で検

討するとか、そういう性格のものではないというふうに思います。私が人格が高潔で、教育、学術

及び文化に関し識見を有する方ということで任命をいたしたいと、ついては議会の皆さん方もこう

いう方であるのかどうかということに同意いただく、そういう意味で幅広く民意が反映される、そ

ういうふうに私は思っております。教育委員を公選せよとか、いろんな選定方法があるのだという

ふうに思いますけれども、私はただいま申し上げたような考え方で選定をさせていただいておりま

す。 

 ２点目でありますが、これはこれまでも申し上げてまいりました。１名についてはできるだけ早

い時期に任命をしたいと、ただ教育長たる教育委員については尐し時間をいただきたいと、こうい

うことを以前の議会においてもお話を申し上げてまいりました。基本方針に変わりはありません。 

 ３点目の兹職禁止でありますけれども、第三小学校の学校評議員は兹職規定には全く当たらない

わけでありまして、兹職禁止ということには当たらない。ただ、教育委員に任命された場合にどう

されるのかというのは、ご本人がお考えになることだろうというふうに思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 １回目の質疑でありますが、１８年の３月で終わっているのですね。訂正をしたいと

思います。先ほどの評議員については、質疑の中から削除をさせていただきたい。 

 まず、１点目ですが、内部組織で検討するような性格のものではないと、市長が選任をすると。

世代とか、あるいは地域、市長がどこまで有望な人材をご存じなのかということについては私のわ

かるところではないのですけれども、たくさん４０代とか、ＰＴＡ関係をやられて、そして子供が

今高校、大学に行っている主婦の方とか、その後何の委員もされないで、よくあるのですけれども、

あの方を民生委員にされたらどうかなと思うのですが、福祉の方でもそういうような人の存在がな
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かなかわからないわけなのです。そういう中で広く人材を探していくためには、やはり埋もれてい

る方というのが非常に大事だろうと。どんなデータ、例えば役職名簿などいろんなデータ、要する

に市長が直接ご存じない方も含めて、そういう中からお選びになっているのか。広くということに

ついてどういう努力をされているかという点について、まずお聞きをしたいと思います。 

 ２点目は、市長のお言葉で教育長たる教育委員については時間をいただきたいと、述べてきたと

おりだということですが、事故報告書も出され、あと４カ月以上、約５カ月の選挙までの期間があ

りますから、今の時点でもさらに時間を、次の定例会というと３月になりますけれども、さらにそ

ういう数カ月という時間を必要とするということでお考えなのかを伺います。 

〇議    長  市長。 

〇市    長 先ほどの３点目の質問が取り消されましたので、答弁も取り消しさせていただきます。

大変申しわけございません。 

 広くというのは、当然考えることであります。ただ単に頭の中であれこれというふうにして選任

するわけではない。だれでもそうではないでしょうか。できるだけ、自分の頭の中にあるというこ

とだけではなくて、教育関係にかかわっていらっしゃる皆さん方はどういう人材がいらっしゃるの

か、人格、識見にすぐれているという皆さん方はどんな方がいらっしゃるのだろうかと。これは、

やっぱりリストをつくって吟味するというのが当たり前ではないでしょうか。私は、そういう吟味

の中から、最適任の人物として任命をしたいというふうに考えて提案しているのであります。 

 ２番目の質問でございますが、さらに熟慮する期間が必要だというふうに思います。しばらく時

間をいただきたいというふうに思います。 

〇議    長  清水議員。 

〇清水議員 準公選制というのを中野区が行っています。これは、候補となるべき方を、投票では

ないのですけれども、期間を設けて名前を募ると、その数がたしか１００名以上になった方を候補

として、そこから選ぶと、そういうシステムですが、これに対して市長個人の視野の中でリストア

ップされて選任すると。この中間というのはないのかということで、私は庁内に選定職員会議のよ

うなものを設けて、準公選までいかなくても、より広いということが求められている時代なのかな

というふうに考えています。そういう方向、私はそれが改革だというふうに思うのですが、そうい

うふうなことを検討されるお考えはないのかについて伺います。 

 ２点目は、教育長については任期５カ月の中で、今のご答弁では教育長は選ばれない可能性が高

い。しかし、今教育長が欠けている中で、やっぱり教育委員会は大変で、最善の力を出し切れる状

況にはないと、環境にはないと。ふさわしい教育長を得て、そのもとに教育部長以下事務局が力を

出していくということがいじめに関して克服日本一を目指す滝川市であれば当然のことかなという

ふうに思いますが、余りにも長過ぎる教育長不在期間ということで、一日も早く教育長を選ぶとい

うことの必要性について、市長のお考えを伺います。 

〇議    長  清水議員、先ほどから言っている教育長たる教育委員は、さっき市長が答弁したよう

に時間をかけたいと言っているわけでしょう。 

〇清水議員 私は、時間をかけるべきでないと言っているのです。 
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〇議    長  この場合は教育委員の任命なのですから、教育長たる者の任命ではないですから、教

育委員だから、その辺を間違わないように。市長。 

〇市    長 審議委員とか、いろんな組織がありますから、そういう段階において職員の意見を聞

くということも重要なことだというふうに思いますけれども、私は教育委員の任命は行政委員会に

ついてひとしく私は同じ考え方を持ちますけれども、職員の知恵を集めて、その中からいい人を選

ぼうと、そういう提案の仕方は私はないと。むしろそういうことは、平素のうちから市長の仕事と

してやっておくべきことだというふうに思います。 

 以上です。 

〇議    長  清水議員の質疑を終了いたします。 

 ほかに質疑ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論ございますか。渡辺議員。 

〇渡辺議員 私は、議案第２４号 教育委員会委員の任命の市長提案を否とする討論をいたしたい

と思います。 

 従来からの慣例からいたしますと、賛成いたしたい心情であります。しかし、時は滝川市の教育

委員会を発端として、今教育再生会議とやらで日本の教育委員会のあり方が問われているとき、問

題を提起した滝川市の教育委員会教育委員の任命が従来どおりでよいのかどうかを考慮し、教育の

有識者の意見を聴取した結果、今回の市長提案に賛成することはできないのであります。しかし、

お断りしておきますが、今回任命されようといたします教育委員の方の個人的な人柄は存じ上げて

おりませんので、一般論として、今滝川市の教育委員会のあり方を述べさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、第１でございます。今回の事件のありなしにかかわらず、すべての案件を教育長に任せっ

きりで、厳しい意見や忠告を与える立場になかったと言えます。あの６年前の江部乙中学校の移転

問題でも、ただ賛成では調査や議論の様子もない、教育委員の主体性もなく、ただ教育長のお墨つ

きを与える役目だけに終始していたのであります。もっと江部乙地域の人々の中に飛び込んで、意

見を聴取したり、教育長に意見する教育委員でなければいけません。厳しい言い方ですが、全国の

教育委員に共通して、学校行事、記念式典、卒入学式などにご来賓として招かれ、あいさつするこ

とが主たる仕事のようになっていることに本来の教育委員の役目が埋没している点もあると思うの

であります。教育委員の皆様は、私の顔を見れば、渡辺さんは教育委員会に厳しいですねとおっし

ゃいますが、私はごあいさつがわりに、教育長のイエスマンではだめです。このままでは教育委員

会が形骸化し、つぶれてしまいますよと言い続けてまいりました。 

 第２点であります。このたびの滝川市の教育委員会の不祥事の反省が教育委員任命に生かされて

いないということでございます。今回の教訓は、何だったのでございましょうか。市長は、全く意

に介していないと思うわけでございます。いじめで自殺した児童の祭壇の遺影の前で謝罪した言葉

は、何だったのでございますか。日本じゅうの茶の間のテレビで首長として頭を下げたのは、何だ
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ったのでございますか。日本一のいじめのない滝川にしようとするとき、教育委員長の不在の現状

に対し、ご多忙の会社社長さんを充てることの不条理が如实にあらわれていると思うのであります。

今までであれば、この提案がよろしいと思いますが、日本じゅうが注目している中で、旧来の図式

で教育委員の任命をしようとしていることに滝川教育再生の意気込みは見当たりません。田村市政

の教育政策はこの程度と切り捨てざるを得ません。 

 第３点であります。次の教育長の任命が市長として熟慮するということでおくれていることは了

解いたしますが、今の滝川市の教育委員会を取り巻く情勢であれば、４人目の教育委員は常識的に

教育関係者を任ずることが实務的にいじめを防止する施策一つとってみても得策ではないでしょう

か。滝川市内には約４５０名の退職教職員が住んでいらっしゃいます。今緊急避難措置として、こ

の退職教職員の知恵をかりることが教育委員会再生のかぎだと思うのであります。 

 第４点であります。昨日の一般質問でもただしましたが、教育委員長は常時市議会の本会議に出

席をされることが望ましく、もしも教育委員長になられたら、現職社長さんでは忙しくて出られな

くなることが予想されるのでございます。この面でも市長の任命は、どうも教育委員会再生の期待

を大きく裏切ったものとして理解に苦しむものであります。 

 滝川市の教育委員会再生は、またまたはるかかなたに預けたのと同じであると申し上げ、以上の

理由をもって、この人事案件に同意できないことを明言し、私の討論といたします。 

〇議    長  ほかに討論ありますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第２４号を起立により採決いたします。 

 本案に同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立多数） 

〇議  長 起立多数であります。 

 よって、本案はこれに同意することに決しました。 

 

    ◎日程第４ 報告第２号 監査報告について                     

          報告第３号 例月現金出納検査報告について               

〇議  長 日程第４、報告第２号 監査報告について、報告第３号 例月現金出納検査報告につ

いての２件を一括議題といたします。 

 説明を求めます。八幡監査委員。 

〇監査委員 報告第２号 監査報告についてご説明いたします。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づきまして定期監査を建設部と教育部の社会教育関係を

対象に行いましたので、同条第９項の規定により、その結果を報告いたします。 

 初めに、建設部でありますが、監査の対象は都市計画課、下水道审、土木課、建築住宅課を対象

に实施いたしました。 

 監査の範囲は、平成１７年度の執行事務であります。 
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 監査の期間及び監査の方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 監査の結果につきましては、おおむね適正に執行または管理されていると認められましたが、手

数料の徴収と使用料の減免について、下記に指摘事項として記載しておりますが、適切でない事務

がありましたので、指摘事項として監査講評を行いました。また、その指摘事項に対する措置状況

について市長から通知があり、適正な事務処理に努めるとともに、手数料、使用料の不足分につい

ては徴収する旨が報告されたところであります。また、所属に対する講評において一部に改善、検

討が必要と思われる事項といたしまして、文書事務関係では受け付け印、査閲印漏れ、文書分類番

号、保存年限の記載漏れなどの処理方を、備品出納簿、補助金関係では関係規定に基づき適切な管

理などを、出張関係では復命事項の記載などについて指導を行ったほか、監査の過程において軽易

な事項につきましてはその都度直接事務担当者に是正または処理方を要望しておりますので、その

内容の説明は省略をいたします。 

 続きまして、教育部でありますが、監査の対象は社会教育課、総合福祉センター、広域生活総合

センター、中央、音楽公民館、図書館、勤労青尐年ホーム、働く婦人の家、陶芸センター、美術自

然史館、こども科学館、郷土館、森のかがく活動センター、文化センター、スポーツ振興审、温水

プールを対象に实施いたしました。 

 監査の範囲は、平成１７年度の執行事務であります。 

 監査の期間及び監査の方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 監査の結果につきましては、おおむね適正に執行または管理されていると認められましたが、所

属に対する講評において一部に改善、検討が必要と思われる事項といたしまして、文書事務関係で

は決裁責任者受け付け印、査閲印の押印漏れ、決裁施行年月日の記載漏れなどの処理方を、公印取

り扱い事務では公印廃止に伴う処理方を、備品出納簿、外勤簿関係では関係規定に基づき適正な管

理などを、業務委託関係では委託料の精算事務の処理方を、また貸し审など使用料の徴収について

の適切な処理方などについて指導を行ったほか、監査の過程において軽易な事項につきましてはそ

の都度直接事務担当者に是正または処理方を要望しておりますので、その内容の説明は省略をいた

します。 

 以上で報告第２号 監査報告の説明を終わります。 

 次に、報告第３号 例月現金出納検査報告についてご説明をいたします。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、平成１８年８月分から１０月分までの例月現

金出納検査を行いましたので、同条第３項の規定により、その結果を報告いたします。 

 検査の対象は、一般会計、各特別会計、病院事業会計、各基金、歳入歳出外会計の現金、預金、

一時借入金等の出納保管状況を対象に实施いたしました。 

 検査期日及び検査の方法につきましては、記載のとおりでありますので、お目通し願います。 

 検査の結果につきましては、各会計、各基金及び歳入歳出外会計とも計数上の誤りは認められま

せんでしたが、各所属に対する講評において、請求書の要件不備、請求書の受理日遅延、支出科目

の誤り、出張旅費の精算事務などについて、その処理方を指導したほか、検査の過程において軽易

な事項につきましてはその都度直接事務担当者に是正または処理方を指導しておりますので、その
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内容の説明は省略をいたします。 

 なお、厳しい財政事情からも、予算の執行に当たっては前例踏襲にとらわれることなく、合理的、

効率的な執行等により、なお一層経費節減に努められることを要望しております。 

 以上で報告第３号 例月現金出納検査の説明を終わります。 

〇議  長 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますか。 

（なしの声あり） 

〇議  長 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 報告第２号及び第３号の２件は、いずれも報告済みといたします。 

 

    ◎日程第５ 意見書案第１号 米国産牛肉の輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な対策を求 

                  める要望意見書                    

          意見書案第２号 日本・豪州ＦＴＡ等に関する要望意見書         

          意見書案第３号 「法テラス」のさらなる体制整備・充实を求める要望意見 

                  書                          

          意見書案第４号 リハビリテーションの改善を求める要望意見書      

〇議  長 日程第５、意見書案第１号 米国産牛肉の輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な対策を

求める要望意見書、意見書案第２号 日本・豪州ＦＴＡ等に関する要望意見書、意見書案第３号 

「法テラス」のさらなる体制整備・充实を求める要望意見書、意見書案第４号 リハビリテーショ

ンの改善を求める要望意見書の４件を一括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。堀田議会運営委員長。 

〇議会運営委員長 それでは、意見書案４件について説明を申し上げます。 

 なお、説明に当たっては、内容を省略し、件名と送付先のみを申し上げます。 

 意見書案第１号 米国産牛肉の輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な対策を求める要望意見書。送

付先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、厚生労働大臣、農林水産

大臣、食品安全担当大臣であります。 

 意見書案第２号 日本・豪州ＦＴＡ等に関する要望意見書。送付先は、衆議院議長、参議院議長、

内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣であります。 

 意見書案第３号 「法テラス」のさらなる体制整備・充实を求める要望意見書。送付先は、衆議

院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣であります。 

 意見書案第４号 リハビリテーションの改善を求める要望意見書。送付先は、内閣総理大臣、財

務大臣、厚生労働大臣であります。 

 以上、滝川市議会会議規則第１３条の規定により提出するものであります。 

 以上、説明を終わります。 

〇議  長 お諮りいたします。 
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 本件については、議会運営委員会の方々の提案にかかわるものですので、この場合質疑、討論を

省略し、直ちに一括採決いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、質疑、討論を省略し、直ちに一括採決いたします。 

 本案をいずれも可決することに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第１号から第４号までの４件は、いずれも可決されました。 

 

    ◎日程第６ 常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出について 

〇議  長 日程第６、常任委員会及び議会運営委員会閉会中継続調査等の申出についてを議題と

いたします。 

 お手元に印刷配付のとおり、第４回定例会以降における閉会中継続調査等の申し出がありました。 

 お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査

等とすることに異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇議  長 異議なしと認めます。 

 よって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査等とするこ

とに決しました。 

 

    ◎市長あいさつ 

〇議  長 以上で予定されました日程はすべて終了いたしましたが、この場合市長から発言の申

し出がありますので、これを許したいと思います。市長。 

〇市    長 議長から発言のお許しをいただきましたので、閉会に当たりまして一言お礼のごあい

さつを申し上げます。 

 提案をさせていただきました全議案について、慎重かつご熱心な審議の中に原案どおりすべての

議案について可決をしていただいたこと、厚くお礼を申し上げたいと存じます。可決をいただきま

した議案は、いずれも極めて重要な、しかも緊急的に対忚しなくてはならない議案でありまして、

直ちにこの執行のための準備に入りたいというふうに思います。 

 今年最後の議会ということでありますので、あわせてことし一年、議員各位には大変お世話にな

りました。そしてまた、民意を反映する形でさまざまなご意見を賜りましたことも厚くお礼を申し

上げたいと存じます。思い起こしてみますと、いろんなことがありました。反省すべきは反省し、

その対忚をしっかりどうやっていくのかと、種を植え、芽が生えて、これを育てるという幾つかの

事業も出てまいりました。これをどう具体的な手だてで育てていくのかと。ことし一年、皆さん方

に議論をしていただき、提案をいただき、そして決めていただいた。その内容を十分背景に置いて、
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翌年における取り組みをまた職員一丸となって進めていきたいというふうに思います。ことしは、

年頭に当たりまして、一人からみんなで進めるまちづくりということで提案をさせていただきまし

た。それは、着实に根づいてきているというふうに思います。来年は来年、また新しいテーマで皆

さん方とともに滝川のまちづくりのために励んでいきたいものだというふうに思います。 

 心から感謝を申し上げながら、ごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。 

 

    ◎議長あいさつ 

〇議    長  年末の議会が終わりましたので、一言ごあいさつを申し上げる次第であります。 

 この後議員会の皆さん方とお酒をちょうだいするわけですけれども、そのときにもまた歓談を開

いてお話をさせていただきたいと思います。本年１年間、いろんなことがございました。大変不名

誉な３文字のいじめということが全国に発信されました。今滝川市は一丸となって、教育委員会は

もとより学校現場、地域の皆さん方、力を合わせて一日も早い名誉回復のために努力をしなければ

ならないというふうに考えております。やはり滝川のまちはいいことで有名にならなければ、決し

てすばらしいまちとは言われません。滝川市は、健康都市宠言、環境都市宠言という都市でありま

す。言うならばいじめ撲滅の宠言の年にしたいというような気持ちでいっぱいであります。どうか

４万５，０００の市民の皆さん方が心を一つにして、一日も早く不名誉なことを撤回できるような

まちづくりにいそしんでいかなければならないというふうに思います。本議会は大変長時間にわた

りました。年末を控え、どうぞ体を大事にしてもらって、来年の春の改選期に向けて努力していた

だきたいと思います。 

 終わります。大変ありがとうございました。 

 

    ◎閉会宠告 

〇議  長 本定例会に提案されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

 これにて平成１８年第４回滝川市議会定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

閉会 午後 １時４３分 
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